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午前１０時００分 開会 

○番浦課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第１回資源管理方針に

関する検討会を開催いたします。 

 私は本検討会の司会を務めます、水産庁管理調整課資源管理推進室課長補佐の番浦と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。では、座って説明をさせていただきます。 

 本日は多くの方に会場にお越しいただいておりますが、Ｗｅｂｅｘを通じたウェブ参加

の出席者の方も多数いらっしゃいます。技術的なトラブルが生じるかもしれませんが、精

いっぱい対応しますので、スムーズな議事進行に御理解、御協力を頂ければと思います。 

 また、この関係で会場の皆様にお願いですが、御発言がウェブ参加者にも伝わるように、

必ずマイクを通じての御発言をお願いいたします。 

 ウェブで参加されている皆様には事前にメールで留意事項をお知らせしているところで

すが、発言を希望される場合には、Ｗｅｂｅｘの手を挙げる機能又はチャット機能を使っ

て、発言を希望することをお知らせください。また、発言されていない方は音声をミュー

トにしていただくよう、お願いいたします。 

 また、会場を利用する上で、３点お願いがございます。 

 まず、会場内での飲食は可能ですが、ごみはお持ち帰りをお願いいたします。 

 ２点目、会議室内は禁煙となっております。喫煙スペースは会議室と同じ地下１階にご

ざいますので、そちらを御利用ください。 

 ３点目に、当施設はほかにも会議室がございます。共有部での立ち話や携帯電話の御利

用など、ほかのお客様の御迷惑になる行為は御遠慮ください。 

 それでは、皆様のお手元の資料の確認を行います。 

 会場の皆様には、資料１の議事次第から資料６、漁獲シナリオ等の検討について、また

参考資料１及び２までの計11種類の資料をお配りしております。不足などがございました

ら、お近くのスタッフにお申し付けください。 

 次に、本検討会の会議の配付資料及び議事録は、後日、水産庁のホームページ上に掲載

させていただくこととしておりますので、御承知おきください。 

 なお、報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影は冒頭の水産庁挨拶までとさせ

ていただきますので、あらかじめ御了承ください。 

 それでは、主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 水産庁資源管理部長の魚谷でございます。 
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○魚谷資源管理部長 魚谷です。よろしくお願いいたします。 

○番浦課長補佐 管理調整課資源管理推進室長の永田でございます。 

○永田資源管理推進室長 永田です。よろしくお願いします。 

○番浦課長補佐 同じく、管理調整課沿岸・遊漁室沿岸調整班課長補佐の木村でございま

す。 

○木村課長補佐 木村です。よろしくお願いします。 

○番浦課長補佐 水産庁漁場資源課沿岸資源班課長補佐の加賀でございます。 

○加賀課長補佐 加賀です。よろしくお願いいたします。 

○番浦課長補佐 続きまして、水産研究・教育機構水産資源研究所水産資源研究センター

から、西田センター長でございます。 

○西田センター長 西田です。よろしくお願いします。 

○番浦課長補佐 大島浮魚資源部副部長でございます。 

○大島副部長 大島です。よろしくお願いします。 

○番浦課長補佐 倉島研究員でございます。 

○倉島研究員 倉島です。よろしくお願いします。 

○番浦課長補佐 また、本日は水産研究・教育機構水産資源研究センター、船本浮魚資源

部副部長を始め、専門とする方々にもウェブで多数御出席を頂いております。 

 それでは、開会に当たりまして、部長の魚谷から一言挨拶を申し上げます。 

○魚谷資源管理部長 皆さん、おはようございます。改めまして、水産庁資源管理部長の

魚谷でございます。 

 それでは、本日のステークホルダー会合の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 本日は、定置漁業等、盛漁期で御多忙の中、会場の方では70名を超える、またウェブで

は300人近い多くの漁業関係者の皆様にお集まりを頂いたことを感謝申し上げます。 

 また、日頃から水産政策の実施に関して、多くの御意見、御理解、御協力を頂き、誠に

ありがとうございます。 

 現在、農林水産省を挙げて取り組んでいる水産政策の改革におきましては、我が国周辺

水域の漁場や資源のポテンシャルに着目をして、水産資源の適切な管理と水産業の成長産

業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就業構造の実現を目指し

ているところでございます。 
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 御承知のとおり、この水産政策の改革の一環として、平成30年に漁業法が約70年ぶりに

大幅改正をされ、令和２年12月に施行されております。既に皆さんも御承知いただいてい

ると思いますが、この漁業法改正の最も大きな柱となったのが資源管理ということでござ

います。 

 新しい漁業法では、科学的な資源評価の結果に基づき、持続的に生産可能な最大の漁獲

量、いわゆるＭＳＹの達成を資源管理の目標として定め、その目標の達成に向け、数量管

理、ＴＡＣ管理を基本とする資源管理を行うこととされております。 

 このため、水産庁としてはＴＡＣ管理の対象魚種を拡大して、令和５年度までに漁獲量

ベースで８割をＴＡＣ管理とすることを目指すこととし、現在もこの取組を進めていると

ころでございます。この内容につきましては、昨年３月に閣議決定をされた水産基本計画

にもしっかり位置づけられているところでございます。 

 本日の議題でございますブリにつきましては、昨年１月にＭＳＹベースの資源評価結果

が公表された後、昨年７月に資源管理手法検討部会─こちら水産政策審議会の資源管理

分科会の下に設置されているものですけれども、この資源管理手法検討部会が開催をされ、

関係漁業者や専門家の方々から、資源特性や採捕実態等について御意見を頂き、意見や論

点が整理をされております。この整理を踏まえまして、本日のステークホルダー会合で具

体的な資源管理についての議論を行いたいと考えております。 

 このブリ資源につきましては、北海道から沖縄まで全国で広範に漁獲をされているとい

うことで、今回のステークホルダー会合に先立ち、資源評価結果やＴＡＣ管理への理解醸

成を図ることを目的として、本年８月下旬から９月中旬にかけて４つのブロック─北海

道、太平洋、日本海、九州・沖縄、この４つのブロックで説明会を開催させていただいた

ところでございまして、延べ862人、現地出席326人、ウェブ出席536人という多くの方に

御参加を頂き、意見交換をさせていただいたところでございます。 

 ブロック説明会で出していただいた意見のうち、資源管理手法検討部会の意見に加えて、

検討が必要な事項については、今回のステークホルダー会合において、併せて議論を行い

たいと考えております。 

 本日の会合では、具体的な議論に先立って、更新された資源評価結果を御紹介した後、

資源管理手法検討部会等で整理をされた意見・論点、あるいは漁獲シナリオの具体的な管

理の方向性について、皆様と議論をしていく予定としております。 

 専門用語あるいは片仮名語など、普段、馴染みのない言葉、表現、考え方等がたくさん
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出てまいります。少しでも分からないと感じたら、どんなことでも構いませんので、遠慮

なく御質問いただければと思います。 

 本会合では、１人でも多くの方に理解を深めていただき、皆さんと一緒になって、ブリ

の資源をどのように管理していくのかをしっかりと議論していくことを目的としておりま

す。水産庁あるいは水産機構からの一方通行の説明ではなく、双方向での意見交換が重要

だと考えておりますので、積極的に御発言を頂ければと思います。 

 締めくくりになりますが、本日の機会が有意義なものとなり、ブリ資源が将来にわたっ

て持続的に利用できる体制づくりの一助となるよう、また、関係する漁業者の皆様の操業

の安全を祈念いたしまして、私の冒頭の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

○番浦課長補佐 それでは、報道関係者の皆様におかれましては、ここまででカメラ撮影

を終了していただくよう、お願いいたします。 

 ここからの議論については進行役を設けることとし、魚谷部長にその役をお願いしたい

と思います。 

 それでは、魚谷部長、よろしくお願いいたします。 

○魚谷資源管理部長 改めまして、本日、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、本日の検討会の進め方について説明をいたします。 

 先ほどの御挨拶の中でも申し上げましたけれども、最初、午前中はまず、水産研究・教

育機構から、ブリの資源評価に関する基本的な内容について御説明を頂きます。その後、

１時間の昼休みを挟みまして、午後からは水産庁から、令和４年７月に開催された資源管

理手法検討部会等で整理をされた意見や論点と対応の方向について、及び漁獲シナリオ等

の検討について、続けて御説明を行います。 

 それぞれの説明ごとに質疑応答の時間を設けますので、その際、適宜、御発言あるいは

御質問がある方は挙手をお願いしたいと思います。 

 最後に、質疑応答が落ち着いた段階で私の方から議論の取りまとめを行い、今後につい

て、今後の進め方について説明を行いまして、最大17時までということで検討会を終了さ

せていただければというふうに考えております。 

 それでは、早速、議事の方に入ってまいりたいと思います。 

 最初に、水産研究・教育機構から、資料４、ブリの資源評価結果について御説明をお願

いします。 
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○大島副部長 ありがとうございます。 

 水産研究・教育機構の大島と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 資源評価についての説明については、この資料の４に沿って説明させていただきます。

それとまた関連する資料としては参考資料の１というのがありまして、新しい資源評価に

ついての説明があります。こちらについては、参考資料については本日の説明の中には含

まれずに、参考ということで御覧ください。 

 先ほど、魚谷さんの方から話がありましたけれども、夏以降、全国の４ブロックで説明

会がありまして、その中で私の方から資源評価について説明させていただきました。内容

としては、そこで話した話と大きく変わりませんけれども、内容といいますか、そこでい

くつか御指摘を頂きまして、少し改めた部分などもございます。 

 資料の一番最後に用語集というのがございまして、こちら、御指摘いただいたものに対

しての対応でございます。ちょっと専門用語が多いもんで分かりにくいということで、用

語集を付けさせていただきました。それでは、座って説明させていただきます。よろしく

お願いします。 

 まず、今スライドの１番ですね。ブリの写真のブリ資源評価というものがあります。 

 スライドの２に移ります。お願いします。 

 本日の発表内容でございます。まず、資源評価の内容なんですけれども、昨年の12月に

行われました令和４年度の資源評価の結果についてお話しします。さらに、昨年の７月に

ブリ管理手法検討会というのがございまして、その中で資源評価について発表いたしまし

て、議論の中で指摘された、いわゆる資源評価の課題について対応したものに関しても、

この発表資料の中で含めております。 

 目次がございまして、大きく分けて、１、２、３とございます。資源評価、管理基準値

案、そして将来予測ですね。それぞれ、資源評価の中には①から③、②も同様ですね。 

 黒字と赤字がございます。まず、黒字の方は令和４年度の資源評価の結果ですね。赤字

の内容に関しては、昨年７月の管理手法検討会で指摘された事項に対しての水産研究・教

育機構から、研究機関からの回答というものでございます。このように色で分けてござい

ますので、そういった形で御理解ください。 

 それでは、スライドの３に入ります。ページをめくってください。 

 まず、１、資源評価、①の令和４年度資源評価結果でございます。 

 分布と生物学的特性。 
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 左側にブリの分布図、日本の地図に、そこにブリの分布域と産卵域を重ね合わせた図が

ございまして、右側に生物学的特性がございます。 

 まず、ブリの分布ですけれども、日本全国に分布するというものでございます。分布域

としては、この赤枠で囲まれた部分が分布域となっております。さらに、本州に関しては、

朝鮮半島の方にも分布しておりまして、主に朝鮮半島の東岸を中心に分布しているという

ものでございます。 

 産卵域に関しては、地図上の黄色い部分ですね。黄色い部分が産卵域でございまして、

東シナ海から日本列島の西、太平洋側、日本海側両方に産卵域があるというものでござい

ます。 

 右側の生物学的特性に移りますけれども、まず寿命ですけれども、７歳前後です。 

 成熟開始年齢ですけれども、２歳で50％成熟して、３歳以降で100％成熟いたします。 

 産卵期・産卵場ですけれども、太平洋側では１月～５月に産卵が行われて、日本海側で

は１月～７月に産卵が行われる。特に非常に大きな産卵場があります東シナ海では、陸棚

縁辺部を中心として産卵場が形成されるというものでございます。 

 食性ですけれども、成長段階によって食べるものが変わりまして、まず非常に初期の状

況ですね、稚魚では動物プランクトンを食べますけれども、その後、幼魚以降では魚食性、

魚を食べるようになるというものでございます。 

 さらに、今度、食べられる方側で見ますと、まず幼魚期なんですけれども、こちらでは

共食いが起こるということと、未成魚期から成魚期に関してはハクジラ類で捕食されてい

るということが確認されております。 

 以上が生物学的特性でございまして、スライドの４番に移ります。 

 漁獲量です。 

 左側に1994年から2021年までの漁獲量を万トンの単位で示しております。このグラフの

中の緑色の太線が毎年の漁獲量の推移を示しておりまして、御覧になって分かりますとお

り、94年から現在にかけて、増えているというものでございます。 

 細かく内容を見ていきますと、2010年に漁獲量が急増しております。それまでは、比較

的横ばいの変動であった。2010年に漁獲量が急増いたしまして、近年では12万トン前後の

漁獲量がございます。一番最新年の2021年の漁獲量は10.9万トン。 

 こちら、注意していただきたいんですけれども、この漁獲量は資源評価に使う漁獲量で

ございますけれども、日本だけではなくて韓国の漁獲量も含んでおります。ざっくりなん
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ですけれども、全体の中における韓国の漁獲量の割合というのは大体１割ぐらいだという

ものでございます。 

 先ほど申し上げましたけれども、資源評価の期間は1994年から2021年までということに

なっております。 

 それでは、ページが変わりまして、スライドの５番です。 

 こちらから、資源評価の内容に入ってまいります。 

 まず、資源評価のデータと流れということで、簡単なフローチャートを示しております。 

 左側に資源評価に使うデータ、右側にどのような流れで解析をするかということを示し

ております。 

 まず、左側のデータですね。オレンジ色の部分を御覧ください。 

 データとしては、漁業養殖生産統計年報、いわゆる農林統計を使っておりまして、その

中のブリ類漁獲量を使っております。さらに、大中まきさんの方から御提出いただいてお

ります漁獲成績報告書というのも使っております。さらに、先ほど言いましたけれども、

韓国の漁獲量に関しては、韓国海洋水産部が公表しております水産統計を使っております。 

 より細かい情報なんですけれども、こちらは、資源評価に参画していただいております

道府県の研究機関から御提出いただいた、月別主要港別銘柄別水揚げ量あるいは体長組成

というものを使います。 

 さらに、もう一つ重要なものとしては、結局、資源評価を行うためには、漁獲量を年齢

別の漁獲量に変えていくという作業が必要になりまして、そのために必要な情報としては、

年齢－銘柄関係というものを使います。 

 左下のグラフなんですけれども、こちらは新潟県での年齢－銘柄関係の一例を示してお

ります。 

 右側に、この７kg、４kg、1.7kgと、それぞれ銘柄を分ける基準がありまして、それで

大ブリ、中ブリ、小ブリ、イナダとなっております。それぞれの体重に対応して、年齢と

いうものがありまして、丸１年同じ年齢ではなくて、半年で年齢が切り替わるというもの

でございます。 

 これらの情報を使いまして、右側の解析の方に移ります。 

 まず、資源評価にとって非常に重要な情報になります年別年齢別漁獲尾数。重量ではな

くて、尾数というものを使います。さらに、計算した後、今度は資源量だとか、いわゆる

量の、体重の、重量の情報に変えますので、もう一つ、重要な情報としては年別年齢別平
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均体重というものを使います。 

 これらの情報を使いまして、コホート解析というものを行いまして、毎年の年齢別の資

源尾数というのを推定しています。さらに、年別の年齢別の平均体重を使って、年別年齢

別の資源量、つまり推定値としては資源尾数あるいは資源重量というのを求めてまいりま

す。このような形で資源評価を行ってまいります。 

 それでは、スライドが移りまして、スライドの６番ですね。 

 年齢別漁獲尾数と漁獲量ということでございまして、左側にグラフが上下に２つありま

す。 

 まず、上が年齢別の漁獲尾数ですね。尾数ベースの情報となります。縦軸ですけれども、

漁獲尾数で、単位は千万尾となります。 

 下側は、今度はこれを重量に変えたものでございまして、漁獲量、漁獲重量、単位は万

トンとなっております。 

 まず、上のグラフですね。左上のグラフの特徴ですけれども、漁獲尾数で見ますと、０

歳のモジャコ期から１歳が全体の８割から９割を占めるという、非常にこれらの、０～１

歳の割合が非常に多いというものでございます。 

 今度、重量ベースに変えてみた場合、全体の漁獲重量のうち、０歳の後期～１歳がその

全体の約半分。さらに、０～２歳魚で言いますと７割強、全体の７割強を０～２歳が占め

ているというものでございます。 

 このブリの漁業の利用の仕方、特徴としては若齢も多く利用するという特徴がございま

す。 

 それでは、スライドが変わりまして、ページも変わりまして、スライドの７番に入りま

す。 

 こちらから、結果ですね。結果の方に入ります。 

 資源量と年齢別漁獲尾数でございます。 

 左側にブルー系の棒グラフで示した棒グラフと、あとオレンジ色の太線の図がございま

すけれども、まずオレンジ色の太線は1994年から2021年までの資源量ですね。資源量の推

移を示しております。単位は万トンです。さらに、このブルー系の棒グラフに関しては、

年齢別の資源尾数ですね。尾数の推移を94年から2021年まで示したものでございます。 

 まず、オレンジ色の太線ですね。資源量について見てみますと、1994年から2008年まで、

資源量は14.0万トン～22.3万トンと、多少７万トンぐらい差が出ますけれども、それ以降
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に比べると、比較的横ばいの推移であった。その後、2009年、2010年に資源量が大きくど

んと増加いたします。2010年以降、資源量が高水準に─現在もそうですけれども、高水

準の状態にあるというものでございます。最後の年、2021年の資源量は29.9万トンでござ

いました。29.9万トンと推定されております。 

 今度、年齢別資源尾数の特徴について見ますと、この濃い青ですね、これが０歳後期あ

るいは、それよりも１つ濃い青ですね、１歳に相当するものですけれども、これらが資源

の大部分を構成している。こちらに関しては、先ほどの年齢別漁獲尾数と似たような特徴

でございます。０歳が中心だというものでございます。 

 以上が資源量と年齢別漁獲尾数についての説明となりまして、スライドが移りまして、

８番です。 

 こちらは、上に②遊漁採捕量を含めた資源評価と外国漁船の漁獲状況というものでござ

いまして、昨年７月の手法検討会で指摘されたものに対しての回答というものになります。 

 タイトルとしては、まず遊漁によるブリの採捕量を見てみます。 

 左側に、1994年から2021年までの、いわゆる商業漁獲量と遊漁漁獲量の積み上げのグラ

フを示しております。青が商業漁獲量、オレンジ色があるいは赤が遊漁の採捕量に相当い

たします。 

 右上に表がございまして、ブリ類遊漁採捕量、こちらは公表値でございます。現状にお

いて、公表、いわゆる公式的に使えるブリ類の採捕量としては３年分の統計値がございま

して、1997年、2002年、2007年と利用可能でございました。内容としては、ブリの採捕量

というのは、97年で2,528トン、2002年で2,218トン、2007年で3,021トンございました。 

 じゃ、まず、1994年から2021年にわたって、ブリの採捕量をちょっと推定していかなき

ゃいけないんですけれども、少なくとも統計値があったときに対して、日本の商業漁獲量

に対する遊漁の採捕量を見てみますと、平均では4.6％ありました。この4.6％を公表値が

ない年に対して適用いたしました。 

 結果として、1994年から2021年までの遊漁の推定採捕量の範囲は2,101トン～5,783トン

ということになりました。 

 こちらを使って、資源評価を行っております。 

 スライドの９番をお願いいたします。切り替わりましたね。 

 遊漁採捕量を含めた資源量の推定値でございます。 

 左側にあるグラフは、まずは従来の資源評価結果ですね。令和４年度の資源評価結果、



－11－ 

こちらは青の太線で示しております。こちらが、青の太線が令和４年度資源評価から得ら

れました資源量の推移。もう一つ、オレンジ色の太線が今回行いました、遊漁採捕量を含

めた資源評価結果の資源量の推定値をオレンジ色の太線で示しております。 

 ぱっと見て、御覧になって分かりますとおり、両者の差というのは非常に少ない、小さ

い。遊漁を含めると、従来の資源量よりもちょっと上がるというのが結果でございまして、

まとめますと、遊漁採捕量を含めた資源評価では、資源量は3.3～4.3％、平均で3.8％増

加いたしました。こちらが、遊漁採捕量を含めた資源量推定値の結果でございます。 

 現状においては、利用できる３年分の─３年分ですけれども、遊漁採捕量を含めた結

果、その影響というのは非常に現状においては小さかったという結果でございます。 

 それでは、スライドが移りまして、スライドの10番ですね。外国漁船の漁獲状況でござ

います。 

 左側に積み上げグラフ。1994年から2020年までですね、20年の日本、韓国、台湾のブリ

類漁獲量の積み上げの図を示しております。縦軸、漁獲量で単位は万トンです。 

 ぱっと見て、御覧になって分かりますとおり、ほとんどが日本、それに次いで韓国。ほ

んの少ない、小さい部分が台湾ということになっております。 

 右側を御覧になってください。 

 韓国漁獲量は先ほど説明いたしましたとおり、既に資源評価に使っております。導入済

みです。 

 台湾のブリ類漁獲量は日韓よりもとても著しく少なくて、かつ、台湾という場所なんで

すけれども、日本、韓国よりも南方に位置しております。ですので、ブリ類といっても、

ちょっとほかのブリ類ですね。つまり、すなわちヒラマサとかカンパチの方が優占してい

るんじゃないかということが考えられます。 

 次に、まだほかにも東アジアにはほかの国がありまして、ロシアだとか中国だとか北朝

鮮なんですけれども、まず、ロシア。ロシアに関しては、北太平洋におけるブリ類漁獲量

はないです。報告されておりません。さらに、中国・北朝鮮のブリ類漁獲量については不

明。公式統計がございませんので、これも使えないということでございます。 

 以上のことがございまして、外国の漁獲量というのも考えられますけれども、現状にお

いては、日本と韓国の漁獲量を使っていくというのが現状できることというものでござい

ます。 

 ページが変わりまして、ここからはスライドの11番ですね。 
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 まだ、資源評価の話が続きます。１、資源評価。今度は③、これも赤字です。手法検討

会で指摘されたことに対しての回答というものでございます。モジャコ来遊量指数を使っ

た資源評価という内容でございます。 

 手法検討会の中の議論で、現在行っておりますＶＰＡ、コホート解析というのは、チュ

ーニング指標─チューニング指標というのは、漁獲量の情報だけではなくて、それぞれ

の資源量がその年多かったか、少なかったのかという動向を示す指標でございますけれど

も、そちらは現状では使っていないんですけれども、そちらを使ってみたらという指摘が

ございまして、こちらの回答となります。 

 まず、解析についての説明ですね。左側に黄色い部分、あと青い部分がございまして、

まず黄色い部分を御覧ください。 

 こちら、チューニングなしのＶＰＡ（従来のブリの資源評価）。先ほど、手法のところ

で説明して、繰り返しになりますけれども、情報としては、年別年齢別の漁獲尾数あるい

は平均体重を使って、コホート解析によって年別年齢別の漁獲尾数を推定していく。 

 今回行ったチューニングＶＰＡ、こちら、青い部分になりますけれども、内容としては

資源量指標によるＶＰＡの補正。使ったデータの中にチューニング指標、黄色でハイライ

トされていますけれども、こちらを使っている。 

 では、どのようなチューニング指標を使ったのかと言いますと、右のグラフ、右にちょ

っと小さいグラフがございまして、こちらは鹿児島県さんが行っております、調査船調査

によるモジャコ来遊量指数というのを今回使わせていただきました。 

 こちらに関しては、なぜこれを使ったのかと言いますと、手法検討会の方で具体的にこ

れを使ってのチューニングＶＰＡの実施というのがありましたので、こちらを使ったとい

うものでございます。 

 こちら、1995年から2020年までの、赤い線でモジャコの来遊量指数の推移を示しており

ます。特徴としては、95年から現在にかけて、右肩上がりにずいずい上がっていく。毎年

のこの大小は変動あるんですけれども、全体的な傾向としては右肩上がりに上がっていく

というものでございます。 

 この後、結果に入るんですけれども、重要な確認するポイントとしては、右下の赤点線

で囲まれた部分がポイントでございまして、まず、チューニングＶＰＡによって、推定値

がどれぐらい変わってくるのかというのを確認しました。さらに、推定値の安定性がどれ

ぐらいなのかという、この２点について確認しております。 
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 それでは、スライドが変わりまして、スライドの12番。 

 タイトルですけれども、チューニングＶＰＡで推定値がどれぐらい変わるか。 

 左側に結果のグラフがございまして、まず、従来行っております、チューニングなしの

ＶＰＡの結果は黄色の太線で示しております。こちらの黄色の太線が、94年から2020年ま

での資源量の推移。さらに、今回新たに行いましたチューニングＶＰＡの結果によります

資源量の推移は青い太線で示しております。 

 ちょうど、この大きく違う部分、異なっている部分は緑色の枠で囲ってありますけれど

も、まとめますと、2012年以前では、資源量、両方の手法による差というのはなかったん

ですけれども、近年になるに従って、チューニングＶＰＡの資源量の推定値はチューニン

グなしＶＰＡの推定値を大きく上回った。ぱっと見て分かりますとおり、青色が黄色が大

きく上回っているということが分かるかと思います。こちらが、チューニングＶＰＡによ

って、推定値がどれぐらい変わるかという結果でございます。 

 それでは、次のスライド、スライドの13番で、それぞれの手法の推定値の安定性につい

て、見てまいります。 

 タイトルですけれども、推定値の安定性はということで、まずはチューニングＶＰＡの

推定値の安定性について見てまいります。左側の青い部分ですね、こちらがチューニング

ＶＰＡのものでございまして、この推定値の安定性を見る場合に、データを2015年から

2020年にかけて、毎年毎年データを１個ずつ加えていって、それぞれの年に対して資源量

を推定していく。つまり、データを追加していく度に推定値がどう変わっていくのかとい

うところから、推定値の安定性を見てまいります。 

 左側のグラフを御覧になっていただきまして、年ごとに線が分かれていますね。2015年

から2020年まで、合計線が６本ありますけれども。特徴なんですけれども、データを追加

すると、資源量推定値が大幅に下方修正される。この赤い矢印で強調していますけれども、

例えば2015年から2016年にかけて、同じ年の資源量の推定値が、データを加えると、１つ、

どんと下がる。もう一回加えると、またどんと下がるという特徴がございます。こちらか

ら、どういうことが言えるかと言いますと、近年の推定値の信頼性がちょっと低いんじゃ

ないかということが言えます。 

 一方、従来の、現在行っておりますブリの資源評価、チューニングなしのＶＰＡの結果

では、どうなのかというのを右側、黄色の部分でまとめております。ぱっと見て、分かり

ますとおり、チューニングＶＰＡと大きく違う。つまり、データの追加による資源量推定
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値の変化は小さい。すなわち、上方・下方修正の幅がチューニングＶＰＡに比べて、非常

に小さかったということが言えるかと思います。 

 以上が、モジャコ来遊量指数を使った資源評価の結果ということとなります。 

 それでは、スライド14番に移ります。 

 ここまでずっと、資源評価についての話をしてまいりました。すみません、ちょっとな

かなかゆっくり話しているもんで、ちょっと時間がたっていますけれども、11時ぐらいま

でには終わるかなと思います。まだしばらく、お付き合いください。 

 まず、管理基準値案ですね。令和３年度に提示いたしました管理基準値案でございます。 

 ＭＳＹと管理基準値案。 

 ブリの目標管理基準値案としては、最大持続生産量（ＭＳＹ）が得られる親魚量ですね

─資源量ではないです、親魚の量を、そして、限界管理基準値案としてはＭＳＹの60％

が得られる親魚量を、提案しております。 

 まず、このＭＳＹを求めるためには、将来にわたってのシミュレーション、将来予測を

行う、シミュレーションを行っていく。そのために必要なのは将来の資源状態を決めるも

のとして重要なものとしては、どれぐらいの親がいたら、どれぐらいの子が出てくるのか

という関係性が非常に重要でございまして、このスライド14の真ん中部分の左側に青い太

線のグラフがございます。こちらは、親とそこから出てきた子供、加入量の関係をそれぞ

れの年について示しております。それぞれの年については、該当する年を実際の数字で書

いております。 

 まず、この点の、この一団となっているこの特徴を見ますと、全体として、親魚が増え

ていくと子供が増えていくという大ざっぱな関係性が見てとれるということになります。 

 さらに、ブリのこの親と子の関係の特徴としては、今言いましたとおり、親が増えれば、

子が増えるんですけれども、あるところでちょっと頭打ちになるんですね。頭打ちになっ

た後、それ以降の親魚量とはちょっと下がっていく。下がっていると言っても、ちょっと

なんですけれどもね。ちょっと下がっていくという関係でございます。 

 こちらのこの関係性の特徴を示すとどういうものになるかというと、これ、専門的な話

になるんですけれども、リッカー型再生産関係というものになりまして、こちらを使って、

将来のシミュレーションを行いまして、将来の期待される親魚量、その下で期待される平

均的な漁獲量の関係というのを、この右側、漁獲量曲線で示しております。 

 この山なりになっているグラフが、それぞれ親魚量に対して、そこで期待される漁獲量
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の関係性を示しているんですけれども、ちょうどこの横軸で見た、真ん中よりもちょっと

左の部分ですね。ここに太い緑色の両矢印があるんですけれども、ここで最大になる。つ

まり、これが最大持続生産量、ＭＳＹということとなりまして、それを実現する親魚量と

いうのは22.2万トン。こちらが目標管理基準値案というものになります。 

 さらに、そこから出てきます限界管理基準値案、禁漁水準案としては、下の表で示して

いますとおり、6.9万トン、0.9万トン。こちら、両方、親魚量ですけれども、こちらが限

界管理基準値案あるいは禁漁水準案というものでございます。 

 もう一つ、着眼していただきたいところとしては、この22.2万トンですね。目標管理基

準値案のときに出てきます、期待される漁獲量というのは13.0万トン。こちらがＭＳＹと

いうものでございます。 

 ちょっと、なかなか入り組んだ説明になってしまいましたけれども、御不明な点があり

ましたら、この後、質問でお願いいたします。 

 それでは、ページが変わりまして、スライドの18番でございます。 

 こちらは、昨年７月の資源管理手法検討部会で指摘された事項に対してのスライドの15

でございます。すみません、頭の中では15だったんですけれども、口がちょっと違うこと

を言って、すみませんでした。 

 タイトルですけれども、０～２歳魚漁獲量が最大となる親魚量。 

 こちらというのを、手法検討会の方で求めてくださいというリクエストがありまして、

そちらに対しての回答ということとなります。 

 まず、通常なんですけれども、親魚量が目標管理基準値─目標管理基準値、専門的に

言うとＳＢｍｓｙというものでございますけれども、その目標管理基準値案以上では、全

体として、３歳以上の漁獲量の割合が増えるわけですね。基本的にちょっと今よりも高い

資源水準を、親魚量水準を目指すということは、全体としての漁獲圧を下げるということ

になりまして、先ほど年齢別漁獲量の特徴で言いましたけれども、漁業の特徴としては、

若齢魚─０～２歳魚ですけれども─の利用が非常に多い。なので、全体の漁獲圧を下

げると、その０～２歳の生き残りが増えて、当然、その結果として親が増えていくわけで

すね。 

 ですので、右側のこのグラフ、横軸は平均親魚量、縦軸は平均漁獲量。こちら、前回の、

１つ前のグラフで、スライドで示していますけれども、漁獲量曲線で、ちょうどこの目標

管理基準値案のときの実際の年齢ごとの内訳を見ますと、確かにこの目標管理基準値案の
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ところでは３歳以上が多い。 

 資源管理手法検討部会での指摘なんですけれども、実際としては若齢魚を多く利用する

漁業実態があるということで、０～２歳魚漁獲量を最大にする親魚量はということで求め

ました。 

 その結果なんですけれども、このスライドのちょうど真ん中よりもちょっと下の部分で

すね。オレンジ色の矢印の下。こちらが結果でございまして、ＭＳＹの97％に相当すると

きに、０～２歳の漁獲量が最大になるということが分かりました。 

 そして、ＭＳＹの97％を実現する、そのときの親魚量、ＳＢ97％ｍｓｙは17.6万トンと

いうことになっております。 

 下の表は、要約した結果でございます。まず、目標管理基準値案、ＳＢｍｓｙは22.2万

トン。一方、０～２歳漁獲量を最大にするものというのは、ＳＢ97％ｍｓｙ、すなわちそ

れは17.6万トン。 

 それぞれの状況の下での期待される漁獲量というのは、まずＭＳＹとしては13万トンで、

ＭＳＹの97％というのは12.6万トンというものになります。 

 以上が15枚目の説明となりまして、次、16枚目に移ります。 

 こちら、管理基準値案の最後のスライドでございます。 

 神戸プロット（神戸チャート）でございます。 

 この図は、いろいろな会議で最近は御覧になる機会が多いかと思いますけれども、資源

評価を行った全ての過去、全ての年に対して、親魚の状態と漁業の状態、漁獲圧の状態を

ぱっと見て分かるような図にまとめたものでございます。 

 まず、横方向ですね。横軸は親魚の状況を示している。目標管理基準値よりも親魚量が

上回っていれば、1.00よりも右側に来る、下回っていれば、左側に来る。今度は、縦方向

ですね。漁獲圧で見ますと、ＭＳＹを実現する漁獲圧よりも高ければ、１よりも高く、さ

らに、一方、その漁獲圧よりも低ければ、その下に、１よりも低いというものでございま

す。この２通りの状況というのを、この４つの状況に分けて、緑色、黄色、赤いというも

のに分類されるというものでございます。 

 ブリのこれまでの過去を見ますと、非常にこれは、いろんなところで御批判と言います

か、何でこんな資源状態がいいのにずっと赤なんだということを言われますけれども、Ｍ

ＳＹというものを目指す上では、やはりちょっとこういう結果になってしまうというもの

でございまして、じゃ、それぞれの過去、どういうふうな形でちょっと推移してきている
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のかというところを見てまいります。 

 この赤色の中の部分のそれぞれの点の推移を御覧になっていただきたいんですけれども、

まず、資源評価の初期の部分ですね。94年から、あるいは2000年代の初頭にかけた分は左

上のこのぐちゃぐちゃとまとまったところなんですね。90年代の中頃、これ、多分95年か

ら、それぐらいのところ･･･2000年代ですね、すみません、2000年代のこちらの中頃に、

漁獲圧がちょっと下がるんです。ちょうど左上にぐちゃぐちゃっとなった部分から、１つ

下にぽんと点が移りますね。こちらが大きく漁獲圧が下がったポイント。その後は似たよ

うな同じぐらいの漁獲圧で推移していき、親魚量としてはそこからどんどん右側に移って

いくわけですね。 

 ですので、まずここで大きな差がある。2000年代のこの中頃よりも前というのは、それ

以降よりも漁獲圧が高かった。2000年代中頃以降は漁獲圧は下がって、それに伴って、親

魚量も増えていったというものでございますけれども、現在の目標管理基準値で照らし合

わせると増えているんですけれども、依然として赤のゾーンにあるというものでございま

す。 

 もう一つの基準が、今回示しておりまして、先ほど説明いたしました０～２歳魚の漁獲

量が最大となる親魚量を目標とした場合、どうなのかというのを示したのがオレンジ色の

点線で示した部分でございますね。縦棒も横棒もあります。 

 最後、まとめますと、まず漁獲圧について見ますと、1994年以降、ＭＳＹを実現する漁

獲圧はずっと上回っていた。ただし、もう一つの基準、ＭＳＹの97％基準で見るとどうな

のかと言いますと、2015年、2016年は97％ＭＳＹを実現する漁獲圧を下回っていた。 

 もう一つ、親魚量についてですね。まず、ＭＳＹの目線で見た場合、どうなのかと言い

ますと、94年以降、ＭＳＹを実現する親魚量を下回っていたんですけれども、ＭＳＹの

97％基準で見たらどうなのかと言いますと、2017年、2018年はその水準を上回っていたと

いう結果でございます。 

 以上が、管理基準値案についての説明となります。 

 最後ですね、将来予測についての説明に入ります。令和４年度の将来予測の結果でござ

います。 

 まず、将来を予測するに当たって、将来、どんな漁獲をするのかということを事前に決

めておく必要があります。基本的な考え方としては、親魚量に対して、提案する漁獲圧の

強さを決めるというものでございます。 
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 このスライド、17の真ん中の部分にこの決め方のルールを図式化しております。基本的

には、親魚量が限界管理基準値案よりも大きければ、ＭＳＹを実現する漁獲圧を基本とす

る漁獲圧で漁獲する。 

 ただし、ここには条件がありまして、全くの、ＭＳＹを実現する漁獲圧そのもので漁獲

するという、それだけではなくて、将来予測をするに当たっての直近の過去の資源の状態

あるいは将来の予測される資源量の増加を考慮して、いわゆる調整係数というのも考える。

この図で示したものは、調整係数を0.8とした場合。これ、あくまでも例ですけれども、

調整係数を0.8とした場合というのを示しております。 

 もう一つ、条件としては、親魚量が限界管理基準値を下回った場合というのは、その親

魚量を速やかに限界管理基準値よりも上に持っていくということで、漁獲圧を引き下げる。

そのような意味合いというのを、この図の中に示しております。この図によって、将来の

資源全体にかける漁獲圧を決める。 

 ブリというのは、これまで話していますとおり、年齢構造、７歳まで生きるわけですけ

れども、それぞれ年齢によって掛かる漁獲圧が変わってくるわけですね。それをどうやっ

て将来で決めているのかというのを、この17番のスライドの下の表で示しております。 

 赤字で年齢別選択率というのを示しております。つまり、年齢ごとの漁獲の強さという

のを指標化したのが年齢別選択率でございまして、こちらというのが、直近５か年の結果

を使って選択率を推定するわけですけれども、一番やっぱり高いのが１歳に対しての漁獲

圧ですね。1.00となっている。それに続くのが０歳の後期、それに続いて、２歳と３歳以

上で、一番小さいのがモジャコ期の漁獲圧ということになります。こちらを使って、将来

の全体の漁獲圧を年齢別の漁獲圧に変換します。 

 その結果の例をスライドの18で示しております。 

 いつも、調整係数が0.8の場合だけ示しているんですけれども、今回はこれまでの説明

会でのいろんな議論を踏まえまして、もう一個の図を示しております。すなわち、どうい

うことかと言いますと、まず、調整係数が0.8の場合の親魚量と漁獲量の将来の推移を示

すのと同時に、調整係数、βが0.95の場合というものを示しております。 

 これについて簡単にまとめますと、まず調整係数を0.8とした場合の将来予測では、す

なわち0.8Ｆｍｓｙでの漁獲を将来継続した場合、平均値としては、まず親魚量、上の方

のグラフになりますけれども、親魚量は目標管理基準値案を大きく上回る水準で推移する

し、漁獲量はＭＳＹ13万トンをちょっと下回る水準で推移する。これは、いわゆる将来の
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予測はとても変動が大きい結果なんですけれども、その変動の大きい結果を、2,000回あ

るんですけれども、それを平均値で示したものを示しております。 

 もう一方、調整係数を0.95とした場合ですね。こちらはどういうことかと言いますと、

0.95Ｆｍｓｙでの漁獲を継続した場合、平均値としては、親魚量は目標管理基準値案をち

ょっと上回るような推移。一方、漁獲量はほぼＭＳＹの水準で推移するという結果でござ

います。 

 この左右、この図、0.8の図、0.95の図があって、それぞれ調整係数が変わると、将来

の期待される親魚量あるいは漁獲量の推移が変わるということについて、ちょっと今回は

特別に説明させていただきました。 

 それでは、スライドが移りまして、もうちょっと具体的な数字の話に入ります。スライ

ドの19番ですね。 

 将来予測の結果、将来の親魚量と漁獲量についてでございます。 

 上の表は将来の親魚量、2021年から2033年までの、それぞれの調整係数の下での期待さ

れる平均親魚量ですね。 

 下の表は、2021年から2033年までの将来の期待される漁獲量、すなわち平均漁獲量とい

うものを示しております。 

 まず、上の表で一番重要なメッセージとなるのは、ちょうど一番右側にあります、この

オレンジ色の部分ですね。すなわち、管理を始めてから10年後、管理を始める、スタート

は2023年なんですけれども、その10年後、2033年に親魚量が目標管理基準値、ＳＢｍｓｙ、

22.2万トンを上回る確率というものが非常に重要な情報でございまして。例えば、調整係

数、βが1.00の場合というのは、御覧になりまして分かりますとおり、48％。50％をちょ

っと下回ってしまう。ですけれども、0.95になると、2033年に上回る確率というのは75％

に増えるというものでございます。 

 では、それぞれの調整係数の下で2033年の漁獲量が、ごめんなさい、2023年の漁獲量が

どうなのかというところについて御注目いただきますと、例えばβが、調整係数が0.95の

とき、2023年の平均漁獲量は9.4万トンということになります。ちょうどこの緑の表の

2023の列を見ていただければ、2023年の期待される漁獲量の数字が記載されております。

0.95であれば、9.4万トンということになります。 

 以上が、これが将来予測の結果を具体的な数値で示したというものでございます。 

 次のスライドに移りまして、昨年の資源管理手法検討部会で指摘された、それに伴って、
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応じて指摘された追加の検討項目として、例えば将来の目標を変えた場合、どうなるのか。

あるいは、当然管理をするので、現状よりかは漁獲量が下がっていくわけですけれども、

その漁獲量の下がり幅に上限を設けた場合、どうなのかというところについて、シナリオ

を全部で６つ検討しております。 

 それぞれのシナリオについて、まず何を目標にしているのかというところ。例えば、ベ

ースケース、Ｓ２、Ｓ４では、これは通常の目標ですね。ＳＢｍｓｙを目標にするもの。

一方、Ｓ１、Ｓ６、Ｓ８というのはもう一つの目標、すなわちＳＢ97％ｍｓｙを目標にし

た場合。 

 さらに、将来の漁獲量が下がってしまうときに、まずベースケースあるいはＳ１では、

その下がり幅に特に上限は設けない。一方、Ｓ２あるいはＳ６では、下がり幅は10％より

も大きくは超えない、つまり上限は10％以内にする、10％にする。もう一つ、Ｓ４あるい

はＳ８では、下がり幅の上限を20％にするという設定で将来予測を行います。 

 この後、もう数字の羅列になってしまうんですけれども、それぞれ、Ｓ２、Ｓ４、Ｓ１、

Ｓ６、Ｓ８の下での将来の平均親魚量あるいは平均漁獲量の結果を示しております。そち

らのスライドがスライド21～25になっておりまして、ちょっともう、細々説明するのを飛

ばしまして、それぞれのシナリオの要点だけ述べます。 

 まず、スライド21ですね。 

 要点なんですけれども、調整係数を0.95以下に設定すれば、親魚量は10年後に目標管理

基準値22.2万トンを75％以上の確率で上回るということと、漁獲量で見れば、βが0.95の

とき、2023年の平均漁獲量は9.9万トンになる。 

 さらにスライドが変わりまして、スライド22番。 

 こちらはシナリオの４ですね。目標はＳＢｍｓｙ、漁獲量の削減幅を20％以内と設定し

た場合ですけれども、要点は、βが0.95以下であれば、親魚量は10年後に目標管理基準値

案を75％以上の確率で上回る。さらに、βが0.95のとき、調整係数が0.95のときに、2023

年の平均漁獲量は9.4万トン。 

 次のシナリオ。スライドの23番でございます。 

 こちらの場合は、目標をＭＳＹの97％を達成する親魚量、すなわちＳＢ97％ｍｓｙでご

ざいまして、要点としては４つございます。 

 まず、βが、調整係数が0.95以下であれば、親魚量は10年後にＳＢ97％ｍｓｙを82％以

上の確率で上回る。もう一つ、調整係数が0.85以下であれば、親魚量は10年後にＳＢｍｓ
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ｙを63％以上の確率で上回る。漁獲量については、見てみますと、βが0.95のとき、2023

年の平均漁獲量は10.4万トン。もう一方、0.85のときは、2023年の平均漁獲量は9.6万ト

ンになる。 

 さらに、スライドが変わりまして、スライドの24番。 

 こちらは、目標をＳＢ97％ｍｓｙの下で、漁獲量の削減幅の上限を10％とした場合です

ね。 

 親魚量に関して見ますと、βを0.95以下とすれば、将来、目標、ＳＢ97％ｍｓｙを82％

以上の確率で上回りますし、βが0.85以下であれば、親魚量は10年後に目標管理基準値案

を63％以上の確率で上回る。漁獲量の場合で見ますと、2023年、βが0.95であれば10.4万

トン、βが0.85であれば10.0万トンということになりますという結果でございます。 

 さらに、シナリオが変わりまして、25ページですね。スライド25、シナリオの８。 

 この場合というのは、目標はＳＢ97％ｍｓｙが目標で、削減幅の上限は20％以内。 

 まず、親魚量ですね。10年後に、βが0.95以下であれば、そのときの目標を82％以上の

確率で上回りますし、βが0.85以下であれば、目標管理基準値案を10年後に63％以上の確

率で上回る。さらに、漁獲量、2023年の漁獲量に関して言えば、βが0.95のときに10.4万

トン、βが0.85のときに9.6万トンということになります。 

 最後のスライドでございます。 

 最後ですね。それぞれのシナリオの下で、将来のリスクはどれぐらいあるのかというの

を評価しておりまして、ちょうどこの表が26枚目のスライドの中に表がございます。この

表の中の右側の黄色い部分、こちらがリスクでございまして、どういうリスクを考えてい

るかと言いますと、親魚量が限界管理基準値案を下回ってしまう確率あるいは禁漁水準案

を下回ってしまう確率。もう一つ、漁獲量の面で見れば、10年間に一度でも漁獲量が半減

してしまう確率を見ています。 

 それぞれのリスクなんですけれども、御覧になって分かりますとおり、どのシナリオに

おいて、調整係数が0.8であれば、リスクは０％であるということでございますし、もう

一方、βを1.0とした場合でも、どのシナリオでも限界管理基準値案だとかを下回る、い

わゆる将来のリスクがなかったということが、このリスク評価の結果から分かっておりま

す。 

 すみません、ちょっと長い説明になってしまいましたが、以上で資源評価についての説

明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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○魚谷資源管理部長 大島副部長、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対して、御意見、御質問がございましたら、挙手の上、

お願いいたします。こちらから指させていただきますので、マイクをお渡しいたしました

ら、御所属、お名前を述べていただいた上で御発言をお願いします。 

 また、ウェブ参加の方々におかれましては、Ｗｅｂｅｘの手を挙げる機能又はチャット

機能で発言の御希望をお知らせください。こちらから指名させていただきますので、同様

に最初に御所属、お名前を述べていただいた上で御発言いただければと思います。それで

は、発言がある方、挙手等、お願いします。 

○参加者 丁寧な説明ありがとうございます。 

 太平洋ブロックのときでも質問させてもらったんですけれども、2010年代で資源量が急

激に増えているというのは、原因は、要因が分からないという話だったんですけれども、

先ほど、神戸プロットのところで漁獲圧が少なかったからというのが、やっぱり結果的に

はそういうことが考えられるのかどうかというのが、まず一つ。 

 あと、モジャコの来遊量の鹿児島水試でしたっけね。あったんですけれども、モジャコ

の来遊量、かなり増えているのに、モジャコの漁獲尾数自体は、これ、平均的に尾数が変

わらないというのは、やっぱり養殖の関係の、池入れの関係ということという理解でよろ

しいんですか。そこをちょっとお願いします。 

○大島副部長 ただいま、２点御質問がございます。 

 まず、１点目の方ですね。この資源量が、あるいは親魚量が増えていったというところ

でございます。確かに、過去の４回のブロック説明会の中で、何で増えたのかと。増えた、

そもそもの原因は分かりませんけれども、そのときの説明は、私、環境が大きく効いてい

るんでしょうという説明をさせていただきました。 

 ちょっとですね、やっぱり私の説明をここにいる部下が聞いて、ちょっと説明が足りな

いよ、おまえはと言われてですね。もうちょっと、この神戸チャートをよく見ろと。やっ

ぱりよく見ると、2000年代の中頃はやっぱり、これで見てはっきりは分かるんですけれど

も、漁獲圧が下がるんですね。これ、ちょっと、いろんなこの、前にあります資源量の推

移だとかを関連して見ていただければ分かるんですけれども、やはりその後、資源量がず

るずる増えていくわけですよ、あるいは親魚量にしても。 

 つまり、それによって、まず資源がよい状態になった。それが2000年代中頃の話で、

2010年を資源として迎えて、ちょうどそのときにやっぱり大きな、多分、環境の変化があ
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って、その後、例えば北海道だとかで漁獲量が増えてくる。言ってみれば、ブリにとって

いい状況になった。それによって、まずは親が増えていった、さらに環境としても好転し

たということで、全体として加入の水準も上がってきました。いい加入を生み出すように

なりました。それによって、現在まで高い水準を保っているという説明になるのかなと思

いますので、ちょっと説明ぶりとしては以前のブロック説明会とはちょっと変わってしま

うんですけれども、もうちょっと人為的な結果、つまり漁獲圧が下がったということもそ

の後の資源の増加には寄与しているんですよというのを、ちょっともう一つ、こちらから

の研究機関からのメッセージとして加えさせていただきました。 

 モジャコの方ですね。モジャコの来遊量指標に関しては、今の御指摘あったとおり、も

う言ってみれば、ずっと上がってきているというものでございまして、モジャコ採捕尾数

は、こちらはちょっと、私、業者の方ではないんで、あまりこう言い切ってしまうのはあ

れですけれども、一応、毎年の上限があるんですね。その下で操業されているので、やは

り来遊が多かったとしても採捕量としては増えていかないという結果になるというもので

す。 

○木村課長補佐 モジャコの採捕について補足いたします。大島副部長、おっしゃったと

おり、なぜモジャコで獲るかというと、養殖用の種苗のために獲るので、ある程度養殖の

需要ありきで考えるということになります。モジャコの漁期というと大体春先なんですけ

れども、その前に養殖の需要量というところを把握をして、関係県でしっかり会議をして、

今期はこれぐらい獲っていこうというような管理をしていますので、基本的に毎年、それ

ほど量としては変わらないということがあります。 

 ただ、少し難しいのは、流れ藻の状況に左右されるというところがあるので、ちょっと

タイミングが合わないときとか、うまくマッチしなかったときに獲れないというようなこ

とが起こるときがあります。 

 何年か前にモジャコがすごく不漁だったときがあったんですけれども、ここ２年ぐらい

は、平年ぐらいに獲れているという状況にはあります。そして、それは昔に比べて、すご

く量が増えたということではなく、管理されているので、ほぼ一定水準ぐらいでとどまっ

ているという状況でございます。 

○参加者 ありがとうございます。 

 どちらかというと、自分、これ、ブリ獲っているより、養殖魚の餌の方が需要が多いん

で、ちょっと気になったんで。資源量がある程度少なくても、モジャコはそこそこ獲れる
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という考えでよろしいんですね、じゃ。環境の変化で、2021年がかなり悪かったんですよ

ね、たしか。だから、そこはやっぱり、そういう流れ藻の関係とかで変わってくるという

ので、大体、平均的には獲れるという考えでよろしいんですね。 

○木村課長補佐 必ずしも、資源が多くても少なくても同じ量が獲れるかというと、なか

なか言い切れない部分が現実的にはあると思います。ただ、今の資源状況ですと、一定、

この２年ぐらいは獲れている。令和３年に不漁だったということがありましたが、その原

因もなかなか、これというところが確定的には言いにくいところがあります。流れ藻の時

期と合わなかったんじゃないかというところはありますけれども、ではそれだけなのかと

いうと、分からないところはありますが、資源量はある程度維持されていれば、そしてし

っかりモジャコが成育できるような環境があれば、一定獲れるというような状況にあると

思います。 

○参加者 分かりました。ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 ほかにございますでしょうか、御質問、御意見。 

○参加者 ちょっと、今の14ページじゃないや、ごめんなさい、神戸チャートについての

御質問です。それで、これを見ると、確かに2006年ぐらいから漁獲圧が減って、順調に親

魚量が増えているという状況だと思います。 

 それで、ところが、近年の状況で、2020年ぐらいに親魚量が減っているわけです。漁獲

圧は一定なんですけれども減っています。それで、まず、これを見ると、現状くらいの漁

獲圧であれば、親魚量が順調に増えているということなのかなというふうに、まず１点思

います。 

 片方で、2020年ぐらいの親魚量が減っているのが、これ、14ページをちょっと見ていた

だきたいんですが、2018年の加入量ががんと減っているわけでございます。これはリッカ

ー型なんで、密度効果もあって、加入量が減っている。これが影響して、2020年の親魚量

が減っているということなのかなと思うんですけれども、それでよろしいですか。 

○大島副部長 いつもありがとうございます。 

 ２点ですね、２点ありまして、まず現状の漁獲圧でも増えるんじゃないかというところ

でございますけれども、私の説明の中で、漁獲圧は下がりました、結果として親魚量が増

えたし、加入量も増えましたというところは、まず、だから、そのような理解でもよいの

かと思います。 

 ただし、これはまた、その後の話になりますけれども、目標としたときのＳＢｍｓｙを
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見たときには、漁獲圧としては、それを目標とした場合というのはやっぱりちょっと現状

は高いんだろうと。 

 なので、結果として、確かに2017年、18年ぐらいまで、ちょっと親魚量が頑張って増え

たんですけれども、そこら辺ぐらいでちょっと止まっちゃっているわけですよね。それで、

それ以上を目指すのであれば、今よりもやはり下げる必要があるということが言えるのか

なと思いますし、もう一点のこのリッカー型についての、例えば2018年、加入がどんと下

がっているというのがあります。 

 まず、このリッカー型再生産曲線というのは、過去で観察された、親があって、そこか

ら出てきた子供の量の関係性の、いわゆるある親の量から期待される子供の量を定式的に

示したのがこの青色の太線なんですよね。だから、つまり、例えば15万トンあれば、1.5

億尾ぐらいの加入があるというのが期待される。 

 大事なのが、それぞれの年がぶれるわけですね、上下に。完全にどの年もその線の上に

乗るわけではない。それは何かといえば、それはその年の例えば仔魚、産卵の状況であっ

たり、生まれてきた子供たちが生き残って加入するまでの死亡であったりだとか、生き残

りがよければ高い加入を行きますし、悪ければしない。 

 2018年というのは、リッカー型再生産曲線の密度効果を食らったというよりかは、その

年の環境がよくなかったんだろうというのが考えられますし。特に、ちょっと近年は、ど

ちらかというと、期待される子供よりかはちょっと下側に来てしまうというのがちょっと

多いのかなという気はしております。 

 以上です。 

○参加者 ですから、近年、親魚量が減っているのが、漁獲圧が高過ぎるというよりは、

たまたま再生産関係の振れの中でちょっと減っているということではあるわけですね。 

 一番根本的な問題として、22万トンという過去一度も経験されていない、観測されてい

ない高い親魚量を目標とすることが適切なのか。それは、水産資源ですから、正に人間が

利用するから資源なんですね。どのような利用の在り方をするのか。それから、ステーク

ホルダーの間で、どのような利用の在り方が望ましいと考えるのか。これをきちんと議論

した上で、何を目標に置くのかをまず決めていかないといけないと思います。 

 それで、つまり、関係者の間で、この22万トン、それからβ0.95とかを置いたならば、

多分親魚量は30万トンぐらい。リッカー型の再生産曲線の加入量最大値を超えるような点

を目指すことを関係者が合意するのかどうか、そこをまず議論しないと、この先の議論に
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は進めないんだと思います。ここを、まずちゃんと議論しなきゃいけないと思います。 

 去年からの資源管理手法検討部会でこの話はずっと出ていて、絶えず関係者は納得して

いないわけです。ここを、まずきちんと議論しなければいけないというふうに思います。 

○大島副部長 ステークホルダーが、今後何を決めていく、何を議論するかというのは、

ちょっとここは、私、コメントはいたしませんけれども、今のコメントの中にありました、

リッカー型再生産曲線を使うことに関してなんです。それに関して、それに伴う、例えば

目標管理基準値の考え方なんですけれども、確かにこの14枚目のスライドを見て、目標管

理基準値、22.2万トンです。ですので、現状よりかは、曲線の期待されるものとしては、

確かに下がると、否定はしないんですけれども、すごい下がるかというと、そういうわけ

ではないと思うんですよ。 

 例えば、そのどんどん左側を見ていって、2000年代の初め90年代のところまで下げてし

まうようなものではない。全体として見れば、現状の、同じぐらいの水準である。確かに、

これをもっと右に行ったときは、確かにもっと下がると思うんですけれども、今提案して

おります22.2万トンというのはそれぐらいのレベルだという解釈になるのかなと思います。

ありがとうございます。 

○参加者 問題は、だから、徐々に制約を加えることによって、そのような水準を本当に

目指すのか、目指さないのかということなのだと思います。これが根本だと思います。 

 あと、ちょっと１点だけ質問させてください。遊漁の話なんですが、まず遊漁の漁獲量、

これ、プレジャーボートの漁獲量は含むんですか、含まないんですか。遊漁船案内業者だ

けの漁獲量推定ですか。 

○永田資源管理推進室長 遊漁の方は、まず、この調査を行っているのはこの３年なんで

すけれども、遊漁船とプレジャーボートについて調査をしまして、それから、標本調査な

ので、それを引き伸ばすという形での推定値という数字になっています。 

○参加者 分かりました。今回の推定は、過去、最新だと、直近だと2007年、15年前の遊

漁による採捕量の割合が漁業による採捕量の割合と同じであるという仮定に基づけば、遊

漁による資源への影響というのはあまり大きくないと断言できるということですよね。 

 ですから、その仮定の正しさ自身は実際にどうなのかというのは分からないわけなんで、

あくまで、その仮定が正しければ、遊漁による影響はあまり大きくないということでよろ

しいでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 おっしゃるとおり、2007年以降、こういう調査という形での遊
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漁による採捕量のデータというものを集計できていないということなので、最近どうなの

かというと、このデータのあるときと同じ割合という前提で、ここではやっていただいた

ということだと理解しています。 

○大島副部長 すみません、ちょっと今、聞き漏らしてしまったもんで。 

 確かに、今置いている仮定はどうしても、統計がないところに関しては資源量に比例す

るという･･･ごめんなさい、漁獲量に比例ですね。大体、漁獲量も資源量に比例していま

すけれども、そういう形で推定をいたしました。 

○参加者 だから、その仮定が、これ、15年前の推定値なわけなんで、その仮定が正しい

かどうかというのは、必ずしもはっきりはしないんだという前提だということだけは、と

いうことですね。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 実際、そういう仮定を置いています。それが本当に正しいかどうかというのは、多分、

これから、ちょっとその統計値が集まって、この高い状態のときにどれぐらいの割合があ

るのかというのはやっぱり知ることが大事なのかなとは、研究機関としては考えておりま

す。ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 ほかに御意見。どうぞ。 

○参加者 御説明、どうもありがとうございました。 

 今、目標値の22万トンについて、少しやり取りがありましたけれども、関連してなんで

すけれども、やはり経験したことのない22万トンというものを、あえて、ＭＳＹ計算に基

づいて設定していくのかというところが非常に問題意識を持っております。 

 それで、その議論に関係して、こういうちょっと考え方が成り立つのかどうか、ちょっ

と御確認をお願いしたいんですけれども。このブリが、餌としてイカですとか、イワシで

すとか、サバですとか小魚をたくさん食べる。それで、養殖ブリの増肉係数などからする

と、多分ブリが１kg成長するときに８kgとか、９kgとかの餌が必要だという数字があった

かと思うんですけれども。 

 じゃ、この22万トンなのか。あと、１つの考え方として、97％でＳＳＢ17.6万トンです

ね。ここで大体５万トンの差があるわけですね。でも、５万トンだけの話ではなくて、Ｓ

ＳＢじゃなくて、資源全体で考えますと、ＳＳＢに対して、資源全体どのぐらいいるかと

いうと、例えば2021年のＳＳＢが13万トンで資源量が29.9万トンと資料に書いてありまし

て、ＳＳＢの2.3倍ぐらい資源がいるんだと考えたときに、22.2万トンのＳＳＢかける2.3
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で、大体50万トンぐらいの全体資源量。それから、17.6万トンのＳＳＢに対して、資源量

が40万トンとすると、資源量ベースでは10万トンぐらい差が出てくるわけですね。この10

万トン分を増やそうとしたときに、餌がこれの９倍ぐらい必要だとすると、90万トンぐら

いのイカとかサバとかイワシとかを食べる可能性があるという、そういう考え方。 

 一方で、こういった多獲性浮魚類についてはＴＡＣの方で、系群によっては数百トンと

か千トンとかいう数量についてもぎりぎり厳しい管理を求められている。そのときに、一

方で、もし、22万トンと17万トンと比べて、17万トンじゃなかった場合、22にした部分に、

80万トンとか90万トンぐらいの、こういった、全部じゃないにしろ、多獲性浮魚類をブリ

に食べさせることになってくる。それでいいのだろうかというような議論もこのステーク

ホルダーの中でやる必要があるんではないかなと、ちょっと考えました。今の計算が、ち

ょっとそもそも成り立つかどうかも含めて、コメントを頂ければ有り難いと思います。 

○大島副部長 ありがとうございます。ちょっと、今までになかった、新しい切り口のコ

メントなのかなと思って聞いておりました。ありがとうございます。 

 さきにおっしゃったとおり、例えば、22.2万トンのときに、全体量として、資源量とし

ては50万トンぐらいになるんであろうというところで、まず、資源量の推移を見ていけば、

例えば2016年、17年以降、ピークで、それが35万トンぐらいになってくる。そこに15万ト

ンぐらいの上乗せ、その15万トンがどれぐらいのものになってくるのかというのは分から

ないんですけれども。 

 これは、ちょっといろんなところで説明はいたしましたけれども、ＭＳＹそのものの考

え方というのは、海の中に対象とする、管理しようとする資源を極限までいっぱいに入れ

ようという考え方ではなくて、適度なところで生産性が高いところに持っていって、それ

ぐらいにしましょうというところがＭＳＹの考え方ですので、まずは海の中をブリでいっ

ぱいにしようとするものではないというところは、ちょっと、一つ、コメントさせていた

だきたいというところと。 

 あと、じゃ、それが食べるとか、いわゆるブリが例えば小型浮魚類を食べてしまう影響

だとか、そういうところかと思うんですけれども、これも言ってみれば、現状ではそこら

辺を考慮した資源評価というのはしていないんですけれども。なかなか難しいところでは

あるんですけれども、そこは今おっしゃったとおり、ステークホルダーの中で、この会議

の中で、じゃ、本当にそういうところを目指すのか、どうなのかというところは重要な議

論のポイントになるのかと思うんですけれども。 
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 でも、例えば、じゃ、過去にはやっぱり、恐らく、この長い歴史を見てきた中で、やっ

ぱりブリというのは今よりも高い資源状態にあったこともあるでしょうし、例えばほかの

高次捕食者であるクロマグロもいますけれども、そういうところがたくさんいた時代もあ

るでしょう。でも、そのときに、じゃ、実際にそれぐらいのほかの小型浮魚類がそれによ

って、すごく食われていたかということでは、そうではないとは思いますし。例えば、ほ

かの小型浮魚類で考えれば、サンマとかもいますけれども、サンマは人間が獲るだけじゃ

なくて、クジラもたくさん食っていました。でも、別にそれによって、たくさん減ったわ

けではないですよね。 

 ですので、なかなかそこは難しいと思うんですけれども、ここに関しては、他魚種を考

えた資源評価というのは研究機関として将来的にやっぱり考えていかなきゃいけないもの

ではあるかと思うんですけれども、すみません、ちゃんと私のメッセージを整理すると、

海の中に、本当に対象とする、管理の対象とする魚種をいっぱいにしようというものでは

ないというところに関してはちょっと御理解いただきたいなと思います。ありがとうござ

います。 

○魚谷資源管理部長 ほかにございますでしょうか。 

○参加者 海の中にいっぱいにしようとしたのではないということなんですけれども、片

方で、親魚量が22万トン、それからβ0.95とかにして、かつ、実際にはこれは管理の方の

問題ですけれども、ＴＡＣの消化率が100％になることはあり得ません。多分８割ぐらい

になると思います。そうなると、多分、今の推定だと親魚量が30万トンぐらいになっちゃ

うんだと思うんですよね。本当にそれを目指すのかということです。 

 それで、種間関係が分からないから、種間関係が分かるまで資源管理しないんだみたい

なことは申し上げないですけれども、種間関係はあるだろうけれども、定量的にははっき

りしない。 

 ですから、本当に30万トンとか20万トンの親資源量の維持が実現可能なのか。あるいは、

他魚種にどのような影響を与えるのかについては現段階では分からない。そういう中で、

じゃ、どういう管理目標を置くのかということをステークホルダーで議論すべきだという

ふうに思います。 

 それで、ちなみに、ブリについては、たしか日本海北部で成長の低下の可能性が示唆さ

れているということもあります。 

 それから、例えば同じような浮魚であるマサバとかマイワシでは、確実に成長の低下が
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起こっています。マサバの成長の低下については、マイワシ、マサバの種間関係によるも

のだという推定も、たしか水研の太平洋系マサバの資源評価には書いてあります。 

 何が言いたいかというと、そういうことで、種間関係というのは多分あるんです。ある

んですけれども、定量的には評価されていない。そういう中で、本当に20万トン、30万ト

ンが実現可能なのか、あるいは、ほかの資源にどのような影響を与えるのか、これがはっ

きりしない中で、それじゃ、どういうふうに現実的な目標を置くのか。それから、漁業が

どのような理由をしているのかということも踏まえて、どのような現実的な目標を置くの

か。これはやはり、これは科学的に一義的に決めるというよりは、関係者の間で十分に議

論して、みんなが納得する目標をまず決めるべきだと思います。目標がみんなで納得でき

ない中で資源管理をいくら進めても、どこかで絶対に不協和音が出てきます。まずは目標

をどこに置くのか、これを関係者の間で、きちんと議論して合意すべきだというふうに思

います。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 評価というよりは、管理でどうするかという御意見になってき

ていると思いますけれども、正にその目標をどうするのか、その目標に向けてどういった

獲り方をしていくのか、資源をどう利用していくのかという議論をするのがこのステーク

ホルダー会合、今日の会議です。また、午後、資源評価の結果を踏まえて、どういったこ

とを検討していく必要があるかということは、資料を使ってお話ししながら、御意見いた

だいていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○魚谷資源管理部長 ほかに。先ほど、そちらの真ん中の。 

○参加者 いつもお世話になっています。 

 資源評価の資源量推定のコホート解析のところで、ちょっと御質問があるんですけれど

も、多分、何でチューニングをしないと駄目かというところをちゃんと説明していないの

かなと思うんですけれども。数量管理をして漁獲量が減ると、要は資源がいないから漁獲

量が減ったという解釈になって。チューニングしていないとですね。それで資源量も減っ

てしまうということになるから、何とかチューニングしないと駄目だよというところはち

ゃんと説明した方がいいのかなと思っています。 

 でも、今回見せられた説明では、結局、チューニングはうまく行かなかったという結果

ですよね。それの目途が付いていない中で、今、じゃ、この議論を、この数量管理に入る

議論をしていいのかな、ちょっと早いんじゃないかなというふうに私は思うんですけれど
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も。 

 要は、今後、チューニングができたとしても、また再生産関係が変わるかもしれないし、

多分、ホッケー・スティックになると、今度は目標がもっと遠くなってしまうということ

にもなると思うんで。ちょっと、何か、この議論を始めるには時期尚早なのかなという気

がするんですけれども、その辺り、いかがでしょうか。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず、そのチューニングを伴うコホート解析の必要性ですよね。そのことに関しては、

御指摘いただき、ありがとうございます。本当に、今、おっしゃるとおりのことでは考え

ております。すなわち、数量的なキャップが決まった下では、やはり今後、そういった指

標が必要になってくるというのは御指摘いただいたとおりですし、研究機関あるいは水研

機構としても、もうそれは随分前からそう思って、今ここではたくさんは説明しませんで

したけれども、取り組んでいるというところでございます。 

 実際、今回お見せした結果というのは、去年の資源管理手法検討部会で指摘された、モ

ジャコ来遊指数を使ってみるというところでやってきたレスポンスであるんですけれども、

実際、じゃ、我々が持っている情報というのはもうちょっとありますし、ほかのいわゆる

指標値ですよね。調査による指標値もありますし、あるいは今、定置の方からも情報を集

めてやろうとしているというところがあります。 

 一応、目途としては、多分、もうこれは、今のいわゆるブリの研究グループを束ねる私

の立場としては、ある程度したら、もう出てくるだろうというのは期待しています。それ

を、だから、まずそういう意味での改善はできるんだろうと私は信じています。それも、

それなりに近い将来の中で。 

 そこから先、つまり再生産関係を考える、管理基準値を考えるというのは、当然、それ

は次の議論になってきますし、当然、そういう問題も当たってくると思いますけれども、

それというのは、我々だけではなくて、研究機関が一緒になって考えていくところだと思

うんですよね。それは、研究機関として出していかなきゃいけないものだと思いますし、

そこに関しては、今、じゃ、必ずこうなりますとは言えないですけれども、じゃ、その中

の議論に加わって、一緒に考えていきましょうというのが私の考え方だし、現状の資源評

価の手法─すなわちチューニングは使っていないんですけれども、それに関しては、こ

れまでも申し上げているとおり、現状に関しては資源の大きさと漁獲量の大きさとはパラ

レルだろうと考えても、そこまでは無理はないというのは手法としては大丈夫。ただし、
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ここから先、数量的な制限が入ったときというのは、今、私が申し上げたとおり、次なる

改善が必要だし、そこへの御協力はお願いしますというところで、ちょっとコメントさせ

ていただければと思います。ありがとうございます。 

○参加者 やっぱりチューニングができてしまって、また目標が変わってしまうというの

が、じゃ、今日議論することはどうなってしまうのというのがちょっと心配だったもんで

すから、ちょっとコメントさせていただきました。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ほか。どうぞ。 

○参加者 最近、クローズアップされていますのが気候変動。それで、海について、特に

ブリ辺りが北の方での漁獲が非常に増えていると。こういう動きは、これまでなかった動

きだと思うんですね。今年辺りでも、非常に真夏日が長いとか、そういうことが出てきて

いまして、10年先まで見ていただいていますが、10年先も気候変動という観点もこの中に

織り込まれているんでしょうか。非常に難しいことだとは思うんですが。10年先まで、気

候のことについて読み取るというのは非常に難しいことだとは思いますが、そういったも

のがこの中に織り込まれているのかどうかという辺りを質問させていただきたいと思いま

す。 

○大島副部長 御質問ありがとうございます。 

 現在の、例えば将来予測をする上で、将来の気候変動というのも考慮されているのかと

いうところですけれども、まず、将来予測を行う上でどういう前提があるかと言いますと、

今の状態、今の環境の条件が将来も続いたらという形での将来予測を行っていますので、

将来このように気候が変わる、そもそも将来の気候が、気候というよりかは環境変動まで

予測するというのは現状ではなかなか難しいだろう。それは２回の予測をするようなもの

になってきますので、なかなか現状では難しいものだろうとは考えています。 

 ただし、我々としては、毎年資源評価を行っています。当然、その中でいろんな変化の

兆候というのを捉えていくとは考えておりますので、今後、そういった大きな変化があっ

たときというのは、毎年毎年、資源評価する中でちゃんとキャッチをしていかなきゃなら

ないんだろうという形で、今後の資源評価を進めていきたいなと思っております。ありが

とうございます。 

○魚谷資源管理部長 ほかに。こちらの方。 

○参加者 ちょっと２点ばかし、教えてください。 
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 １番目が５ページのデータの取り方なんですけれども、全体的な漁獲実績というのは生

産統計で出てくると思うんですけれども、個々の年齢別とかですね、それはやっぱり銘柄

別で各県が、それぞれ県の方で把握しているという形になるんですけれども、ここで大中

まきの漁獲成績報告というのは、その銘柄を分析するときに必要だということになるんで

すか。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 特にこの漁獲量を資源評価用のデータに作成する際に、漁獲成績報告書を何に使うかと

言いますと、結局、どこで獲ったのかというところが非常に重要なものでございまして、

漁獲場所を特定して、日本の何エリアあったか、ちょっと今、私忘れましたけれども、そ

れに対応させるために漁獲成績報告書というのを使っております。 

○参加者 場所を特定するということですか、主にですね。 

 それともう一つ、６ページで、漁獲状況なんですけれども、かなりモジャコ０歳魚が、

これ、21年がぼんと落ちていますよね。先ほど、話ありましたように、２年ぐらい前は非

常に不漁だったという形なんですけれども、そういう中で０歳魚がかなり減っている。そ

れをベースにしてコホート分析をしていくと、かなり成長段階を見れば将来予測というん

ですか、０歳が１歳になって、２歳、３歳という形でへい死率とか成長曲線をやられると

思うんですけれども、そういう中で資源量自体は０歳は含まないで、０歳の後期からずっ

と積み上げをしていくという形の資源量分析をやられているんでしょうけれども、将来的

には今の状況を、かなり資源が若干頭打ち、逆にそれも落ち込んできている中では、今後

の見通しが従来のまま伸びていくという可能性は非常に薄いんじゃないかなと僕は見てい

るんですけれども。どういう形で、コホート分析をやられるとき、現在のモジャコ０歳魚

を含めて、これがどういう影響がしてくるのかなというがちょっと気になるもんですから、

そこをちょっと教えていただきたいと思います。 

○大島副部長 御質問ありがとうございました。 

 まず、御質問の頂いた内容のポイントとしては、例えばこのモジャコ期の情報というの

が、コホート解析をする上でどういうふうな影響があるのかというところなのかなと思っ

て、聞き取っておりましたけれども、まず、モジャコを含めた資源評価をするようになり

ましたというのが、最近の、特に今示している結果でございます。０歳を２つに割って

─これ、半年で２つに割るんですけれども─前半がいわゆるモジャコ期で、後半がい

わゆる０歳後期。前半部分が、だからそれは養殖種苗で採捕された分が、いわゆる漁獲量
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として上がってくるわけですし、後半に関しては、もういわゆる食べる用で獲られたよう

な、フクラギとか、そういう銘柄になりますよね。そういったものが入ってくる。 

 まず、資源評価の中におけるモジャコ採捕尾数の影響というんですか、どれぐらい効い

てくるのかというところなんですけれども、最終的には、これ、加入量の大きさに効いて

くるわけなんですけれども、加入量の大きさそのものに大きくやっぱり影響を及ぼすのは

０歳後期の漁獲量の情報が非常に強いというのが、今回、いろいろ検討してみた中で分か

ってきたところであると。だから、それは裏を返すと、モジャコの採捕量の情報というの

は加入量の大きさを決定するのにあまり大きく作用していないなというのが、今回、いろ

いろ検討してみて分かってきたところですし、例えば2021年に大きく下がっている。それ

は、まずモジャコ採捕尾数が、それまではほとんど横ばいで来たんですが、そこはどんと

落ちている。それは、例えばモジャコの漁獲が来遊とマッチしていなかったのかなと、当

初は思ったんですけれども、やっぱり、その後に続く０歳の後期の漁獲量も減っていたん

で、恐らく、これはちょっと加入としてはよくなかったのかなというのが、今の見えると

ころなんですよ。 

 なので、すみません、ちょっと話が横にそれちゃいましたけれども、まず資源評価にお

けるモジャコ期の漁獲の影響というんですか、そこら辺に関しては、今、私が申し上げた

とおりの影響ですというところの回答になるのかな。ちょっとすみません、ちょっと話が。

私の回答がそれたら、もう一回ちょっと御指摘いただけるとうれしいです。ありがとうご

ざいました。 

○参加者 漁獲自体が、天然に獲っているのが大体11万トン前後ですよね。モジャコを生

産して養殖しているのが12万トンぐらいですよね。そこから見れば、かなりモジャコとい

うのが、成長度合いが違うんでしょうけれどもね。生産における過程を取れば、かなりの

ウェートが持ってくるという形で思っています。 

 生産の中ではモジャコはかなり小さいですから、重量ベースではかなり圧縮されると思

うんですけれども、生産全体から見れば、漁獲以上の生産を上げているという形になろう

かと思います。 

 もう一つ、やっぱりいろいろと、資源をどう見て、何を目標にするかというのはいろい

ろ議論があるとは思うんですけれども、１つはやっぱりＴＡＣ自体の目標自体がそれぞれ

の魚種別に目標を持ってやりましょうという形で提起されていると思います。そういう中

で、完全に分からないとスタートできないよ、ということではないんじゃないかなと思っ
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ています。それぞれの目標をどうやって、現状と合わせながらやっていくのか。その目標

自体が、毎年、やっぱり科学的なものが積み重なって、変わってくる可能性が大きいと思

いますけれどもね。 

 今の時点でどういう目標を持ってやっていくかというのは、特にブリについてはかなり、

各県含めて、非常に協力な体制を取ってやられているという感じはするんですよね、ほか

の魚種と比べたらですね。そういう中で、是非、目標値を現状に、現場の漁業者の声と合

わせながらスタートしていく。やはりそれを繰り返しながら、もっと科学的なものが出て

くれば、新たなそういう目標値も当然変わっていくという感じで思っています。 

 以上です。 

○大島副部長 ありがとうございました。 

 あと、２つ目の方は励ましのコメントなのかなと思って、受け取らせていただきます。

今ここにいる倉島が主担当者で、特に本当に研究機関を、各道府県さんの研究機関を束ね

てやっておりますけれども、彼が先導しますし、各関係されている道府県の研究機関の方

も、特に本当に日本全国に分布しておりますもんで、なかなか、いろんな情報があるんで

すけれども、御協力いただいて、より今後、将来的にもっと資源評価がよりよくなってい

くような形で御協力いただければなと考えております。ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 後ろの方。 

○参加者 素朴な質問なんですけれども、現在、全国的に漁業者が減少していると思うん

ですけれども、その中で、漁業者が減少すると、千葉県も同じで担い手には困っていると

ころではあるんですけれども、漁業者が減少すると、その分、漁獲圧というのは必然的に

下がってくるかなと思いまして、そういったことはこの神戸チャートとかでも考慮されて

いるのかどうかとかを含めて、ちょっとお話を伺えればなと思います。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 漁業者が減るということは潜在的な漁獲努力量が減ってくるんじゃないかというところ

の御質問で、そこら辺が神戸チャートというよりかは、資源評価の中で考慮されているの

かどうなのかというところなのかなと思います。 

 今、例えばブリの漁獲量の中で漁法別の内訳の、具体的な数字はちょっとあれですけれ

ども、多いのが大中まきさんですよね。それに続くのはもう今は逆転しています。定置網

さんの方が多いんですよ。それに続いて、大中まきあるいは中小のまき網だとか、その他

の釣りだとかを含む、その他の漁業なんですけれども。 
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 例えば、定置とかのその努力量はどうなのかと考えたときに、それは多分、その漁業者

の数だけではなくて、多分設置されている網の数だとか、そういうところによってくるの

かなと思うんですけれども。そこら辺、多分、大きく今は減っていないとは思うんですよ

ね。だから、なので、そこら辺に関しては、多分、影響はあまりないんだろうとは考えて

いるんですけれども。 

 それは、先ほど御指摘があったんですけれども、今後、量的な制限があったときにどう

するんだというのは、ここから先、研究機関が乗り越えていかなきゃいけない課題ですし、

それはもう本当に一丁目一番地の課題ですのでやっていかなきゃいけないんだろうと。ち

ょっとすみません、回答がちょっとずれちゃいましたけれども、こういった回答になりま

す。ありがとうございました。 

○参加者 ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 ほかに。一番前の方。 

○参加者 よろしくお願いします。 

 データの将来予測の信頼性みたいなところで、大島さんのグループが限られたデータの

中で一生懸命解析をされておるんですけれども、かなり限りがあると思うんですよね。使

われるメインのデータがやっぱり海面漁業生産統計、農林統計になると思うんですけれど

も、これが使えるようになる時期というのが、漁獲をされて１年、短くても１年、下手す

れば２年ぐらい前の漁獲データになってしまうと思うんです。この辺りを、もうちょっと

直近のデータが使えるようになるのであれば、そういう、法律改正でいいのか分かりませ

んけれども、そっちができないのかどうか。将来予測のデータが向上すれば、漁業者の信

頼も向上するんじゃないかというふうに考えております。 

 また、農林統計の方も、過去のデータでは、例えば場所についても１灘ごとのデータと

か、もうちょっと魚種も多かったとか、細かなデータが公表されていたんですけれども、

だんだん予算縮減とか事務所の整理とかの中で、提供されるデータも減ってきていると思

うんです。この辺り、水産庁さんの方からも協力体制を取ると言いますか、資源解析に使

えるようなデータの提供方法について改善を求めるようなことができないのかということ

でございます。 

○大島副部長 まず、ちょっと先に研究機関から答えられることをちょっと答えさせてい

ただきますけれども、信頼性というのが、多分それは情報の速報性なのかなと思って、話

を聞いておりましたけれども。例えば、今年、資源評価は11月の終わりに行うんですけれ
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ども、いわゆる2023年度の資源評価。それというのは2022年までの漁獲量を使っています

ので、少なくとも前の年までは使っている。それじゃ、例えば2023年の資源評価を2023年

まで入れるということになると、それはなかなか大変だと思いますし。今、やれる限りの

ところ、それは農林統計を使っていますけれども、そういう形でやっているというところ

は御理解いただければなと思います。 

 それに伴う将来予測がどうなのかというよりも、それはだから、言ってみれば、我々は、

少なくとも１年前までの情報を使って、農林統計だけではないですけれども、各道府県か

ら頂きました情報も統合してやっていますので、それに基づく将来予測ですし、それに基

づく結果だという説明になるかなと思います。ありがとうございます。 

○参加者 先ほど御説明があったように、モジャコのときよりも１歳弱ぐらいの加入量の

方が大事じゃないかということなので、その辺を評価しようと思えば、できるだけ早く、

農林統計の数字が使えたら、より正確な資源評価につながるんじゃないかというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○永田資源管理推進室長 情報収集、漁獲情報の収集の点についてなんですけれども、今、

私ども、農林水産省、水産庁もいわゆる「スマート水産業」ということで、漁獲情報の電

子的な収集体制の構築ということでかなり取組を進めてきております。特にＴＡＣ魚種と

なれば、ステップ１の中で、漁獲情報をしっかり集めていくというところをまず体制を構

築していくということで、よりリアルタイムに近い形での漁獲情報というのを集められる

ようになっていくということを考えておりますので、そういったことで、よりタイムリー

に直近の情報というものも集められるようになってくると思いますので、また、そこも評

価の方に活用していただけるようになっていくのかなというふうに思っています。 

○魚谷資源管理部長 ほかに。先ほど手が挙がっていた方。 

○参加者。 資源評価事業を、我々も参画させていただいている機関としてちょっと心苦

しいんですけれども、５ページ目の資源評価に使うデータのところですけれども、御存じ

のとおり、北海道というのは、ここ10年ぐらいの間に漁獲量急増しています。そのため、

これまで獲れていなかったような地域でも獲れるようになったりしていて、データがまだ

十分じゃありません。特に、この主要港別銘柄別水揚げ量という部分すら、まだ十分に集

められていないというのと、あと、そういう地域では年齢－銘柄関係というのもはっきり

分かっていません。ということで、北海道に関しては、評価の基礎となる年齢別漁獲尾数
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というところもかなり怪しいデータになっている。北海道の水揚げ量は、今、全国でも多

い方の地域になっていますので、資源評価に与える影響というのは結構大きいだろうと思

います。 

 そういう中で、最近調べていくと、10kgを超えるようなブリというのが結構獲れている

ということが分かってきています。そういう中で、今、大きいブリが３＋グループで全部

まとめられてしまっているんですけれども、例えば、これ、14kgのブリが獲れていたら、

７kgのブリ２匹みたいに計算されてしまっているのかなという感じがします。 

 情報を、まだ、データをいろいろ集める体制をつくって、この年齢構成ですね。プラス

グループをもう少し増やす、増やすというか、年齢構成を増やすという資源評価の方の改

善というのをやっぱり早急に取り組まなきゃいけないんだろうなと私は思います。 

 ちょっと関連してですけれども、14ページにＭＳＹの話が出てくるんですけれども、資

源管理すれば、漁獲圧下げれば高齢魚が増えるのはそうなるだろうと思いますが、ここ、

管理すれば、３歳以上というのが増えていくことになっているんですけれども、この中、

増えていくと、４歳、５歳というのは当然増えるはずで、15kgとか20kgとかというブリも

増えてくるはずなんですけれども、ここでは３歳以上として７kg台ぐらいで計算されてい

るんじゃないかなと思うんですが。ここですね、きちんと成長するような計算をしていく

と、どれぐらい変わるんだろうというところが、正直どうなるかは分かりません。そうい

うことも必要じゃないかと。 

 あと、資源が増えてくると、当然成長が変わってくる。あまり成長しなくなるとかとい

うこともあるかもしれないですが、そういう計算、現状でもできなくはないと思うんで、

そういうことをやっていかなきゃいけないんじゃないかなと考えています。 

 もう一つ、すみません、長いですけれども、次の15ページ目に、０歳～２歳の漁獲量が

最大になるところという話があるんですけれども、これ、こういうブリみたいな成長が速

い魚というのは、資源管理としては若齢獲らないというのが一番効果的なんでしょうけれ

ども、こういう話が出てきたのはなぜかというところが、あまりよく理解できなかったと

いうことを聞きたいのと、例えば要望として、現状維持ぐらい、現状の漁獲量ぐらいを維

持したいという要望があれば、そういう目標も可能なのかどうかということを教えてくだ

さい。お願いします。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 いろいろ、この資源評価における課題を代弁いただいて、ありがとうございます。 



－39－ 

 多分、北海道におけるデータの収集体制がまだ十分でないということは、以前から伺っ

ておりますし、さっき水産庁からありましたように、例えばそのステップに入ったときに

はもうちょっとデータの収集体制がよくなっていくでしょうから、そこら辺は改善するで

しょうし、例えば、最近kgが増えているという情報をつかんでおられるようでしたら、も

うちょっとそれに伴ういろんな情報を、例えば、我々の方に頂けるとうれしいなと思いま

す。 

 そこに関しては、まず、北海道における調査体制の充実というのは、やはり今、漁獲量

が多い状況では非常に重要なものでしょうし、そこは一緒に考えていければなと思います。

よろしくお願いします。 

 イールド・カーブにおける、イールド・カーブって、専門的な用語を使っちゃいました

ね。14枚目のスライドの右側の漁獲量曲線で３歳以上が増えていったときに、本当は実は

４歳、５歳が増えるんじゃないかというところ。じゃ、平均体重変えていったら、多分、

それは大きい方に行くわけですよね。多分、大きい方に行くと、多分管理基準値もっと大

きくなっちゃうんですよね。ですので、多分、そこら辺はちょっとどう考えるかにもよる

と思うんで。今、現状でこれですという。 

 だから、当然、我々が見えている、皆さんが見えている課題というのはありますし、今、

我々がやれる最善のものをやっているのが今の我々が示している結果ですし、じゃ、将来、

何が課題があって、どこを先に攻めていくかというのも大事なものですので、それに関し

ては、例えば去年の資源評価会議の中で倉島の方から話させていただきましたし。例えば、

プラス・グループをより細分化していくことですよね。これに関しては、やっぱり本当に

重要なことですので、私の方からもう一回申し上げますけれども、関係されている研究機

関の方々には、それができるように御協力いただきたいというのを申し上げたいところで

す。 

 すみません、最後の現状の漁獲どおりでうんぬんかんぬん、そこはちょっとどうなんで

しょう。少なくとも現状の漁獲どおりにすると、それはＭＳＹを目指さないことにはなっ

てきますし、何を目指すかというところにもなってきちゃうと思うので。それはちょっと

こちらからのコメントになりますけれども、何か、水産庁さんの方からあれば、お願いし

ます。 

○永田資源管理推進室長 目標としてはＭＳＹというところが基本にはなるわけですけれ

ども、先ほどから御議論いただいている、このブリについて、今、このＭＳＹを実現する
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親魚量というのが過去に経験したことないような大きい値になっているとかですね。捕食

被食とかの関係も含めて、その値を目標とするのがどうかという御意見は頂いているとこ

ろですので、今後、今日の午後もその話をしますけれども、どういうところを目標とする

のかという議論は、皆さんとしていきたいと思っています。その上で、いくつか、こうい

うのはどうかという御提案を頂きながら議論していくことを考えています。また、それに

ついて、その考え方として、それがこの資源の利用を考えたときに適切なのかどうかとか

ですね。そういった目標について、実際、試算することが可能なのかどうかというところ

もあると思いますので、そういったところも含めて、また今日の午後の部で御意見いただ

ければなと思います。 

○参加者 ありがとうございます。 

 私、無理な管理をしないで、しばらく、データの充実と資源評価の再検討ということを

もう一回やった方がいいんじゃないかなと考えていました。データ収集体制をその間に整

えるという取組をするということを考えました。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 まだいらっしゃるようですけれども、12時になりまして、予定とし

ては押している状況ですので、一旦、１時間休憩に入りまして、午後、また資源評価に関

する質問をお受けするという形で、一旦休会にしたいと思います。 

 それでは、１時再開ということで、よろしくお願いします。 

午後０時０１分 休憩 

午後１時００分 再開 

○魚谷資源管理部長 それでは、１時になりましたので、会議を再開させていただきます。 

 まず最初に、午前中の遊漁の採捕に関する水産庁からの説明について訂正があるという

ことですので、永田の方から御説明いたします。 

○永田資源管理推進室長 午前中に遊漁によるブリの採捕量にプレジャーボートの数量が

含まれているのかという御質問を頂きまして、私は含まれていると申し上げたんですが、

ちょっと勘違いしておりました。この2007年の調査というのは遊漁船だけでなくてプレジ

ャーボートも対象にしているんですが、魚種別の採捕量として数字が出ているのは遊漁船

のみです。また、97年、2002年のものについては遊漁船のみを対象とした調査ということ

ですので、すみません、結論を申し上げますと、この３か年の数字というのは遊漁船によ

る採捕量だけということでございます。すみません、失礼いたしました。 
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○魚谷資源管理部長 それでは、午前中の続きですね、資源評価に関する議論ですけれど

も、場内、あとウェブの方からもいくつか質問、御意見ございますが、現在の議題、あく

までも評価のところでございます。時間も押しておりますので、管理に関わるような内容

であれば、水産庁側からの説明の後の質疑応答なり議論の時間にやっていただければと思

いますので、資源評価に関わる部分について質問、御意見お受けしたいと思います。 

 それでは、手前の２列目の方。 

○参加者 スライドの15枚目のところに０～２歳の漁獲量が最大となるというふうな目標

になっていたと思うんですけれども、実際、新潟県の場合は、やはり佐渡で寒ブリという

のがメインに漁獲されるので、やはりこの０～２歳というのを漁獲量を最大にするという

ふうなそういう目標自体がなかなかなじみにくいと言いますか、理解、納得しにくい部分

があります。 

 仮にこういう形でこのＳＢ97％ｍｓｙでキャップがかかったとして、佐渡の漁業者はど

ういうふうにするかというと、基本的に０歳とか１歳とかそういう若齢のものを獲り控え

て、大型のものについてはきちっと今までどおり獲ると。そういうふうな漁獲というのは、

この資源評価で行っている将来予測ですね、この将来予測というのは基本的には各年齢に

対するＦの値の割合というのは不変であるというふうな形で将来予測をしていると思うん

ですけれども、そこのところの前提が変わってくるというふうなことになるかと思います。 

 基本的に資源評価あるいは将来予測のルールでこのＦの割合は変えないというふうな、

そういうふうなルールでやっているんですけれども、実際にそういう管理をしていった段

階でそういうＦの値の割合が変わっていくふうなことが想定される場合、それを想定した

ような形での将来予測というのをしていただくということは可能なのかどうか、この辺の

ところを、技術的なところと、あと水産庁の方から、そういうふうなことも作業としてや

ってくださいというふうに言われないとなかなか研究機関の方も動きにくいかと思います。

水産庁の考え方と、その２つを確認させていただきたいと思います。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず、テクニカルな部分での回答をさせていただきます。いつもどうもありがとうござ

います。 

 まず、そういう中の管理が始まったタイミングで漁業者の行動は変わって、漁業者の行

動というんでしょうか、獲り方が変わって、今までとは違う年齢の利用の仕方になるかも

しれないというところのお話ですよね。 
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 おっしゃったとおり、例えば管理基準値を計算する際、あるいは将来予測を計算する際

というのは、今、直近の利用の仕方がその後続くという前提の下で計算しますので、当然

変わらない。じゃあそれをどうやって、でもテクニカル、例えば将来予測の中では例えば

そういうことは計算は可能であると考えられまして、例えば17ページを御覧になっていた

だきますと、下にこの表の部分、年齢別選択率、これを使って全体の漁獲圧を年齢別の漁

獲圧に読み替えていきますので、例えばじゃあ、これは本当に例えば漁業者の行動が少し

小さいのを獲らなくなりましたと、獲らなくなるかもしれませんという想定をして、この

例えば０～１歳の間の漁獲選択率を例えば仮想的に下げたとして、それでじゃあ資源がど

ういうふうな、どれぐらいのスピードで平均的に回復していくのかというところは、いわ

ゆるＡＢＣを計算するためとかそういうのは抜きにして、どういうふうな回復をしていく

のか、どういう動向になっていくのかというところに関しては、多分見ることはできるん

だろうということは言えます。 

 ありがとうございます。 

○永田資源管理推進室長 管理の考え方として、おっしゃったとおり０～２歳の漁獲を最

大化するという目標がどうかというところはあると思います。一方で、実際には年齢別の

選択率が変わってくるんではないかというところを前提としたシナリオを作るというか選

ぶということが可能かというところについては、ＴＡＣとして年齢別にどうするかとか、

あるいは漁獲の年齢に対して何か規制をかけるということは、なかなかそれを前提とした

シナリオというのは難しいのかなと思っています。 

 実際には漁業者さんがそれぞれの現場でなるべく若齢魚を獲らないような、獲り控える

ようなことをすることによって、その目標の達成に向けたスピードが上がるとか、早く達

成できるということになってくるのかなと思いますが、実際どのように獲り方が変わるか

という仮定を置いてのシナリオというのはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思

います。 

○参加者 ありがとうございます。 

 小型のものを獲り控えるというふうなことが資源の回復あるいは増大に非常に有効であ

るということであれば、それ自体が漁業者がそれに取り組むインセンティブになるかと思

いますので、その辺のところについての試算を示すくらいはできればしていただいて、漁

獲シナリオとして出すかどうかというのは難しいと思います。あと、漁業者によって、あ

るいは地域によってやはり小型のものを中心に獲っているところもありますし、一方で新
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潟県のように大型のものを中心に獲っているところもある、いろんなそういうふうな状況

が違いますので、そういう部分をいろいろと調整しながら検討していただければなという

ふうに考えます。 

 ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 ほか、まず会場からいきたいと思います。 

○参加者 ありがとうございます。 

 ５ページ目を見ていただきたいと思うんですけれども、２つ質問があります。 

 １つは、先ほどもお話がありましたけれども、基本的に資源量と漁獲量はパラレルとい

うお話、比例しているというふうなお話をされていたかと思いますけれども、一方で私ど

もの大中まきの漁獲成績報告書、かなりデータとして使用いただいているというところな

んですけれども、実際問題としては、東シナ海の方で中国漁船がかなり漁場を占拠したり

妨害をするような事案が発生しておりまして、その中で結果として操業ができなくて、従

来大中まきが獲っていた漁場から追い出されているという状況があって、それが全てとは

申しませんけれども、近年、大中まきの漁獲量というのは減少傾向が続いているというこ

とで。必ずしも今回のいろいろ御説明していただいた資源の動向と合ってるのか合ってな

いのか微妙な部分があるのかなというふうに思っております。 

 ということを考えますと、逆にチューニングをしていないために、過小評価に、資源の

評価が陥っているという懸念がないのかというのが１つ目の質問であります。 

 ２つ目は、お聞きしていいかどうかちょっと分からないんですけれども、自然死亡係数

について、右側の解析のところにございますけれども、これはどのような根拠で決定をさ

れて、今後、これを見直すような予定があるのかないのか、仮に見直しをした場合、例え

ば数字が0.1上がったり下がったりした場合に、どのぐらい資源の評価上の影響があるの

かということを大まかでも結構なので教えていただきたいと思います。 

 以上の２点です。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず１点目の近年における東シナ海での大中まきをめぐる状況ですよね。そこに関して

は前の九州ブロックのときもそういった御質問いただいたりしております。 

 まず、資源評価の結果としては2017年ぐらいをピークに資源量も親魚量も下がってきて

いるという状況で、東シナ海の大中まきの特徴としては、大部分ではないですけれども、

かなり大きい部分が３歳以上の個体で占められているという特徴があります。それが減っ
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てきたから、そういったいろんな諸般の事情によっていわゆる資源が減ったんじゃなくて、

そういう事情で減っちゃったからというところもあるのが、その御指摘かと思うんですけ

れども。ただし、３＋歳、３歳以上を獲るのはそれは東シナ海のまき網だけに限った話で

はなくて、それはやっぱりほかの漁業、定置網にしても獲るわけですよね。それも１年を

掛けて、日本全国で獲りますので。ということは、じゃあ仮にいろんな事情で東シナ海で

獲られなければ、それはほかのところに回遊していってほかの漁業で多分獲られると考え

られますので、３＋歳を獲る唯一の漁業ではないので、多分、そういう影響がゼロだとは

言いませんけれども、多分、それはかなり抑えられているだろうというのは、こちら側の

回答となります。 

 さらに、自然死亡係数ですね、自然死亡係数が今0.3というのを使っているというのを

５枚目に書いておりますけれども、これは専門的な話になるんですが、田内・田中の式と

いうところから、それで0.3という形で、研究機関が合意して0.3というのを使っていると

いうのがあります。 

 当然、じゃあそこの数値の設定が資源評価の結果にどういう影響を与えるのかというと

ころに関しても同時に見ておりまして、それはいわゆる感度解析というのを行いまして、

感度解析によってやっぱりその資源が上下する、いわゆる平行移動するんですけれども、

そういうふうな結果になるということはちゃんと併せて確認をしております。 

 ありがとうございます。 

○参加者 ありがとうございます。 

 漁獲の関係について１点だけですけれども、東シナ海で３歳魚を中心に漁獲していたの

は事実ですけれども、今、代わりに中国の漁船が漁獲をしてしまっていて、その漁獲が不

明であって、今回のところでも全くデータとして取り上げられていないという問題がある

ということを指摘したいということと。 

 あと、自然死亡係数については、数字がずれると、いずれにしてもかなり資源評価上は

変化が生じるというのは間違いないところでしょうか。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 特に２点目の方です。いわゆる資源のレベルが変わるというものでございます。Ｍの設

定を変えると資源のレベルが変わるということでございます。 

○魚谷資源管理部長 ほか会場の方、そちらの３列目の方。 

○参加者 すみません、スライド10のところを確認させていただきたいと思います。 
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 外国漁船の関係で、先ほど韓国だとか台湾だとかというところはある程度状況を把握し

ていて、特に韓国なんかには資源評価に盛り込まれているという話だったんですけれども、

先般の８月の北海道の意見交換会の中で、ロシアでもブリは獲られているはずだというよ

うな話があったと思います。その中で、今のところ、そういったデータはないので、今後

情報の把握に努めていきますというような御回答があったと思うんですけれども、その後

ロシアの状況、改めて、今ここの資料だと２行ぐらいで簡単に書いてあるので、今、本当

にロシアの情報がどの程度お持ちなのか、公式なデータじゃなくてもですね、お持ちなの

か。もしないのであれば、今後どのように把握していくのかという辺りを。特にやっぱり

この海水温が上昇して親魚が正に変動している状況の中にあって、このロシアの部分もか

なり重要になってくると思うので、中国、北朝鮮の部分もデータないということですけれ

ども、あわせてその辺り、補足説明していただければというふうに思います。よろしくお

願いします。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 研究機関として答えられるところで答えますね。ありがとうございます。 

 前回、北海道で、あれは８月でしたか、７月もありましたが、そういった報告は受けて

おりまして、ただちょっとまだ時間もないし、それにアップデートされた情報があるわけ

ではございません。 

 当然、我々が資源評価で使っていく情報なんですけれども、それはやっぱり公式的に出

てきたものが我々が使うものですので、それはちょっと我々が例えばあちらに掛け合うと

いうこともなかなか難しいものですので、それはやっぱり水産庁さんとかそこら辺のとこ

ろで何か得られたもの、あるいはそういうものが公式に出てきたのであれば我々の方とし

てはちゃんと使っていくというものですので、それはロシアもそうですし、中国もそうで

すし、北朝鮮もみんな同じなものでございます。 

 すみません、簡単になりますが、以上です。 

○参加者 ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 ほか。そちらの方、どうぞ。 

○参加者 ちょっと先ほど出ましたけれども、ブリ類の遊漁の採捕量ですね、2007年が最

後なんですけど、どういう基準でこれをこのように決めてあるのか、どういう釣りを対象

にして決めているのか。例えばルアー船もありますし、ヒラメ釣りでも釣れてきますし、

カモシ釣りでも釣れてきますし、タイ釣りでも釣れてきますよ。そのほかに渡船でお客さ
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んを乗せて島に渡して、そういう場合も釣れてきます。それを全部を把握してここのトン

数が出ているんでしょうか。あるいはまた、個人でサーフから釣る場合もあるし、港で釣

る場合もあるし、あるいは岩の上から釣る場合もあります。そういうのも全部総合的に判

断して決めてるのでしょうか。 

 それと、もう一点。この2007年というのは相当前ですよね。今の時代はコロナがあって

結構、釣りがブームですよね。ルアー船がかなりはやっていて、青物を中心として釣って

る部分が多いんですよ。だから、この出し方がどういう出し方してるのか、まずそれ説明

してもらうのと。 

 今の年に関すると、これが当てはまらないんじゃないかなと思うんですけど、その辺は

どうなんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 遊漁の採捕量の調査につきましては、この2007年のときは、先

ほどもちょっと申し上げましたが、遊漁船業者全てではなくて、いくつか標本となる船を

選んでというか、標本となる船について調査を行って、それから遊漁船の数等を考慮して、

引き伸ばして推定しているという値になっています。遊漁船で採捕されたものの推定値で

ございます。 

 おっしゃるとおり、全国的な調査という形での数字がこの2007年以降把握できていない

というか、調査を行っていないという状況でございますが、最近の状況としましては、昨

年度に遊漁者を対象とした採捕量の報告システムというものをつくりまして、今、まだ協

力をお願いしているベースではあるんですけれども、水産庁のホームページですとか、Ｌ

ＩＮＥのアプリなんかを使って報告いただくようなシステムというのを作っております。 

 そのシステムを使った報告について、遊漁の関係団体ですとか、都道府県庁、また遊漁

船業を営む方のうち７割は漁協の組合員さんだということもございますので、その漁業者

さん資源管理に取り組むという中で、そういったところでの報告というのを協力いただけ

るように水産庁としても団体、県等と協力して今情報の収集に努めているというところで

ございます。 

○参加者 どうしてもやっぱり漁業者の方にこういうのってしわ寄せが来るんで、遊漁船

の漁獲高をなるべく正確に出して、それで計算してもらいたいと思うんですよ。 

 以上ですから。 

○魚谷資源管理部長 ほか。 

 では、会場からは取りあえずここで。 
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○参加者 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 ちょっと細かいテクニカルなところの確認になるんですけれども、コホート４つなので、

３＋と２をＦに等しいという仮定を置くんですかね、計算上ではね。で、御存じのように、

その仮定が成立するのは例えばコホート10個ぐらいあって、10とか９がこれはもう本当に

年寄りの魚だから、獲れてるだろうと、同じ場所に分布してるし、同じ漁業で利用してる

からということで、そこをイコールＦにするというのはリーズナブルだということでずっ

とやってるわけですけれども。ブリは少なくとも全然当てはまらないんだろうなと、でも

しょうがないからそうやるしかないかなとも思うんですけれども。それから、直近Ｆはプ

レーンだと５年平均とか３年平均とかそういう感じでやるんですよね。つまり、がんじが

らめの、あまり根拠もない仮定で資源量を推定してるわけですよね。 

 しつこいようですけど、だから何でもいいからというわけじゃないんですけど、何か外

側の漁獲情報以外のもので資源量推定の要素をかなりの部分占めるような形で固めないと

運用できないんじゃないのか、というのがチューニングを入れろということで。先ほど８

月に来られたときもお答えいただいているので、そこは深く質問しないんですけれども。 

 例えば、仮にこのままプレーンの取決めで来年ＴＡＣ決めて、終わったら何らかの年齢

別漁獲尾数が出てきますよね。そのデータを加えて、直近のＦってどうやって出すのかな

というのが。これ一般論で、ブリだけではないんでしょうけど。どういうふうに、少なく

とも漁獲圧をすごく法外に高く管理目標を出してるんで、Ｆを下げなくちゃいけないとい

う中でシナリオが選ばれるでしょうから、Ｆは下がってるという前提になるはずなんです

けれども、だけれども、根拠とか、要するに５年平均とか３年平均が入れられないわけな

ので、そういう場合のＦというのは、直近のＦというのはどう仮定するんでしたっけ。プ

レーンのときに。何か昔違う魚で聞いたこともあるような気がするんですけれども。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 すみません、しっかりちょっと私キャッチできなかったんですけれども、もう一回ちょ

っと。 

○参加者 すみません、ちょっと言ってることが変なのかもしれないんですけれども。も

し来年度、仮にですけれども、来年度でも再来年度でもいいんですけれども、この状態の

資源量評価のパターンで進んでいった場合、プレーンでやる場合に、来年度の年齢別漁獲

尾数が出ますので、それが加わりますよね。今度ＶＰＡやろうとしたときに、そのＦを年

齢別Ｆを少なくとも５年平均のＦに当てはめようとか３年平均で仮定しようとならないで
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すよね、ロジック的に。だって、漁獲圧下げてるんですから。そのときのＦってどうやっ

て推定するんでしたっけ。与えるんですかという。だから、一般論としてはそういうふう

になっちゃうんで、何か漁獲情報以外のもので整形しとかんと、直近Ｆを全く根拠のない

恣意性で充てられることになっちゃわねえのかなというので、何か頑張ってくれよ、この

モジャコ指数、というのが私のリクエストだったんですけれども。できるんですか、何か

考えはあるんでしたっけ。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず、チューニングを入れるかどうかというところの話ですけれども、これは先ほど私

申し上げているとおり、近い将来、これはもう導入すべきだという形で進めています。で

すので、ちょっと希望的な観測というか、百のことは申し上げられませんけれども、近い

将来、それを、チューニングを入れたい。それはモジャコ指数だけにかかわらず、ほかの

情報も使っての検討した上でのチューニングの実施というところは予定しております。 

 仮に来年度になったときに、もういわゆる制限がかかった上での直近年のカレントＦを

どう計算するのかというところ･･･。 

○参加者 与えるのかです。 

○大島副部長 どう与えるのかというところですよね。それは確かにおっしゃるとおり、

多分、最後の年のＦというのは、そうやって制限がかかれば下がってくるとは期待されま

す。当然、それよりも前というのはそうでもないので、ちょっとその平均を取った場合に、

当然、最後の年の効果というのは薄れていってしまうんでしょうけれども、そこはちょっ

とごめんなさい、今ここではっきりとした答えはできないと思いますけれども、そこはま

ず、ちょっと機構の方でもちゃんと確認を取ります。ただ、計算の手順としてはそのよう

なものになるんだろうと。 

○参加者 いや、これはブリに限らず、恐らくプレＶＰＡでやらざるを得なくなってる資

源のＴＡＣ導入当初における一般的な悩みになろうかな、そこに当然、やり方のソリュー

ションは水研機構として用意しているんだろうなということの趣旨でちょっと確認したの

で、これは今日お答えいただかなくても、何かあるんだろうなとは思います。 

 要は、先ほど水研さんの御説明のように、近い将来、そういう指摘ごもっともだという

ふうに受け止めていただいた上で、近い将来、チューニングで何か固めるんだということ

であると、やっぱりそこができて、あるいは先ほどうちの連中が言っていたように、まだ

まだかなり致命的な問題も資源評価上の先ほどの３＋の解像度だとか、３＋の平均体重を
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どう与えるかという、これも物すごくシミュレーションしたときにＭＳＹとか効いてきま

す。この辺をやらないと、やっぱり管理目標はできないんだろうと。午前中、業界の方々

から極めてごもっともな御意見が出てましたけれども、ああいう議論に入る前に少なくと

も研究機関やある程度プラス・アルファその周辺の行政も含めた中で、大体、今の資源評

価として、これでいいのできそうだというところにまず着地しないと、次の議論にいけな

いんだと思うんですよ。何回も往復しちゃうし、ましてやこの後引用されてる配分調整み

たいな話でややこしくなってくると、いよいよその直近のＦは何なのかとか分からなくな

ってしまうと思うんですよね。順番としてはやっぱりそういうふうに、評価ができてるよ

うに見えるけれども、やっぱり今みたいないっぱい問題点が、かなり仕掛け上致命的とも

言えるような問題点がかなりあるという状況で、それを踏まえてもし改善されるとすると

ＭＳＹも変わってくるという中では、やっぱりもうちょっと順番をちゃんと追ってやって

いかないと、ガッとやってしまうともう本当に現場がただただ全国中で大混乱して訳分か

んなくなっちゃうんじゃないかなと思うので。 

 そこは内閣府の決定事項だみたいな感じで言われるとそれ以上言えないんですけれども、

やっぱりでもロジックとしてはそうなんじゃないのかなと思います。これは私、道総研と

しても一緒にこれからチューニング指数なり何なりを、精度を改善していく一パートナー

としての素朴な意見、質問じゃなく意見でございます。 

○大島副部長 すみません、ちょっと私の先ほどの説明が足らなかったというのもありま

して、ちょっと補足させてください。 

 確かに最終年、例えば来年度Ｆが下がるとして、その結果というのはまずは神戸チャー

ト上ではその結果が出るわけですよね。神戸チャート上では確かにＦがしっかり下がれば

多分Ｆｍｓｙ、どんどん目標、私は分からないですけど、実験的にＦｍｓｙを下回るよう

なところには出てくるだろうということが期待されます。 

 Ｆcurrentをどう計算するか、確かに現状のＦはどう評価するかというところはありま

すけれども、将来予測上重要なのは、その目標を実現するＦでどう将来を予測するかとい

うところだと思いますので、Ｆcurrentを基準にその後の管理を決めるものではないと私

は思いますので。 

 確かにおっしゃられるとおりＦcurrentをどう計算するかというところは課題としてあ

りますけれども、その後の何かに大きく影響するものではないのかなと考えております。 

 ありがとうございます。 
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○魚谷資源管理部長 それでは、会場の方はないということで、ウェブ参加の方を順番に

やっていきたいと思います。お願いします。 

○参加者 １点質問です。神戸チャートのところで、冒頭の説明の中で2009年に入って漁

獲圧が下がってきたということで、バーが一旦固まりになっているところが下がっている

ところ、そういう説明がありましたが、これは漁獲圧の比が縦軸なので、Ｆｍｓｙに対す

る現在のそのときのＦの比ということでいったときに、資源量自体が増えてくれば漁獲努

力量が一定の場合に相対的にこの比というのは下がってきたりとか、そういう関係、相対

的な関係になってくると思うので、一概に単に漁獲努力量が減ったということに言い切る

のはどうなのかというのがちょっと疑問に思いましたので、その点の説明で、もしそれが

そういうことであれば、じゃあ実際、リアルの漁業実態に照らし合わせて、それがどの漁

業が漁獲圧を下げているのかと、その辺りのエビデンスがどうつながっているのかという

のがちょっとかみ砕けませんでしたので、説明をお願いします。 

 後段の別の漁業者数の減少というところでのお話ですと、いろんな主要な漁業も実はそ

んなに漁獲量だとか努力量が減ってるわけじゃないというような説明もあったように思い

ますので、ちょっとそこ混乱しておりますので、しっかり説明をお願いしたいと思います。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず、16枚目の神戸チャートの説明の中で、2000年代中頃に漁獲圧が、いわゆるＦです

ね、漁獲係数が下がったというところでございます。ちょっとこちらの方でと言いますか、

全体の漁獲の割合の変動とかそういうところを見たときに、これは中まき、大中まき含め

たまき網になってくるんですけれども、そこの全体の漁獲の割合が減っていたというとこ

ろが、多分そういうところでＦが下がったんだろうと、その時代というのはまき網の漁獲

量が最も多いものですので、それによって下がったというところで、全体的な漁獲圧Ｆも

下がったんだろうと思います。 

 その努力量うんぬんのところの話に関しては、ちょっと私もじゃあ実際にその努力量、

そうではなくて、資源の変動というよりかは、多分そこは努力量なのか漁獲効率と言いま

すか、そこの変動も多分あるのかもしれませんけれども、そういった形で恐らく減ってい

るという説明になると思うんですけれども。 

 すみません、ちょっと的を射ない回答になっているのかもしれませんけれども。ちょっ

と必要でしたら追加の御質問をお願いいたします。 

○参加者 ありがとうございます。 
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 漁獲圧の比ということなので、漁獲係数というか漁獲で何％獲ってるかということとい

うよりも、ＭＳＹ水準に対する漁獲のＦに対してどうだということでいうと、例えば、ま

き網のそのときの漁獲量の減少というのがここにダイレクトに効いているかどうかと、ち

ょっと意地悪な言い方になりますけれども、査読が入るような、例えば学会とかで議論が

通用するレベルの考察であるのか、それとも１つの可能性としてそうであるのかというと

ころが、そこちょっと疑問に思うところがありまして。それであれば、もう一つありまし

たように、以前説明ありました気候変動ですとか卓越年級群というようなことによっての

いろんな影響ということもまだまだ可能性としてある、そこは仮説的に両方あるという、

そういう説明であるのは分かるんですが、そうでない説明で一方的に漁獲圧の比が下がる

イコール漁獲量が減ってるから漁獲係数が下がってるんだということで結論づけるという

のはちょっとミスリードになるんじゃないかなと思いまして、質問させていただきました。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 漁獲量が減るうんぬんではなくて、漁獲死亡係数が下がったという結果でございまして、

年齢別の漁獲死亡係数の推移を見ますと、やはり2004年から５年のところにかけて、例え

ば年齢で言いますと０歳のところになりますけれども、１歳のところの減少が非常に大き

いというのがあります。それによって恐らく、その後その水準で１歳の漁獲死亡係数が推

移してきますので、多分、そこの１歳、じゃあ、そこの漁業が何なのかというところもあ

りますけれども、年齢別にブレークダウンして見た場合というのは、１歳の漁獲死亡係数

の減少というのが全体の漁獲圧の引き下げに大きく影響しているんだろうということは言

えるのかなと思います。 

 ありがとうございます。 

○参加者 それは何か具体的な漁業があるんですか。 

○大島副部長 はい、ありがとうございます。 

 より漁業ごとに詳細に見ていけばちょっとあるんですけれども、少なくとも、じゃあ０、

１歳を多く獲る漁業というのは、それはいろんな漁業も、まき網しかり、定置網しかり、

全部そうだと思うんですよ。すみません、今、この時点で何が一番多いのかというところ

はちゃんとした答えは言えないんですけれども、資源評価の計算によってはっきり分かる

のは、１歳の漁獲死亡係数がその2000年代の中頃に大きく減って、その減った水準のとこ

ろで変動していると。これはすみません、具体的な漁業の名前はここではお答えできない

んですけれども、出てきている結果としてそういう結果ですということは回答させていた
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だければなと思います。 

 ありがとうございます。 

○参加者 ありがとうございます。 

 ほかの方の御質問もあるので、ここで終わりますが。そこのところの説明が非常にもう

ちょっと丁寧にやっていただいた方がいいかと思います。というのは、やはりこれでちゃ

んと漁業者、関係の業界の方がちゃんと理解をして、不確実なところだとかまだ仮説的な

ところとかいろんなところをちゃんと踏まえた上で判断というのが非常に重要だと思いま

すので、その点しっかり肉づけして説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 続きまして、お願いします。 

○参加者 チューニングですとか資源評価、ちょっと質問ずれるかもしれないんですけれ

ども、資源評価が、これ以上評価することはないのかというところがあって、それがエビ

デンスであって、漁獲量だけでない部分も見えてくるのかなと思います。 

 ちょっと最後の方のチャットで書いている質問の方を重点的に意見のような形で言わせ

ていただきますと、ブリ資源に関して現在、過去30年ほどの漁業実績では日本国内での管

理でうまくやっていけば十分のように見えるんですけれども、ほかの魚種、特にサンマな

んかが今注目されていまして、近年のサンマ資源の国際的な獲得競争であったり、その結

果このような状態になっていることを見ますと、資源が非常に国内でほぼ獲られていて、

そういう将来的に国際協調のイニシアティブを取る、そういう視点での全体的な考えとい

うのがあって向かうべきだと思うんですが、そのようなことについてどのようにお考えで

しょうか。 

○魚谷資源管理部長 ただいまの御意見、評価の内容というよりは管理の問題だと思いま

す。当然、周辺諸国の漁獲をどうするのかということについては、資源を保存して日本の

方で持続的に利用していくという観点からは重要だと思っておりまして、当然、いろんな

漁獲のデータそのものについては先ほど御質問もあって水研機構さんの方からはそういう

のを入手できれば使っていくということでしたし、入手すること自体、水研機構ではなか

なか難しいので、そちらについては水産庁なり政府の方でということがありました。 

 そこについては、もちろんそういう必要な情報の入手というものについては努力はして

いきますし、状況に応じて管理に関して国際的な協調をやっていくというのは当然のこと

かと思います。方向性としてはそういうことだと思います。 



－53－ 

 そういう中で、こういったところはですね、相手がいる話ですので、いついつまでにど

うしますというようなことは、確たることは申し上げられないわけですけれども、データ

の入手なり管理における諸外国との協調ということについては目指すべき方向ではあると

いうふうに考えているところでございます。 

○参加者 分かりました。そうですね、やはりクロマグロのときもそうですけれども、や

はりああいう漁業と言いますか、無報告の部分がしっかり監視と言いますか、そういうも

のができていないと、やはり名ばかりと言いますか、実質的な管理になっていかないでし

ょうし、それは国内、国外含めてでしょうけれども、そういったところをきちんと決めて

いただかないと、やはり納得もいかないですし、計算式やら係数で方向性が決まっていっ

ても、一漁業者というか、あまりそこまで分からない人にとってみれば、ブラック・ボッ

クスでしかないのかなというふうに感じてしまうので、その辺は丁寧に進めていただきた

いと思います。 

○魚谷資源管理部長 御意見ありがとうございます。 

 繰り返しになりますけれども、方向性としては先ほど申し上げたとおりでございますの

で、引き続き水産庁としても頑張っていきたいということでございます。 

 続きまして、ウェブの方です。よろしくお願いします。 

○参加者 先ほど農林水産統計でブリでやってますというお話を度々話されていたんです

けれども、５ページに書いてはいるんですけれども、「ブリ類」だよということで書いて

いるんですけれども、やっぱり説明の部分でも農林水産統計上は「ブリ類」です。そこか

ら「ブリ」を抽出してますという、ちゃんとした言い方をした方がいいのかな。 

 以上です。 

○大島副部長 御指摘ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、農林統計には「ブリ類」ということになっております。漁獲量とし

ては「ブリ類」の漁獲量を使っているというものでございます。私の説明の中でちゃんと

そこら辺、説明なり資料なりのところでちゃんと今後は改めるよう気を付けてまいります。 

 ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 続きまして、よろしくお願いします。 

○参加者 １点質問なんですけれども、資源評価ということで、いろいろデータとしてあ

るとは思うんですけれども、欠落データが多いというか、もうちょっと考慮してくれたら

なというのが２点あって、やっぱり中国の漁獲というものをある程度把握しないことには
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やっぱり評価というのは正当な評価できないんじゃないかという素朴な疑問があります。 

 あともう一点なんですけれども、やっぱり食物連鎖を考えるんであれば、例えば単年で

単魚種ごとに評価するのってそもそも厳しいんじゃないかなと思いまして、やっぱり捕食

される漁獲もあるし、それが少ないときにはやっぱり資源が少なくなったりということも

あるとは思うので、そういうのも含めた幅広い評価というのが今後必要じゃないかと思う

んですけれども、そういうところは今後どういうふうにお考えでしょうか。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず、中国のところに関しては、これは本当に我々としては公式的なものとして使える

ことになれば、ちゃんとその資源評価の中に盛り込んでいくという姿勢でございますので、

御理解いただければなと思います。 

 この食物連鎖と言いますか、いろんなそういうものを考えた将来的な課題のところに関

して改めて御指摘いただきありがとうございます。 

 ブリに関してですけれども、例えば基本的にはやっぱりその生態系の中での構成員とし

ての振舞いをしていると思いますので、例えば環境における利用できる餌を食べてるんだ

ろうということは考えられますし、例えば小型浮魚類みたいに毎年大きく太ったりやせた

りということは、あまりブリでは起こらないと。つまりどういうことかと言いますと、環

境の中で使えるものを使っているというものであると考えられます。ただ、おっしゃって

おられましたように、今後、本当に将来的にはそういうところも考えてやっていくんだろ

うと。当然、我々としても、水産研究機構としてはほかの魚種に関しても毎年資源評価を

していますので、そういったところを横にも見ながら我々としては考えていきたい、少な

くともブリの資源評価の担当としては考えていかなければならないんだろうと。そういう

ものを、ほかの資源評価の結果ですね、そういうものを考えて我々の資源評価のことにつ

いても考えていくということが、今後、必要なんだろうと考えております。 

 ありがとうございました。 

○参加者 ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 続きまして、お願いします。 先ほどチャットで書き込まれている

もの、中身的には管理の話だと思いますので、後ほどまた取り扱うことにしたいと思いま

す。 

 それでは、お願いします。 

○参加者 チャットに書かせてもらったんですけれども、神戸チャートを見ていると、過
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去30年ずっと真っ赤な状態であって、これ多分、乱獲状態というふうに言うんかなと思う

んですけれども。ただ、2009年頃から単年度突発的な状況ではなくて、ずっと今の漁獲圧

ですね、制限してない中でも十分に資源が増えているということを神戸チャートも示され

ていると思うんですけれども。先ほど97％ｍｓｙは達してるから増えたとかそういう話も

あったんですけれども、ちょっとぱっとこれ見たときに、乱獲状態でもう資源管理しなく

ても増えるというのはそもそもこのチャート自体が正しいのかどうかというのが分からな

くて、先ほどいろんなところからも意見があったと思うんですけれども、資源評価自体の

精度がまだまだ低い、低い状態なのに無理やりＴＡＣを進めていくというのにやっぱり疑

問があるので、まずは、資源評価の精度を高める方に注力してほしいなというのがありま

すので、そういった意見として書かせていただきました。 

 ありがとうございます。 

○大島副部長 まずは資源評価の精度と言いますか、そこの課題については御指摘いただ

きありがとうございます。 

 乱獲状態と言いますか、過剰な漁獲圧がかかっていた。何に対して過剰なのかというの

は、ＭＳＹに基づく管理基準値案を実現する漁獲圧に対して過剰であったということです。

乱獲と言っちゃうとなかなかミスリーディングなところがあるので、あまりそういう表現

はしたくないんですけれども。すなわち資源の生産性だとかそういうのを損なわせるぐら

い減らしてしまうぐらいの漁獲圧というのは、歴史的にはそんなに多分、起きてなかった

んだろうと。なので、条件、環境要因もあるんですけれども、少なくともそういう漁獲圧

の下でブリ資源があったので、条件が増えてきたという歴史ではあると思うんですよ。 

 そういう意味での解釈になりますし、この神戸チャートの解釈というのは、目標管理基

準値案を置いたときに、それに対しての状況というのを示していますので、そういう意味

ではまず言えますのは、これまでの漁獲圧が資源を駄目にしてしまうぐらいすごく高い漁

獲圧ではないんですと、そういう解釈になります。 

 ありがとうございます。 

○参加者 すみません、ごめんなさい、もう一点なんですけど。そうなると、そもそもこ

れをＴＡＣ管理する必要がないというような感じがするんですが、今の漁獲圧というのは

資源に対してそれほど影響がない状態で維持してきたということであれば、ＴＡＣで管理

する必要性がないということに、逆に言うと言ってるような感じがするんですけれども、

いかがなんですか。 
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○大島副部長 そういうことを申し上げているわけではないんです。すみません、私の説

明が悪くて。 

 やはり、今議論しているのは、目標管理基準値案というのを考えて、それを実現するた

めにそれをどうするかというところの議論になっているという、それのための資源評価の

結果というのを我々の方から説明させていただいております。 

 ありがとうございます。 

○永田資源管理推進室長 ＴＡＣの導入の必要性については、後ほどまた水産庁から資料

を使って詳しくは説明したいと思いますが、資源の状況が悪くなってるとか、乱獲状態に

あるものについてＴＡＣを導入しようという考えでＴＡＣ魚種の拡大というのを進めてい

るということではないということは、まず申し上げておきたいと思います。 

○参加者 ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 続きまして、お願いします。 

○参加者 すみません、今ちょっと質問予定者が席を外しておりますので、後ほど質問さ

せてもらってもよろしいでしょうか。 

○魚谷資源管理部長 はい。時間によってはちょっと先に進めさせていただきますが、状

況は了解しました。 

 ウェブで来ているものの最後になりますが。 

○参加者 チャットの方に書かせていただいたとおりではあるんですが、今後、漁師数の

減少や高齢化を考えると、そこまでの資源管理が必要なのかという部分で、漁師の閉業等

が加速するのが早いんじゃないかというので質問させていただきました。回答をお願いし

ます。 

○魚谷資源管理部長 すみません、最後の方聞き取れなかったので、もう一度お願いでき

ますでしょうか。 

○参加者 チャットに書かせていただいたとおりではあるのですが、漁師数の減少や高齢

化を考えると、そこまで今、急いで資源管理が必要なものなのかという部分で質問させて

いただいております。今後、この資源管理で水揚げの低下が起きたときに、漁師の閉業な

どが加速することも考えられると思うのですが、どこまでそちらの方は考えておられるの

かなとの質問でございます。 

○永田資源管理推進室長 ありがとうございます。 

 これも管理の方の話は後ほど詳しく説明をさせていただきたいと思いますが、正にブリ
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の資源を将来にわたって持続的に活用する漁業、水産業をしっかり残していく、地域のそ

ういった産業を残していくということを目的とした取組ですので、そういったところは御

理解いただきたいと思います。 

○魚谷資源管理部長 それでは、先ほどの質問予定者の方はお戻りでしょうか。 

○参加者 すみません、ちょっとまだ戻ってきていないんですけれども、質問の内容はこ

のチャットに書き込んだとおりですので、御回答いただければ助かります。 

○魚谷資源管理部長 はい。では、チャットの方、読み上げてもらえますか。 

○参加者 代わりにチャットの方、読ませていただきます。 

 先ほど説明で、近い将来、チューニングを入れるということだったかと思うんですけれ

ども、ということはそのチューニングを入れた資源評価ということが行えるようになるま

ではＴＡＣ管理というのは進めないということでよろしかったんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 ありがとうございます。 

 必ずしもそういうことを言ってるわけではなくて、これもまた後ほど管理の方の説明の

中でも出てくると思いますが、ほかの資源でも説明しておりますとおり、ＴＡＣ導入、新

たに導入する魚種についてはステップアップの考え方で、まずはＴＡＣ魚種、特定水産資

源に指定した上で、ステップ１としてしっかり漁獲報告を集める体制というのを確立して

いきたい、構築していきたいと考えております。 

 また、先ほどもちょっと申し上げましたが、そういったよりタイムリーに得られる情報

というのも含めて評価の精度を上げていくということにもそれは貢献できると思いますし、

まず、そういったところは始めますステップ１、２の間では採捕の停止の命令等を出さな

いということで進めていきますので、直接的にそこで漁獲を止めるとかそういうことには

なりませんので、そのステップ１、２の期間を活用してそういったしっかりした漁獲情報

の収集ですとか、評価の改善というものを進めた上で、これでステップ３の本格的なとこ

ろに進めていけるということを確認した上でステップ３に入るというようなことを考えて

おりますので、そのステップ１に入るということができないというものではないというふ

うに思っています。 

○参加者 すみません、そうしたら近い将来ということでは説明されたかと思うんですけ

れども、実際のところチューニングというのがいつできるのかというのは、実際はっきり

とはまだ分からないところだと思うんですけれども、もうチューニングがまだ確立されて

いないという状態でもステップ３以降に進んでいくということでよろしかったんでしょう
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か。 

○永田資源管理推進室長 すみません、私の説明が悪かったのかもしれませんが、そのス

テップ１に入ることはできると思っていますが、ステップ３に入れる状態なのかどうかと

いうのは、取組の進展を確認した上で判断していくということになろうかと思います。目

標としてはステップ１、２を３年というところを目指すということで水産庁は御説明して

きておりますが、例えば３年後にその状態になっているかどうかというのはそのときに確

認する必要があると思っています。 

○参加者 分かりました。ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 それでは、取りあえず資源評価に関する議題についてはここで終わ

りとさせていただきまして、続きまして、管理の方の議題に移っていきたいと思います。 

 それでは、まず令和４年７月に開催されました資源管理手法検討部会等で整理された意

見、論点とその対応方向について、資料５－１にまとめてございます。こちらについて番

浦の方から説明いたします。また、それに引き続いて、次の議題の漁獲シナリオ等の検討

についても、関連する内容ということで、それに続けて永田の方から説明をさせていただ

くと。その後に質疑応答、議論の時間を設けさせていただきたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○番浦課長補佐 資源管理推進室の番浦でございます。では、説明をさせていただきます。 

 資源管理手法検討部会及びブロック説明会で漁業者などの皆様から御意見を頂きまして、

整理された論点について、水産庁としての考え方を御説明いたします。 

 本議題では冒頭説明にございましたとおり、資料５－１から５－４までを使用いたしま

す。なお、５－２から５－４の資料については水産庁のホームページにも掲載されており

ます。 

 本説明は30分ちょっとぐらい掛かると思いますが、ブロック説明会にも出席された方に

おかれては説明が重複するところもございますが、あらかじめ御了承いただければと思い

ます。 

 では、まず目次を見ていただけますでしょうか。１から３までございまして、１ポツで

資源管理手法検討部会等で整理された意見や論点ということで、検討部会と、あと全国で

開催いたしましたブロック説明会で提出された御意見を整理した結果の御意見と論点をま

とめて掲載しております。 

 続きまして、２ポツのところで、１ポツの御意見、論点に関して、水産庁として見解の
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御説明をいたします。項目としては、（１）から（４）までございまして、（１）は漁獲

等報告ということで、資源評価及び資源管理においても重要な漁獲情報に係る事項でござ

います。次の（２）、（３）は資源評価、資源管理そのものに関する御意見などを整理し

た項目となります。 

 次の３ポツで今後のスケジュールについて説明をいたします。 

 では、早速ですが、資料の中身の説明に入ります。 

 まず、１ポツですが、ここに示されている御意見、論点に関しては、２ポツで同じ文言

が水産庁の考え方とともに掲載をされておりますので、２ポツの説明から入らせていただ

きます。 

 資料３ページ目のスライドをよろしくお願いいたします。すみません、資料５ページ目

のスライドです。ここで漁獲等報告の収集について記載されております。ここの構成で、

青地枠の中に整理された御意見がございまして、その下の白地枠の中に水産庁としての回

答を記載しております。青地枠の中で括弧書きの項目がございます。ここに関してはブロ

ック説明会の意見、論点に関して記載をしているところでございます。以降、ほかの項目

でも同じ構成となっておりますので、この点、念頭に置いていただければと思います。 

 まず、ここの青枠の中に①から③までの御意見がございます。まず①について、市場外

流通や遊漁の数量を把握する体制を検討すべきという御意見でございます。これは、御意

見これまでも出てまいりましたけれども、例えば資源評価などにおいて場外流通や遊漁の

情報も含めるべきであるとの御指摘と認識をしております。これに関して、これ何度も、

これまでも御説明がございましたが、漁業に関して現状どのようなデータをしているかに

ついては、水研機構からの御説明にもありましたが、下の１ポツ目にも記載をしておると

ころでございます。 

 これは統計情報などを使用しておりまして、統計調査は水揚機関調査、漁業経営体調査

及び一括調査などを組み合わせて実施しております。各々の調査が何をどういったものを

対象にしているかということでございます。これに関して、水揚機関調査に関しては、漁

協、市場を対象とした調査となります。また、漁業経営体調査、これについては大規模な

漁業経営体を対象にした調査となります。続きまして、一括調査でございます。これは個

人で操業されているような漁業者向けの調査でございまして、自由漁業もここに含まれま

す。また、このほか御説明にもありましたが、大臣許可漁業などの「漁績」も使用してい

るところでございます。 
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 この調査を通じて、系統外出荷分も把握できるようになっておりますので、御指摘の市

場外流通についても把握しております。 

 また、今の説明に関しては、７ページ目のスライドの中に、参考１の方に表で記載がご

ざいますので、適宜御確認を頂ければと思います。 

 この情報収集に関する取組についてなんですけれども、５ページ目のスライドの２つ目

のポツに記載しておりますが、今後、更に高い精度で情報を把握すべく、都道府県庁など

と協力しながら、流通実態の把握及びＴＡＣ報告の整備に進めていきたいと考えておりま

す。 

 ２ポツのところでステップ１、２との言葉がございましたが、これはステップアップの

考え方の資料に関するものですので、ここに関しては後ほど説明をさせていただきます。 

 続いて、②の項目、各地域における銘柄や箱あたり入り数などの重量の標準化及び報告

におけるデジタル化が必要、また③の方にも関連で、デジタル化に必要な知識や技術を有

する人材育成が必要との御意見がございます。これについては、参考２、８ページ目のス

ライドに図がございます。 

 漁獲報告のデジタル化に関しましては、水産庁の事業で、漁協や市場にある販売管理シ

ステムを改修しまして、仕切り書の情報を漁獲報告として収集する取組を行っているとこ

ろです。この取組において、魚種ごと、年齢ごとに呼び方が異なる魚など、地域ごとの銘

柄と１匹当たりの重量、また箱ごとの重量などを情報システムで登録いただければ、シス

テム内で変換され、重量が報告されることとなっております。このような方式で標準化に

対応しているところでございます。 

 また、③のデジタル化に関する人材育成について、これについては漁獲報告に係るシス

テムについては、水産庁から都道府県の担当者向けにシステムの内容、また使用方法に関

しましても説明を行っております。また、情報システム運営主体に各地の主要なシステム

関係業者、具体的には販売管理システム納入業者などの皆様にも御参加いただいておりま

す。このため、都道府県から、また各地の主要システムの関係業者から、漁協、業業者の

方々にもデジタル化に関する取組の情報や知見が共有されることとなっております。 

 これらの取組については、水産庁の情報システムの運営の取組の一環として今後とも続

けていく予定でございます。 

 なお、遊漁に関してでございます。ここで、これに関して先ほどの資源評価の部門でも

議論が交わされたところではございますが、資源管理手法検討部会及びブロック説明会で
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きちんと報告をさせるべきであるとの御指摘を頂いているところでございます。 

 遊漁に関しては報告システムを構築しておりまして、このシステムを通じて情報の収集

に取り組んでいきます。これに関しては参考３にシステムの概要が掲載されておりますの

で、これについても適宜御参照をお願いいたします。 

 また、これは先ほど永田の方からも説明がございましたが、遊漁船業の70％、７割が漁

協の組合員により営まれているという状況でございます。水産庁としても、遊漁採捕量の

把握について、これを遊漁船業者の方々の理解が得られるように進めていきたいと考えて

おります。 

 一方、都道府県、漁業者の皆様方におかれても、遊漁船業者との意見交換、働きかけ、

情報共有の方をお願いいたします。 

 続きまして、10ページ目のスライド、資源評価に移ります。ここで①の項目、ここの項

目では資源評価について、現場の実感と乖離があるため、資源評価に用いたデータや評価

プロセスについて丁寧に説明するとともに、引き続き高精度化に取り組むべきという御意

見がございました。 

 これについて、２つ目のポツの①から③に記載のとおりでございますが、国際的にも認

められたやり方で、最善のデータに基づき、水産試験場も含む多数の関係者の参画の下に

資源評価を行いまして、かつ、第三者的な視点での検証も受けているということでござい

ます。資源評価としては、適切かつ透明性のあるやり方で実施されているとの認識でござ

います。 

 また、括弧書きの項目の中で、ブロック説明会で、ＰＧＹですね、暫定的な目標に関し

て、０～２歳以外のものについても検討してほしい。また、漁獲量を一定とする管理方法

も検討すべき。また、環境変化やＴＡＣ導入による獲り方の変化も加味したシミュレーシ

ョンという御意見もございました。 

 資源評価については、更なる向上を図っていくということは重要だと考えております。

これは先ほど水研機構さんからの御説明の中でもあったとおりでございます。 

 頂いたこれらの御要望については、内容を精査いたします。この点については、この後

の資料の６の漁獲シナリオ等の検討についての説明においても触れさせていただきます。 

 続いて、11ページ目のスライドをお願いいたします。ここで、ブロック説明会で頂いた

意見でございます。これに関しても先ほどお話が、御質問、御意見があったところでござ

います。 
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 ブリを増やすことでイカやマイワシが減るのではないかという御意見がございました。

これに関しては、やはり捕食・被食の関係は１対１ではないということがありまして、そ

の関係性を明らかにすることは困難です。一方、何もやらないということではなくて、今

後、ブリの管理を進めていく中で、関係性があるとの科学的根拠が得られた場合には、他

魚種への影響度に応じて目標値の見直しなども図っていくこともあろうかと考えておりま

す。 

 続きまして、12ページ目のスライドをお願いいたします。外国漁船や遊漁の漁獲状況と

資源評価への影響についての御意見でございます。これについても先ほど水研機構からの

御説明の中であったとおりでございます。 

 外国漁船の影響については、韓国の漁獲量を資源評価に勘案しております。引き続き外

国漁船の動向については注視して、その影響に関しても資源評価に反映させていく予定で

ございます。 

 また、遊漁の影響についても御要求があったとおりでございますが、試算を行っており

ます。今後、遊漁の報告システムなどを通じた採捕量の把握に努めていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、13ページのスライドをお願いいたします。ここで資源管理の指摘に移りま

す。①の点、ＴＡＣ導入の必要性が理解されるよう、数量管理を基本とすることとなった

経緯を含めての御説明をという御意見です。 

 これに関しては、資料５－２、ＴＡＣ管理の意義・効果の資料で説明しておりますので、

一旦５－２の資料を御覧ください。１ページ目のスライドをお願いいたします。この資料、

非常に内容が細かいので、ポイントを絞って説明をさせていただきます。 

 ここで、上の方にも書いてあるんですが、導入の経緯としては、従来、漁船の隻数やト

ン数制限などの制限による漁獲能力の管理を主体としておりましたが、漁船・漁具や関連

機器の能力が向上しておりまして、これらの管理手法では限界がきておりました。そのた

め、2018年12月に漁業法を改正し、資源管理は、漁獲可能量による管理ですね、つまりＴ

ＡＣによる管理を基本とするということとなりました。こういった経緯がございます。 

 その上でＴＡＣ導入の必要性は何かという点に関して、これに関しては関連の質問が先

ほどウェブからもあったという理解でございます。これについても説明をさせていただき

ます。 

 次ページをよろしくお願いします。２ページ目のスライドを御覧いただきますと、１つ
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目のポイントとして、資源量、漁獲量が最大化するというものがございます。一般論、基

本的な考え方となりますが、ＴＡＣにより最大の資源の回復が得られるポイントを一元管

理を目標値としますので、漁獲量が最大化されます。 

 実際の事例としては、資料３ページ目から５ページ目のスライドに、クロマグロ、マサ

バ、スケトウダラでの回復が見られております。この具体的な事例については適宜また御

確認いただければと思います。 

 次に６ページ目のスライドを御覧いただければと思います。これ１点目と類似するポイ

ントでございますが、ここは資源量、漁獲量が安定するというものがございます。ここは

研究論文によるものでございますが、ＴＡＣが導入された資源については、漁獲量と資源

量がＭＳＹ水準に近いところで安定的に推移しております。つまり、最大の漁獲量のとこ

ろで推移するということとなります。 

 続きまして、７ページ目のスライドをお願いします。ここで３点目ですけれども、環境

要因による変動への対応の箇所となります。ここで上の欄の方で、資源が増加したとき、

特に加入量が急増するなどの資源増加の傾向が見られた場合に有効です。上限を設定する

ことによって回復の芽を摘むことがなく、その回復を妨げることはありません。 

 また下の段ですね、資源が減少したときになります。上限が設定しているので、獲りす

ぎを防ぐことができます。特にブリのように全国で多くの関係者がいる資源の場合、従来

の漁獲努力量や能力のみで減少した資源量に合わせた管理を的確、かつ速やかに行うこと

は非常に困難でございまして、調整問題も発生いたします。 

 一方、数量管理であれば、この点の調整や管理は相対的に容易となり、公平に実施可能

となると考えております。 

 続きまして、８ページ目のスライド、４点目となります。この上の段のところでござい

ます。ＴＡＣ管理においては、上の※のところに書いてあるとおり、ＴＡＣ管理を補完し

て相乗的に資源管理の効果を発揮する観点から、必要な規制は引き続き残す必要があると

いうことで、ＴＡＣ管理においては従来の努力量や能力による管理についてもＴＡＣ管理

を相乗効果として補完する観点で重要だと考えておりまして、資源管理としての効果を発

揮するとの認識でございます。 

 一方、この数量を守っていれば１つの事例、考え方として、柔軟な操業、例えば休漁日

や出漁時間の設定などを見直すことも可能となります。そういう操業の自由度が向上する

ことにより、無理な出漁をする必要がないために、安全な操業にもつながりますし、低コ
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ストでの操業も期待できます。従来の管理を基本継続していただきつつも、このような見

直しが可能となってくるケースがあると考えております。 

 また、５点目、８ページ目のスライドに関してですけれども、ここ海外では資源管理に

取り組んでいる資源に関して認証を取っているものがございます。例えばスーパーなどに

おいては、これらの認証を取った商品しか取り扱わないというような取組がございます。

日本においてはまだそこまでの情勢ではございませんが、世界的な趨勢としてはこれらの

動きが強まっていくということが想定されます。こういった中で、ビジネス面を考慮した

場合に、ＴＡＣ管理に取り組んでいることが前提という考え方になってくる可能性がござ

います。 

 今の説明で少々長くなってしまいましたが、ＴＡＣ管理と導入の経緯と必要性の回答と

いうこととさせていただければと思います。 

 続きまして、また資料５－１に戻っていただければと思います。ここで資料が行き来し

ますが、分かりにくくなってしまって誠に申し訳ありません。 

 資源管理に関する続きの御意見となります。14ページを御覧ください。ここで指摘事項

が数多くございます。ここで、類似趣旨が重なる御意見もございますので、それらの御意

見に関してはまとめてお答えをいたします。 

 この部分では資料５－１の御意見に答えるために、資料５－３、ＴＡＣ管理のステップ

アップの考え方において、ＴＡＣ導入を段階的に進めていくことを説明し、資料５－４、

ＴＡＣ管理の柔軟な運用の資料において、ＴＡＣ管理において取り入れる柔軟な運用の措

置に関してまとめて説明をさせていただきます。 

 まず順に、②のＴＡＣ導入に当たって、試験的に実施するような仕組みを検討してほし

いという御意見についてでございます。 

 これについて、資料５－３、ステップアップの考え方の資料を御覧ください。この資料、

ＴＡＣ管理のプロセスを御理解いただく上で重要な資料となります。 

 資料上の方に、ＴＡＣ導入に際しては、段階を踏んで進めていく予定でございます。一

番上の１つ目のポツの記載でございますが、導入当初は柔軟な運用とし、課題解決を図り

ながら段階的に順次発展させていくステップアップ管理を導入という説明がございます。

ここでステップ１からＴＡＣ導入の位置づけとなり、ステップ３の部分でＴＡＣを超える

場合には採捕停止命令がかかる本格的なＴＡＣ導入の位置づけとなります。ステップ３に

向けてステップ１、２、３と順に進めていく考えとしております。 
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 ここで、もう少し各ステップが何かということについて、ステップ１から順に説明させ

ていただきますと、まず、ステップ１においては、特定水産資源に位置づけられます。こ

こで資源評価及び管理に必要となる漁獲報告を義務づけるということになります。ここの

中で、このＴＡＣ報告に係る情報収集の体制をしっかり確立していきたいというふうに考

えております。 

 それを、おおむね１年目までにやっていきまして、続いてステップ２のところで都道府

県や大臣許可漁業などの管理区分ごとに目安となる管理数量を示しまして、実際にＴＡＣ

管理を試行的に実施していただきます。その上で、管理運用上の課題の検証、また必要に

応じて管理における助言や指導、勧告や採捕停止命令の出し方などの検討も行っていただ

きます。ここでは、試行的な実施ですので、採捕停止命令はかけません。 

 ステップ１とステップ２を３年かけて実施していただくスケジュールでございます。 

 その次にステップ３に入ることとなります。ここで重要なポイントとなりますが、ステ

ップ２まで試行的にＴＡＣ管理を実施した結果、次のステップ３に入る前に、ステップ２

までに整理した課題において十分な進展がない場合、つまりＴＡＣの本格的な導入に困難

な課題がある場合には、無理にステップ３に入ることはございません。３年を目標にＴＡ

Ｃの施行に御尽力いただく必要はございますが、どのような状況であっても自動的にステ

ップ３、つまり採捕停止命令を含むＴＡＣの本格導入に入るということはございません。 

 また、ステップ２までの試行を経た上で、ステップ３に入る前に必ずステークホルダー

会合を開くという流れとしております。 

 まずはこの点について漁業者の皆様方に御理解いただければと思います。 

 このようなプロセスを経た上で、ステップ３においては、２までの課題の検証を行い、

また漁獲データも集まってきておりますので、それを踏まえた上で目標の再検討も必要に

応じて行うということでございます。 

 また、その目標に基づきまして、ＴＡＣの設定、都道府県などへの配分、また②として

採捕停止命令を伴うＴＡＣ管理、③として、管理措置の早期レビュー、これは３年以内に

行うこととなっておりますので、ステップ３に入って３年以内にレビューを行った上で、

レビューに基づいた見直しも行うということとなります。 

 このステップアップの考え方で、御指摘事項であるＴＡＣの導入に当たっての段階的な

実施にも対応していく考えでございます。 

 続きまして、また資料が飛んで恐縮なんですが、資料５－１の資源管理に関する御指摘
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の残りの部分に戻らせていただきます。14ページ目のスライドにお戻りいただければと思

います。 

 今②まで御説明をいたしました。今からお伝えする御指摘に関しては、おおむね柔軟な

管理の運営に関する事項でありますので、資料５－４でまとめてお答えすることとなりま

す。 

 この14ページ目のスライド③に漁獲量の安定を図るシナリオや、複数年ＴＡＣ、次の管

理年度からの前借や繰越し、地域別の数量管理等の措置をとございます。これは、年ごと

の来遊の変動に対応可能な柔軟な管理をという御意見と認識しております。 

 これと関連の御意見としては、④の部分で、迅速な融通などの制度・運用をという御意

見がございます。 

 また、⑦、魚価を考え、地域ごとの主漁期が異なることを踏まえた管理期間を設定して

ほしいという御意見がございます。 

 さらに、括弧書きの中で、ブロック説明会で頂いた御意見の中で、上から４ポツ目の御

意見ですね、中で、公平な配分を念頭に置いた上で管理期間を２パターンに分けた場合の

融通と繰越しの検討をという御意見がございます。 

 ⑤及び⑪においては、漁獲シナリオや目標設定の際には、経営的、経済的な影響を考慮

すべきという御意見でございます。 

 また、ここに関して、ブロック説明会においても、括弧内の最後のポツのところですね、

漁獲量を一定とする管理方法も検討すべき、という御意見もございます。 

 これらの御意見に関して、管理運用上の柔軟な措置に関係する部分となります。これに

対する答えとしては、先ほどお伝えした資料５－４、ＴＡＣ管理の柔軟な運用の資料にお

いて取り得る柔軟な運用の措置に関してまとめて記載しております。 

 ここで一旦資料５－４を御覧いただければと思います。 

 １ページ目のスライドをお願いいたします。ここで、来遊の大幅な年変動、混獲への対

応ということで、以降、資料中において国の留保枠から迅速な配分、枠の融通、翌年度か

らの繰入れなどの手法について記載しているところでございます。 

 これについて２ページ目のスライドを御覧いただければと思います。ここで、ＴＡＣ管

理の配分の考え方ですね、ＴＡＣ管理において、国においては国に留保枠を設けた上で、

大臣管理区分、都道府県の管理区分に分けるという考え方でございます。 

 スライド３をお願いいたします。スライド３において、国の留保枠から配分を超えそう
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なときに融通を行う仕組みを説明しております。 

 続いて、スライド４をお願いします。ここで、都道府県間、あと知事許可と大臣許可の

間の管理区分間の融通も可能としております。 

 スライド５をお願いします。スライド５では、次の管理年度からのいわゆる前借的な管

理措置も、諸条件はございますが、他魚種においては実施しているところでございます。 

 ブリにおいても、これらの柔軟な対応については検討可能でございまして、ブリの管理

上の必要がある新たなものがあれば、それらについても検討することは可能でございます。 

 また、経済的観点に関しては、９ページ目のスライドを御覧いただければと思います。

これに関しては水研機構からの御説明の中にもあったとおり、若齢魚の価格は高いという

場合には、それらの漁獲量を最大とするような、少し低い親魚量を目標値にするというよ

うなことも可能でございます。また、先ほどこれに関しては御意見もあったところでござ

いますが、ここでは１つの計算の事例でございまして、ブリにおいてはこれを適用という

ことではございません。これは１つの試算として行っているものでございます。 

 再び資料５－１の資料、14ページに戻っていただけますでしょうか。今、柔軟な運用に

係る対応への御意見について説明させていただきましたが、今の御説明をまとめると、経

済的な観点を踏まえた目標値の設定も可能でございます。また、運用において、国の留保

枠からの融通や管理区分間の融通、またいわゆる前借などの管理措置も可能です。さらに、

この柔軟な運用、ステップ２までのプロセスの間に試行的にやってみて検証も行います。 

 なお、先ほど申し上げたように、ステップ２までに施行を行った結果、採捕停止を伴う

ＴＡＣの本格導入が困難な状況がある場合には、無理にステップ３に入るということはご

ざいません。 

 このように、経済的観点も踏まえながら漁業現場で操業が止まることのないように、可

能な限り柔軟な措置を取っていきたいと考えております。 

 なお、14ページの残りの御意見ですね、⑥及び⑧については配分基準についてのもので

ございます。公平に導入すべきという御意見でございまして、同じこの公平な配分に関し

ては、ブロック説明会でも御意見があります。括弧内の１つ目のポツにも記載がございま

して、ここで年変動が大きいため、通常よりも長期間で全体の配分の検討をという御意見

でございます。 

 ２つ目のポツで、留保枠を最小限にし、必要に応じて融通による対応の検討をという御

意見でございます。 



－68－ 

 また、３つ目のポツで、漁業特性を勘案した公平な配分をという御意見がございます。 

 また、定置網は待ちの漁業なので、国の留保枠を多くする必要があるという御意見もご

ざいました。 

 ここの配分基準については、過去の実態についても把握しながら、ステップアップ管理

の中で適切な配分や管理の運用ルールについても皆様の御意見を伺いながら検討していき

たいと考えております。 

 続きまして、資料５－１の16ページ目を御覧いただければと思います。ここで遊漁者も

一緒に管理に取り組むべき、また外国漁船の適切な管理に向けて取り組むべきという御意

見でございます。 

 遊漁に関しては先ほども御説明をいたしましたが、漁獲報告及び資源評価においても御

意見があったところでございます。これは令和３年度から漁獲報告システムを構築してお

りまして、まずは採捕量の把握に努めていきたいというふうに考えております。 

 ２つ目のポツでございますが、今国会で遊漁船業法の改正がございまして、遊漁船業の

安全性の確保と、地域の水産業との調和を進める内容となっております。この法律に基づ

く協議会において、両者、つまり漁業者の方々と遊漁船業者の方々に協議してもらうこと

を考えておりまして、採捕量の把握に遊漁船業者の協力を得る仕組みができないかという

ことを検討しているところでございます。 

 続きまして、３ポツ目ですね、これは先ほども申し上げたとおりなんですけれども、遊

漁船業者を営む漁協の組合は７割を超えているというところがございまして、遊漁船業者

への働きかけとか、意見交換、情報交換に関しても、漁業者の皆様方、都道府県におかれ

ても御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 また、外国漁船について、ここほかの項目でも御指摘がございましたけれども、ここに

関してはブロック説明会でも御意見いただきました、括弧内の項目でございます。韓国等

外国漁船が獲り放題とならないよう、資源管理をどう行っていくのかなど、情報収集から

取り組むべきという御意見でございます。 

 これに関しては、我々としては資源評価に関しては公表されているそういう資料も使っ

てやっていっているところですけれども、引き続き漁獲実態の把握に努めていきたいと考

えておりますし、必要に応じて在外公館を通じて情報収集なども行っていきたいというふ

うに考えております。 

 続きまして、５－１の資料の18ページ目のスライドをお願いいたします。⑩の御意見で
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すね。選択的放流技術と休漁支援等の影響緩和策を併せて慎重な議論をという御意見に関

してでございます。 

 ここで括弧内を御覧いただきますと、ブロック説明会においてもこれに関連する御意見

を頂いております。混獲の際に放流することは労力及び経費的に影響が大きい、定置の特

性を考慮し、盛漁期などにおいて操業停止となる事態を避けるべき。また、支援策につい

て、前もって制度設計した上で進めるようにしてほしいというような御意見もございます。 

 これに関しては、先ほどお伝えしたような柔軟な運用ですね、つまり留保枠からの配分

や、管理区分からの融通、またステップアップ方式で試行的に取り組むことにより操業停

止にならないような管理措置を皆様と検討していきたいというふうに考えております。 
 その上で、仮に資源の減少により地域経済の影響があるようなそういう事態が生じたよ

うな場合には、漁業収入安定対策もございますし、そのほか支援策もステップアップの管

理の中で課題とともに検討していくことも可能というふうに考えております。 
 また、混獲そのもの、混獲の事態への対応に関しては、定置網漁業などで混獲回避や放

流技術の開発も進めているところでございます。その結果については今後普及に努めてい

きたいというふうに考えております。 
 続きまして、19ページ目のスライドをお願いいたします。ここでステークホルダー会合

で特に説明すべき重要事項としております。①及び②において、各地域で漁業者への十分

かつ分かりやすい説明と議論をという御意見でございます。 

 これに関して、ブリに関しては全国でブロック説明会を開催しておりますし、また御要

望がある場合には一定の地域的、漁業種類的なまとまりがある既存の枠組みなどを通じて

個別の説明も行ってきております。引き続き可能な限り丁寧な説明と議論を行っていきた

いというふうに考えております。 

 続きまして、最後となりますが、20ページ目のスライドをお願いいたします。次回の資

源管理方針に関する検討会に向けてということでございます。今回はこの赤枠で囲った部

分、③のステークホルダー会合の部分となります。 

 今後のスケジュールについてなんですけれども、本日の議論を踏まえまして、ここに関

しては改めてお伝えさせていただきます。 

 では、駆け足となり恐縮ですが、説明は以上となります。 

○魚谷資源管理部長 それでは、引き続いて、議題としては最後の議題になりますが、資

料６、漁獲シナリオ等の検討についてということで、永田の方から説明をいたします。 
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○永田資源管理推進室長 資源管理推進室長、永田です。 

 資料６を御覧ください。漁獲シナリオ等の検討についてというタイトルのものです。こ

の資料は、正にこのステークホルダー会合で御議論いただくべき事項、検討すべき事項と

いうことになります。内容としては午前中御説明ありました資源評価の結果のおさらい、

それから漁獲シナリオの案、ＴＡＣ管理の対象範囲、管理期間ということで書いておりま

すが、今日はこれを基に御議論いただきたいというものを提案しているという状況で、こ

れでやりましょうとか、これでやります、どうですかということではなくて、御議論の基

になるものとして提示しているということで御理解いただければと思います。 

 まず、資料の２ページのスライドを御覧ください。資源評価の更新結果のまとめという

ものです。午前中に御説明ありましたが、おさらいしますと、資源管理手法検討部会での

意見等を踏まえまして、漁業経営等に与える影響も考慮した漁獲シナリオとして、前年の

漁獲量からの削減幅を10％以内、又は20％以内に制限する変動緩和措置を入れた場合の将

来予測というものも試算していただきました。また、目標についても、資源管理手法検討

部会で社会経済的要素も考慮した目標の試算ということも指摘されておりましたので、０

歳から２歳魚の漁獲量が最大となることが期待される親魚量、ＳＢ97％ｍｓｙについても

計算していただいたということでございます。 

 下のところに表がありますけれども、2021年の親魚量が13.2万トンでした。これに対し

て目標管理基準値の案、ＭＳＹを達成するために維持・回復させるべき目標となる親魚量

は22.2万トンということでございました。 

 その下、参考と書いてありますが、０～２歳魚の漁獲量が最大となることが期待される

親魚量としては17.6万トンという数字であると。下回ってはいけない資源水準の値としま

しては、ＭＳＹの60％の漁獲量が得られる親魚量として6.9万トン、禁漁水準としてＭＳ

Ｙの10％の漁獲量が得られる親魚量としては0.9万トンと、こういう目標の案ということ

が資源評価の結果として示されているというところでございます。 

 詳しくは次のスライド以降にありますけれども、変動緩和措置のシナリオと、ＳＢ97％

ｍｓｙを目標とする場合、いずれもＭＳＹを達成する親魚量を目標とする場合に比べて、

当面の漁獲量、ＡＢＣは大きくなるけれども、限界管理基準値を下回る確率は変わらない

というような結果ということでした。 

 次のスライドを御覧ください。具体的に試算していただいた目標とシナリオの違いの数

字ですけれども、スライド３は、上の段はＭＳＹを目標とする場合のベース・ケース、下
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の段はＭＳＹを目標とする場合で、前年の漁獲量からの削減幅を10％以内に制限する場合

ということでございます。どちらも管理開始から10年後に目標管理基準値を上回る確率

50％以上ということですと、βは0.95以下というところになるということでございます。

ベース・ケース、上の段に比べて、下の段の削減幅を10％以内に制限する場合、例えばβ

0.95というところを比べていただきますと、管理開始の１年目は下の段の10％以内に制限

する方が大きい値となりますが、それ以降はベース・ケースの方が漁獲量としては大きい

というようなことになってくる。もちろんこれは今の時点での予測ですので、毎年の評価

によってこの将来の数字というのは変わってくるというところではございますが、今の時

点で比較するとそのようなものということでございます。 

 次のページを御覧ください。次のページは、目標をＳＢ97％ｍｓｙとした場合について

と、その下の方はさらに目標をＳＢ97％ｍｓｙとした上で、漁獲量の前年からの削減幅を

10％以内とする場合というこの２つが並べてあります。どちらもβを0.95としたときに、

このＳＢ97％ｍｓｙを10年後に上回る確率が50％を上回るということ、そしてβを0.85以

下にすると、それに加えて10年後にＳＢｍｓｙを上回る確率も50％を上回るというような

試算の結果となっております。 

 こちらにつきましても、予測の漁獲量を見ていただくと、管理開始１年目、２年目とい

うところはベース・ケースと変わってくるところがありますが、３年目、４年目以降はあ

まり変わらないというような結果になっております。この当初の二、三年間の平均漁獲量

がそれぞれこのシナリオによって違っていて、削減というか、現状よりどのぐらい減るか

というところが違ってくるところがございますが、そこから先はあまり変わらないという

ようなことかと思います。 

 ５ページ、御覧ください。漁獲シナリオの案と書いてございますが、今日午前中の議論

でもありましたけれども、ＭＳＹを目標とする場合と、もう一つ計算していただいた０～

２歳魚の漁獲量最大化する目標と２通りの計算、今のところ目標として出ておりますが、

０～２歳魚の最大化を目標とするのは、このブリの資源の利用の在り方、その目標として

は適切ではないのではないか。若齢魚を最大化するというのはふさわしくないのではない

かという御意見も頂いたところです。 

 他方で、このＭＳＹを達成する親魚量というのは目標として高過ぎるのではないかとい

う御意見もいただいて、例えば再生産曲線、リッカー型の再生産曲線の頂点となるところ

の親魚量を目標としてはどうかというような御意見も頂きましたが、現状、このＭＳＹか
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０～２歳魚かという二択で考えているわけではございませんので、また今日、どのような

目標の考え方がいいのかという御意見は頂ければと思っております。 

 また、漁業経営に与える影響も考慮した漁獲シナリオとして、前年の漁獲量から削減幅

を10％以内に制限するという変動緩和措置を盛り込むとか、いくつか試算していただいて

おりますが、今回議論していくものというのは、ステップアップのステップ１、２の間の

目標、シナリオということで、ステップ３に入る時点ではまた最新の評価結果を基にその

辺りを見直すということが想定されておりますので、御議論いただくのは、まずはステッ

プ１、２の間どうするかということになります。 

 繰り返しますけれども、ベース・ケース、ＭＳＹを目標とする場合において、βが0.95

以下であれば10年後に目標管理基準値を上回る確率50％を超えるというところの計算とな

っておりますが、またブロック説明会でも漁獲可能量の変動幅を更に抑えた場合どうなる

のか、特に漁獲量を一定期間固定した場合どうなるのかというようなことについても御意

見を頂いておりますし、柔軟な運用として未利用分の繰越しについても必要かどうかとい

う御議論もあろうかと思います。そういったことを踏まえて今日も御意見いただいて、ど

のようなシナリオが選択肢としてあり得るか、いろいろ御意見あろうかと思います。頂い

た御意見全て計算していただくというのはさすがに水研さんにも負担が大きいし、あまり

現実的でないような提案というのも含めて計算というところは難しいかと思いますが、今

日頂いた御意見も含めて内容を精査した上で、必要な試算を行っていただいて、次回のス

テークホルダー会合でいくつの案になるのか分かりませんが、具体的に提案するというよ

うな進め方をしていきたいと考えているところです。 

 次のページを御覧ください。ここはＴＡＣ管理の対象の範囲の案ということで示してお

ります。まず、これまでも何度か検討部会やブロック説明会でも御質問いただきましたが、

いわゆるモジャコですね、養殖用の種苗はどうなるのか、これもＴＡＣの中で管理するの

かどうかということについて御質問もありましたので、改めてここに記載しております。 

 今回のこのブリのＴＡＣ管理においては、養殖用の種苗もこのＴＡＣの対象として管理

するということで考えております。午前中も御質問に対してお答えしましたけれども、Ｔ

ＡＣ管理、モジャコについてはＴＡＣ管理と並行してブリの養殖関係者、関係県の担当者

会議における合意に基づいて各県で採捕計画を作りまして、その範囲で採捕するというこ

とを行っております。これはこれで継続していただくということですが、ＴＡＣ報告もし

ていただくという形で、ＴＡＣの中での管理としていきたいと考えております。 
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 （２）都道府県の範囲ですけれども、ブリは日本全国で１つの系群ということで評価も

されておりますので、全都道府県を対象とするということになります。大臣許可漁業につ

きましては、対象となるのは大中型まき網漁業となりますけれども、これにつきましては

管理対象水域、日本の周辺水域ですね、大中型まき網漁業の許可に係る操業区域のうち、

太平洋中央海区及びインド洋海区、それから外国の領海ＥＥＺを除くという形で日本周辺

の大中まきが対象になるということで考えております。 

 次のページをお願いします。最後に、管理期間についてです。先ほど柔軟な管理の中で

もちょっと触れさせていただきましたが、ブリが日本全国で回遊して獲られるということ

で、地域によって盛漁期が違っているということもございます、非常に関係者、関係する

漁業者さん多い中で、盛漁期も違っているということで、例えば枠の融通ですとかそうい

ったこともしやすくなるようにということも考えまして、管理期間を地域によってずらす

ということを考えております。 

 今ここでお示ししているのは、案としまして、４月～３月とする地域と、７月～６月と

する地域の２つに分けて行うということをイメージして表示しております。この色分けし

ておりますが、これは決めているものではなくて、私どもで入手できた各県の月別の漁獲

量を見まして、そのピークが管理期間の終わりに来ないようにというような形で、その入

手できた漁獲量のデータを基に２つに分けたというものですので、量だけではなくて、管

理のしやすさとしてうちの県は４月～３月ではなくて７月～６月がいいとか、そういうこ

とはまた各県の中で御検討いただきたいと思います。我々としましては、４月～３月、７

月～６月と２通り以外にも、この期間がいいよというところあるかもしれませんが、あま

りにたくさんの期間ができる、たくさんのパターンができるということはできる限り避け

たいということで、今、２つを提案させていただいております。 

 また、管理の都合上できれば飛び地になるようなところもない方がいいかなとは思って

おりますが、各地域の事情はまた改めて各都道府県において考えていただいて、また相談

させていただきたいと思っています。 

 既にここの色分けだとうまくいかない、ほかの方がいいというところを頂いているとこ

ろもあります。ここはまず手持ちのデータだけでざっと分けたらこんな感じでどうでしょ

うかというところですので、決めているものではないということは御理解いただきたいと

思います。 

 大中型まき網につきましては、これも月別のデータを見て、７月～６月という区切りが
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いいのではないかということで書かせていただいているというものでございます。 

 私からの説明は以上です。 

○魚谷資源管理部長 それでは、午後の会議開始してから間もなく２時間経とうとしてお

りますので、ここで一旦休憩を挟みまして、３時10分、15分休憩を取って、３時10分から

再開、質疑応答のところから再開したいと思います。 

 それでは、３時10分に再開いたしますので、その時間までにお戻りいただければと思い

ます。 

午後２時５５分 休憩 

午後３時１０分 再開 

○魚谷資源管理部長 それでは、15時10分になりましたので、会議を再開いたします。 

 資料５のシリーズと、あと資料６についての水産庁からの説明ですけれども、これに対

する御意見、御質問等あれば、お願いします。 

 じゃ、一番前の方。 

○参加者 資源管理の個別具体の話をする以前に、ちょっと法律の整理をしておかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

 定置漁業等の漁業権漁業を漁業法第33条によって採捕停止処分をするという、その法律

根拠はどこにあるのかということを、これ、ずっと質問をしてきているのに全く答えてい

ただけていない。 

 前回の９月11日の太平洋ブロックの会議においても同様の質問をしたんですけれども、

そのときの答えが、令和５年６月12日のサワラの資源管理手法検討部会の議事録に載せて

ありますというお答えでして、すぐに確認をいたしました。このサワラの検討部会は、こ

れ、私が行ったんじゃなくて、うちの海区の委員もしています漁業者の方が行って、質問

をしているんですけれども、要は、定置漁業とか、憲法で権利として認められている、そ

の権利を侵害する、採捕停止をかけるということに関して、どういう法的根拠をもってす

るのかと、これ、極めて大事なことになります。 

 特に、ブリの資源管理になってくると、先ほどもありましたけれども、定置漁業が最も

多く獲っているんです。この人たちを納得させないことには、絶対前に進まない。ですか

ら、一番に質問させていただくわけなんですけれども、先ほど言いました検討部会の議事

録の中では、採捕停止の命令は漁業法第93条で規定する漁業権の取消し等には該当いたし

ませんと書かれているわけです。 
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 じゃ、該当しない根拠はどこにあるのかというのを、まずお聞きせいただかないかん。

その上で、該当しないというのであれば、今後、逆に憲法29条２項で規定している法律制

限というのはどこでやられているのか。これ、難しいことを聞いていないんですよ。93条

に該当しないんであれば、何法の何条で担保できていますと言えば済む話なのに、なぜ、

これが回答できないのか。だから、我々、不信感を持っているわけです。そこを前に進ま

ないことには、ブリの資源管理なんかできないですよ。ここをまず、お答えいただきたい

と思います。 

○永田資源管理推進室長 ブロック説明会のときにも、私から回答させていただきました

し、そのときにも御説明したつもりであったんですが、ちゃんと伝わっていなかったよう

であれば、説明が悪かったのかなと思っています。申し訳ありません。 

 定置漁業も含めて、ＴＡＣ管理の中で採捕の停止の命令をかけるというものの根拠は漁

業法の第33条です。漁業法の第33条に特定水産資源の採捕停止等の命令という規定がござ

います。正に、これが根拠でございます。漁業法の93条で規定する漁業権の取消し等とい

うことではなくて、あくまで、その特定水産資源の採捕の停止等でありますので、ＴＡＣ

に関する規定のこの33条が適用されるというところです。 

 当然、今般の漁業法改正、この33条の部分についても、憲法、その他の法令等の関係で、

齟齬がないかといったことなどは審査・審議された上で、この法律が成立しているわけで

すので、そこは問題はないというふうに考えています。 

○参加者 今、お答えを頂いたんですけれども、法制審議の中では、当然、現行法律成立

しているわけですから、問題ないとなっているわけです。そこは疑う余地がないんですけ

れども、じゃ、なぜ問題ないかというところなんです。 

 33条は、条文としてはすることができる条文なんですよ。することができるということ

は、定置漁業を資源管理の対象として取り込んで、採捕停止命令までかけるかどうか、こ

れは知事の裁量ということですよね。することができる。しなければならないじゃないん

ですよ。このすることができる知事の裁量の中で、知事が憲法の権利を制限することがで

きますか。 

○永田資源管理推進室長 正確に申し上げますと、定置漁業がどのような管理区分で管理

されるかということによるんですけれども、一般的には、まずは都道府県に配分されたＴ

ＡＣの中で知事が管理するということになりますので、その区分の管理においては知事が

必要な場合に採捕の停止の命令というのを発することになりますし、系群全体として、Ｔ
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ＡＣを超えている、超えるおそれがあるということであれば、大臣が採捕の停止等の命令

を出すというのが法律の規定になっています。 

 正に、法律の規定で「できる」となっているということは、できるということなんだと

思いますが、ちょっと、すみません、そこは御質問の意図がちょっとよく分からなかった

です。 

○参加者 そもそも、この漁業法に資源管理規定が盛り込まれる以前、海洋生物資源の保

存及び管理に関する法律、これの第７条に基本計画等の達成のための措置が明記されてい

るわけです。この中で、都道府県知事又は農林水産大臣が計画達成のために必要であれば、

ここで言うと、古い旧の漁業法でいうと、第39条第１項の、これは措置を講じなければな

らないなんですよ。「することができる」じゃなくて、「講じなければならない」。これ、

39条１項が何かというと、今の現行の漁業法でいう93条、それと177条が合体したもので

す。ここは措置をしなければならないんですよ。だから、法制審議が通っているという理

解で、何がおかしいんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 これもブロック説明会のときに、私、申し上げたつもりなんで

すが、旧ＴＡＣ法７条の規定ですね。今おっしゃった漁業法34条１項うんぬんという前に、

その正に直前に、「この法律の規定による措置のほか」と書いてあるんです。つまり、旧

ＴＡＣ法の規定による措置のほかにこういうものってあってですね。そのＴＡＣ法の中に、

今の漁業法33条と同様の採捕の停止というのは入っています。ですので、そのときから、

ＴＡＣ法に基づく採捕の停止というのが行えることになっているんです。 

 それについては、漁業権の取消し等ではなくて、ＴＡＣ法に基づく採捕の停止として、

そういった措置の規定があります。この関係というのは、改正された今の新漁業法におい

ても、そこは変わっていないというものです。 

○参加者 何回も擦れ違いになるんですけれども、要は、措置を「することができる」と

「しなければならない」という、ここの解釈だと思うんですよね。そこで、「することが

できる」の中で、じゃ、そこの、もって権利を制限するんであれば、その条文にずばり記

載がないとおかしいと思うんですよね。財産権の制限を掛けますということをですね。こ

れは、定置漁業とか漁業権のことを一切書かれていないんですよ。そこのＴＡＣ法で「で

きる」というところについては。ここは、どうお考えでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 ですので、すみません、何かかみ合っていないような感じがす

るんですけれども、ＴＡＣ法のときから、採捕の停止等を必要な命令をすることができる、
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となっていて、そこに関して、この漁業法の取消しとは別の規定でできるようになってい

るということですので、それは別物だということで御説明を繰り返し申し上げているとい

うことです。 

○参加者 そうなんです。できる規定なんですけれどもね。するのが知事なんですよ、漁

業権漁業、基本的には。知事が憲法、この法律でですよ、制限できるんですか。する、し

ない、この人、今回はする、今回はしないというのを知事の裁量に任せていいということ

ですか。 

○永田資源管理推進室長 ちょっとそこ、誤解があるかもしれませんが、漁業権の免許事

務は自治事務ですけれども、資源管理に関する規定というのは自治事務ではなくて、法定

受託事務ですので、そこは性質が違うものだというふうに認識しています。 

○参加者 例えば、極端な話、今の、多分、うちの委員さんは、なかなか納得してくれな

いと思うんですね、これ、ブリに掛かってくるとなったときに。その中で、じゃ、どこを

含めるかが、これも知事の裁量だというんであれば、極端な話、徳島県は定置漁業を管理

対象から外します、ほかので頑張りますという話をしたときに、水産庁さんがその計画を

認可・承認していただけるんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 仮に、ブリが特定水産資源として指定された場合に、それを漁

獲している定置漁業という実態があって、それを徳島県さんが管理の対象から外すという

ことがあれば、それでいいとはならないでしょうね。それは、このブリの資源管理という

ものが成り立たなくなりますよね。日本全体で一つの系群として管理する、皆さんが同じ

ＴＡＣの下で資源管理に取り組むということが成立しなくなるので、それはないと思いま

す。 

○参加者 今日のところは、これで置いておきます。 

○魚谷資源管理部長 ほかに、挙手いただければと思います。 

 じゃ、そちらの方。 

○参加者 どうもありがとうございます。 

 水産漁業者ではなくて、市民社会の団体の一つとして意見を述べさせていただければと

思います。 

 まずは、皆様に対して、今までしっかりとこのブリの資源を管理してきてくださったこ

と、我々、日本人がおいしいブリを食べられるこの現状をつくってくださったこと、どう

もありがとうございます。感謝させてください。 
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 また、今後も、日本人だけではなくて、世界の人々がこのブリの資源を持続可能に使え

るように、今までの議論、すばらしい議論がされてきたかと思っております。 

 そういった中で、我々からの要望としましては、やはり持続可能にこの水産資源を活用

しつつ、日本の水産業を再び成長産業にする。そういうところを見据えた上で、ＭＳＹに

基づいたＴＡＣ管理にチャレンジしていただきたいというのが我々の意見でございます。 

 皆様も御存じのとおり、水産というか、この産業は世界的には成長産業でございます。

しかしながら、ある意味、日本だけが衰退産業になっている。高齢化というような話も出

ておりますが、やはりそこでいかに回復傾向に変えるのかというところのキーワードにな

るのが、水産庁さんからの説明もありましたとおり、いかに資源管理をしていくかという

ところなんですね。そういった中で、グローバルなやり方で成功事例が多い、このＭＳＹ

に基づくＴＡＣ管理というものを、是非チャレンジしていただければと思います。 

 もちろん、これまでの議論、御意見にあったとおり、科学はまだまだ不十分で、不安な

部分はあるとは思うんですが、それが完璧になるのを待っていたら、やはりスピード的に

は国際的な流れには遅くなってしまうので、このステップアップの管理というものもあり

ますので、まずはＭＳＹに基づいた管理をやってみるということでチャレンジした上で、

もし駄目だったら戻せばいいだけの話なので、そこをしっかりとチャレンジしていただき

たいと思います。 

 そういった中で、次に改善の要望ですね。要望の内容については、もうこちらの、先ほ

どの説明資料にもあったんですが、まず我々が考える一番大きな懸念は、外国漁船との関

係ですね。皆様、もう御意見も出ていたように、スルメイカであったり、サンマとか、海

外の漁船によって多く獲られていることが一因となって、かなり獲れなくなっている。そ

ういった事態にならないように、今のうちに手を打っておくべきかと思います。 

 もちろん、先ほどの説明でありましたとおり、努力はしていくが、相手国のあることな

ので、なかなかいつまでにというのは難しいということは、もちろんおっしゃってくださ

いましたが、この水産業を復活させる上で、やはり一番キーとなる部分ですので、水産庁

様だけではなくて、外務省であったりとか内閣というものをしっかりと連携しながら、国

際的な課題として対処していただければと思います。 

 特に、現状ですと、日本と韓国が主に獲っているということで、関係国も少ないので、

今のうちにしっかりと日本で適用しやすいような国際的な枠組みをつくっておくというこ

とが、いずれ、多分、資源が増えてくれば、中国、台湾、ロシア、しっかりと獲ることに



－79－ 

なるとは思いますので、それに先駆けて、早めに枠組みをつくっておくということが重要

かと思います。 

 次に、データの取得ですね。こちらも説明にありましたが、電子的なデータの取得とい

うものは、もうグローバル・スタンダードになりつつあります。発展途上国、ペルーなん

かでも、スマートフォンのアプリを使って、漁業の報告、ＧＰＳでね、位置情報も含めて

報告するようなシステムができております。日本もそれについて整備をしていくというこ

となんですが、それもやっぱりスピード感ですね。できれば、このステップ１の間に、１

年しかないですけれども、いかにそういった電子的な報告システムができるかというのが

大きな課題となりますので、やること、やる方針を出してくださったのは非常にすばらし

いことだと思うんですが、それをいかにスピード感を持って、漁業者の方々の不安を取り

除けるようなことに、状況にできるかというのが鍵かと思います。 

 また、電子的な漁獲報告システムだけではなくて、最近ですと、電子モニタリング、カ

メラを使って、ＡＩで魚種判別して、どれだけ獲っているかというのを管理するようなシ

ステムも開発されつつあるので、そういったところ、先進的な事例というものも検討して

いただければと思います。 

 あと、すみません、長くなってすみません、あともう一つですが、混獲対策ですね。こ

ちらも、もう意見出ていました。資料にもありましたが、定置網漁業、待ちの漁業という

ことで、コントロールするのが難しい。近年では、太平洋クロマグロでも、非常に皆様、

苦労されているとは思うんですが、定置網の今後、未来を考えたところで、やっぱり選択

的な、対象魚種をコントロールするような技術を開発して、開発するだけではなくて、そ

れをしっかりと多くの定置網漁業者さんに普及できるような、そこまでの予算取りという

ものをしっかりとやっていただきたい。クロマグロだと、技術は開発されていても、まだ

まだ普及してないというのが課題にありますので、そういった状況も見ながら、しっかり

と普及までのところまで面倒を見るような形で進めていただければと思います。どうもあ

りがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 御意見、ありがとうございます。 

 外国漁船の問題、あと漁獲データの迅速な取得の問題、あと電子モニタリングあるいは

混獲低減技術の開発、いずれもおっしゃるとおり、目指すべき方向だと思いますので、な

かなか難しい面は確かにあるんですけれども、我々として、そういう方向で進めていきた

いと考えております。 
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 それでは、じゃ、そちらの方、どうぞ。 

○参加者 この何日か、会議の中で聞いたので、ちょっと意見させてもらいます。 

 結論から言いますと、我々はブリ資源管理ＴＡＣに関しては、あまり必要ないんではな

いかと考えているんです。 

 我々は、10トン未満の小型船でまき刺し、タコつぼ、トラフグ、はえ縄とか、いろいろ

な漁業を合わせて営んでいます。その中で、我々は10トン未満の小型船のために操業範囲

が限られ、資源が沿岸に来遊しないと漁獲できないということがあるので、不安定な漁業

といえます。このような不安定な小規模な漁業経営の中でＴＡＣの漁獲枠が制限されると

いえば、小さな漁業でありますから、経営にもかなりの不安があるわけです。その立場か

ら代表して、ＴＡＣ管理漁業に関して、あまり必要ないんではないかという考えです。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 御意見ありがとうございます。 

 資源管理、ＴＡＣ管理の必要性、先ほど御説明もしましたけれども、資源を将来にわた

って安定的に利用していくという面から必要なものだと考えております。ただ、おっしゃ

るとおり、規模が小さい漁業経営で、また漁場形成によって漁獲の変わる中で、このＴＡ

Ｃ管理が経営の面からも、必要以上に規制をかけるというか、過剰な負担になるようなこ

とというのは避けていく必要があると思っています。 

 正にそこは、先ほど柔軟な運用についても少し触れましたけれども、ＴＡＣの配分です

とか運用の中で、今おっしゃったような御不安を取り除くような、獲ってもいい状態の資

源を獲るなと言うことのないような運用というところで、その御不安を解消できるように

対応していきたいというふうに考えております。 

○魚谷資源管理部長 ほか、よろしいですか。 

○参加者 ＴＡＣも、我々も、これ、資源がやっぱり増えていくということで、この後、

持続的な漁業としてなっていくということであれば、しっかりＴＡＣに取り組んでいきた

いという思いはあるんですが。例えば、このステップアップのこれを見ても、最長３年間

とかですね。何で、「最長」って付けているのか。もう決められたレールのように進んで

いくようにしか見えないというふうに思います。 

 まず、このステップに入る前に、先ほど、戻りますけれども、この資源評価の部分で、

やっぱり研究者の中でも不十分という意見が多い中で、この精度の更なる向上って記載さ

れていますけれども、実際、どのように精度を向上していって、こうやることで確実に資
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源が増えていくんだよといったことが我々も分かれば、やっぱりそれに取り組んでいくの

かなというふうに思います。 

 今、レジームシフトや温暖化とか、漁獲の地区も大分北上していったりとかですね、や

っぱりロシアの状況とか把握することも必要になると思いますし、その辺しっかり、どの

ように具体的に資源評価の精度を上げていくかというのが大きな課題になるのかと思って

います。 

 それから、近年、決して、漁獲圧がこのブリに対して高くないといった評価の中で、北

海道の待ち受け漁業である沿岸漁業だとか定置網漁業ですね。それから、例えばほかの魚

種もありますから、はえ縄漁業とかが、なぜここに枠をはめる必要があるのか、やっぱり

理解できないです。 

 そういったことで、進める前にまずやること、資源評価をしっかり行って、こういうも

のだということを分かって、ステップアップに入っていただきたいというふうに思います。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず、資源の増減とは別に資源評価の精度向上。それは、今日の会議の中でもたくさん

言われておりますし、私の方からも言っておりますし。まず、それはもうさっきから何回

も言っていますけれども、資源評価の手法の中で、いわゆる資源量指標を用いた資源評価

をやっていくというところが、まずは最初のポイントだと思いますし、ほかの方、北海道

の方からだと思うんですけれども、例えば今３＋歳という形で一まとめにしていますけれ

ども、我々が今考えているその次の課題としては、じゃあ、もうちょっと、３歳と４歳以

上に分けていくだとか。でも、それは我々だけでできないので、それは関係している道府

県の方の協力を得て、そういった形でデータをよりよくしていくというところは、まず大

きな２つの目標として掲げているところであります。 

 それを、まずは少なくともチューニングを使った資源評価に関しては、近い将来、導入

していくという形でやっていくということで、お答えさせていただければなと思います。

ありがとうございます。 

○木村課長補佐 途中でも話は出ていたと思うんですけれども、ＴＡＣの意義というのは、

ブリの場合、全国１系群になるので、やはり各地域でいろんな漁業の実態があることは承

知していますし、獲りに行く漁業、待ちの漁獲と、いろんな形態がある中でどういうふう

に管理するのかというところ、正にそこを議論する場だと思っています。 

 ＴＡＣで数量管理がはまるというところについて、これまで特にクロマグロで管理のキ
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ャッピングを経験されている中で、枠というものに対する思いというのはお聞きしていま

すし、そういうのは理解しているつもりです。 

 全国一つの共通の資源管理の目標になるというのは、私としては結構いいものだと思っ

ていて、漁業種類や地域が違う中で、それぞれ各地域でいろんな自主的な取組をされてい

る方いらっしゃいますし、既に待ちの漁業でも小型魚の放流をされている方がいらっしゃ

るのも聞いている中で、地域ごとの取組だけで資源が増えていかないというときには、全

国でやっていこうというような方向性になるものという風に思います。 

 資源評価のところで、御指摘、多数頂いているのは承知していますけれども、その枠が

どれぐらいかというところですとか、漁獲シナリオの資料の管理期間の４月～３月、７月

～６月というところも、できるだけ主漁期を止まらないような形で管理をしていくような

やり方というところで提案させていただいているところですので、ＴＡＣの意義というの

はそういう部分にあるという風に私は思っています。その点は御理解を頂けると有り難い

と思います。 

○魚谷資源管理部長 資源評価について、不十分だという意見、午前中からありまして、

そういう面があるというのは確かで、そのいろんな課題については研究サイドの方でも十

分認識をしていて、今後やっていくということでございます。 

 そういう中で、先ほどの出席者の方から御意見ありましたけれども、そういう、改善さ

れるのを待ってから、何かやるということではなくて、まずはトライしてみる、チャレン

ジしてみる。それの中で新たな課題というのは常に見つかっていくものだと思いますので、

そういうのを評価方法であれ管理の運用であれ、改善していくということであると思いま

す。 

 そういう観点から、ステップアップ方式という形を、我々、導入することとしておりま

すし、あと、気候変動、環境変動の話もありましたけれども、例えば、現時点でその目標

なりシナリオを決めたとしても、少なくともステップアップ管理でやる場合には、ステッ

プ３に行く時に、シナリオなり目標なりの見直しもありますし、ステップ３に行った以降

も、３年でまずは見直し、そこから先に進んでも５年ごとの見直しがあり、かつ大きな変

化があった場合には５年以内の見直しもあり得る、という形としておりますので、そうい

う試行錯誤をやりながら進めていくという考え方でございます。そういう点も御理解いた

だければというふうに思います。 

 それでは、ほかに。先ほどの･･･どうぞ。 



－83－ 

○参加者 ステップアップの考え方、資料５－３をお願いしたいんですけれども。これ、

前回のときと、資料じゃ変わっていますよね。同じですか。 

○魚谷資源管理部長 前回のときというのは、カタクチの時。 

○参加者 カタクチの時。ちょっとは変わっていますよね、これ。ステップ２のところが

２年、今これ、パブコメかけているところですよね、たしか。これで、もう行くという考

えなんですかね。 

○永田資源管理推進室長 正にパブコメというのは御意見を広く聞いているところで、そ

れを踏まえて、最終案をつくって、その後に審議会に諮問してという手順になります。 

 前に御覧になった資料と変わっている部分というのは、資源管理基本方針というのは大

臣の告示になりますけれども、その中に文章として書いていく必要があって。今、その案

は作成中ではあるんですけれども、そこに具体的にどういう言葉で書くかということと、

これまで分かりやすい言葉で御説明していたところとに齟齬がないようにとか、言ってい

ること、考えていることは基本的に変わっていないんですが、そこで違うことを言ってい

ると見られないように文言の調整とかをした形ですね。これまで、御意見いただいて、こ

うしますとこちらで御説明していたけれども、文字に落とし込めていなかった部分を書き

加えたりという形で、修正というか、バージョン・アップしたものが今のこの紙になって

いて、これで今パブリック・コメントに掛けているという状態のものです。 

○参加者 分かりました。 

 こちらの意見、聞いてもらって、少しステップ２のところが期間延びたのは本当にお礼

を言いたいと思います。 

 それで、今、このブリに関して思ったんですけれども、評価の話がずっと出ていて、恐

らく、研究者の方々もデータが少ないはずなんですよね。このブリに関して、漁獲情報と

かの。ＴＡＣ報告がないんで、さっきの農林水産統計でしたっけ。そんなのを使って、や

っているという形なんで、このステップ１というのは１年でいいのかなって思うんですけ

れども、そこら辺はどうお考えなんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 ちょっとここも、すみません、この資料だけで説明が足りてい

ない部分かもしれませんけれども、ステップ１の主眼としては、おっしゃるとおり、ＴＡ

Ｃ報告を、漁獲報告をしっかりと収集できる体制を確立していくということで取組を行っ

ていって、２年目でステップ２と書いてあるのは、このＴＡＣ管理をする行政側の取組が

変わるというところでの区切りとして書いています。 
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 この表の２段目のステップ２のところの１行目にも書いてありますけれども、ステップ

１の取組に加えというところがあります。ですので、１年で足りない部分、見えてきた課

題というのは、当然、２年目、３年目もやっていって、そこも含めて、ステップ１、２の

取組が十分進展が得られて、ステップ３に行けるぞとなって、ステップ３に行くというこ

となので、しっかり報告を集めようということが１年目でできれば、その体制で続けます

し、足りない部分があれば、そこの改善点は２年目、３年目もやっていく必要があるとい

うふうには思っています。 

○参加者 分かりました。ありがとうございます。 

 どうしても、これ、評価するのに１年ブランクがあるんで、やっぱりここら辺は、これ、

最長３年ですか、２のところまで。このブリに対しては必要なのかなと思うところが一つ

と、自分は、個人的な意見なんですけれども、このブリって、意外とＭＳＹ合うんじゃな

いかなと思って。基本的には、自分、個人的な意見としてはＴＡＣに入れる、ＭＳＹベー

スのＴＡＣをやりながら、どういう結果になるかというのは見てみたいなと思うのが意見

です。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ほか。 

○参加者 どうもやっぱり、実際の漁業者の感覚と水研さんが出された数字とのギャップ

というんですかね、それがあるのかな。漁業者はこう思う、やっぱりブリはずっとよくな

ってきたと。今が最高かどうか分かりませんけれども、まだやっぱり乱獲という意識がな

いと思います。この数字を見ても、やはり、いろんなシナリオを出されているんですけれ

ども、現状が全国で11万トンですよね、大ざっぱに見てですね。これは韓国含んでいます

よね。韓国が１万トンぐらいですから、国内が10万トン。そういう中で、いろんなシナリ

オをやって、直近を見ると大体11万トンの枠である。いろいろ計算されてもですね。そう

すると、留保をいろいろ取ったりすると、今の実績よりもやはり枠が下になる。そういう

感覚の中で、非常に漁業者の人と合っていない、実感と合っていないような感じがいたし

ます。 

 そういう中で、先ほど新潟の方が言われましたように、自分ところはやはり０～１歳魚

じゃないよ、大きいのを獲っているよと。水研さんの方も、やはりこれからは若年層を獲

らないで、成魚として獲っていく。これが資源をやはり増やしていく、大事だろうという

ことで述べられておりますんで。 
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 この中で、現在が、やっぱり今０～１歳魚がかなりの割合を占めている。９割前後です

ね。０～１歳魚を、尾数ですけれどもね、そういう割合で獲っているよと。それに併せて、

いろいろ計算をされて、０～１歳が最高になるような数字をＴＡＣの数字として持ってく

るということなんでしょうけれども、やはり前提がですね、ここで最初の資料１の中で17

ページにあるんですけれども、０歳魚が平均の漁獲圧が0.63、１歳魚は0.66、２歳魚以上、

0.48ということで、０歳魚、１歳魚はかなり漁獲圧が高いということの前提でいろいろ計

算をされている。 

 先ほどありましたように、なるべく若年層を獲らないようにして、やはり成魚として獲

っていくという形になれば、数字が変わるかどうか分かりませんけれども、すぐ変わらな

いということかも分かりません。ただし、将来見れば、そういうのがやはり蓄積して、資

源が安定したものになっていくということを、ある程度、数字的に見せてもらわないとで

すね。やはり今ＴＡＣを設定すれば、現状よりも低い水準になっちゃうよということでは、

どうも漁業者の感覚と合っていないような感じがいたします。 

 どういう計算結果になるか分かりませんけれども、ある程度、やはりシナリオをですね、

操業条件をやっぱり変えることによって、どういう絵が描けるかというところも見せても

らった方が、将来、ある程度、もっとバラ色ということじゃないんですけれども、楽しく

なるような絵を描いてもらえば有り難いなと思います。 

 以上です。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 御発言いただいた、多分ポイントとしては、やっぱりこの午前中の会議の中で参加者か

ら御発言があったような、これ、本当に試算ですよね。漁獲シナリオだから、そういうこ

とではなくて、試算として、じゃあ、今よりもちょっと漁獲の程度を若齢に関しては減ら

したときにどういう未来が見えるのかというところに関しては、もしかしたら、何回も言

いますけれども、漁獲シナリオではないですけれども、お見せする情報としては必要なの

かなというところで感じております。ありがとうございます。 

○魚谷資源管理部長 午前中の議論では、水産庁の方からは、そういう若齢魚の漁獲が抑

制されるという前提でシナリオの選択をするわけにはいかないという話がありましたけれ

ども、一方で、そういう漁業者の皆さんに対する意識づけというか、モチベーションとい

うか、インセンティブを上げるために、そういう試算を示してもらいたいというような御

意見と承りました。これについては、具体的にどういう試算をするのかというところを詰
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めた上で、実際に水研機構さんの方に作業をお願いするということになるのかと思います。 

○木村課長補佐 資料６の３ページ目と４ページ目で、ちょっと緑の数字が多い表があり

まして、こちらが今提案させていただいている、水研の方でつくっていただいた漁獲シナ

リオの案というような形になっています。 

 数字のイメージをつかんでいただけたらなと思って、改めてで重複しますけれども、３

ページの上のＭＳＹを目標とする場合というところを見ていただくと、基本的に年が横に

並んでいて、左側の縦軸にβ、1.0、0.95、0.9という形で連なっていきます。このβとい

うのが漁獲圧に乗じる係数で、数字が少なくなると漁獲圧を抑制していくというような形

になります。 

 便宜上、この表の上では、2023年からＴＡＣを導入した場合の数字というところで、計

算上の数字を仮置きしています。ＴＡＣを2023年から入れた場合というところの想定の下

で作っているものと御理解いただければと思うんですが、これによると、β0.95を見てい

ただくと、2021、2022は10.9、11、これが実績になるんですけれども、ＴＡＣを導入する

と、2023年には9.4という全体枠になります。9.4にすることで資源を一定保護できるとい

うことになるので、2024年、2025年と少しずつＴＡＣが上がっていって、ゆくゆく12.9で

安定していくというようなシナリオになっています。 

 先ほど、漁獲量が凹むというのは、この2023年のところをおっしゃっていたものと思い

ます。この辺の凹みの部分については少し工夫ができるということで、資料の下半分のと

ころになるんですけれども、あまりに凹むと影響が結構大きいということで、前年の漁獲

量からの削減幅を10％以内に制限するというところの条件を加える。 

 そうした場合、β、0.95というところをもう一度、横を見ていただくと、2023年という

のが9.9という形になって、前年比較でいうと、全体では１割ほど漁獲を抑制をするとい

うような形になります。その凹み幅を抑えて、言うなれば、経営への影響を抑えていくと

いう形。2024、2025年について、この辺の上がり幅というのは上半分の表より少し低くは

なるんですけれども、将来的に12.9で安定していくというのは同じであるというところで

す。今、ブリの資源状況はそこまで悪くはないので、この２～３年の管理をどうやってい

くかというところの話について、ちょっとイメージを膨らませていただけたらなと思いま

した。補足でした。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ほかに。 
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○参加者 結構、この会場におられる研究者の方からも資源評価についていろんな疑問が

出されていて、私たち、研究機関会議に参加できないんで、実は研究機関から出る段階で

は、もう研究者の間でかなりの合意が進んでいる評価結果が出ているのかなと思っていた

んですけれども、必ずしもそうでないというのはちょっとショッキングかなと思います。 

 ただ、とは言っても、現在の評価で一定の精度があるということでないと、そもそも目

標の議論に入られないんで、仮に一定の精度があるという前提の上でちょっと目標につい

て申し上げたいと思います。 

 それで、目標の置き方についてですね。０～２歳がマックスか、０～３歳をマックスに

置くかという議論では、私は必ずしもなくて、むしろ親魚量をどの水準で維持することを

目標にするのかということについて、やはり関係者は合意しなければならないんじゃない

かというふうに考えております。 

 それで、仮に22万トンマックスを目標にするという場合、実際にはβ、デフォルトでは

0.8、ある程度安全率を見たら0.95になり、それから、現在の管理では、ＴＡＣの消化率、

絶対100％にはならないわけです。0.8から0.9ぐらいになって。実態、だから、多分βを

0.8とかにしたような管理を行うのと同じことになってしまって、親魚量が、それこそ25

万トンから30万トンといったような水準になるという。もし、親魚量22万を目標にすると、

多分そうなるんだと思います。そういう親魚量というのが、そもそも環境収容力の関係で

維持できるのか。過去に観測されたことのないような親魚量を維持することというのが、

本当に環境収容力の関係で可能なのか。 

 それから、他魚種への影響。例えばマイワシであるとか、これからＴＡＣが検討されて

いるカタクチイワシへの影響等も考えても、本当に望ましいものなのかどうなのか。この

辺りは、定量的には科学的には評価できないわけですけれども、その辺りは極めて不明確

である。そういう中で22万トン、実際にやったら、25万トンとかに親魚量を維持するとい

うことが適切なのかという議論をやはりきちんとしていかないと、私はいけないと思いま

す。 

 これは０～２歳魚マックスにするか、０～３歳魚をマックスにするかという問題ではな

くて、親魚量をどの水準に維持することが適切なのかという議論なのだというふうに思い

ます。 

 そういう中では、先ほど永田室長が示唆されました、再生産関係が、加入量が最大にな

る地点の近傍で親資源量を維持することを目的にするというのも、私は一つの考えとして
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は妥当なのではないのかなという気がしております。 

 あと、もう一つですね。ＭＳＹ目標というのは、私らも、法律にも書いてあるし、重要

な意義だと思います。ただ、ＭＳＹというのは、正に資源の持続的な利用なわけでありま

す。人間が利用するから資源なのであって、生物の存在量を最大にすることではなくて、

人間として利用可能な量が資源なのであります。 

 ですから、やはり人間がどのように利用するかとか、それによって産業がちゃんと維持

可能かという観点も含めて、ＭＳＹというのは考えていただきたいというふうに思います。

仮に、資源がたくさんあっても産業が崩壊してしまえば、持続的に利用可能な状態ではな

いわけなので、ＭＳＹを考えるときに、そういう産業の側面も考えたことで、是非とも考

えていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 目標設定、正にどうするかという重要な議論だと思います。す

みません、私が、ちょっと先ほど加入量最大というところを言及したのは、水産庁あるい

は私として、それをお勧めとか提案しているということではなくて、午前中の議論の中で

そういう意見ありましたねという確認をさせていただいたということです。 

 ですので、ほかにもこういう考え方があるんではないかというところは、今日意見があ

れば出していただいて、どういう考え方が妥当なのかというところを皆さんと意見交換し

ながら、ＭＳＹではないところを目標にするべきだということとかですね、こういう候補

についても検討すべきだということがあれば、シナリオと同様にそういったところも、必

要な計算というのはちょっと水研とも御相談した上でお願いをするということもあろうか

とは思っていますので、正にそれを議論する場ですので、御意見を頂ければと思います。 

○参加者 今、どういうふうな目標を持つのかというようなことだと思うんですけれども、

ステークホルダー会議で、多分、経営的なあるいは経済的な議論、特に客観的な議論がな

かなかできていないというふうに私は思っているんですよ。 

 例えば、ＭＳＹレベルの資源を実現するというのと、あるいは95％のＭＳＹの水準で資

源を利用するとした場合、ＭＳＹ水準まで持っていこうとすると、それなりに一時的に漁

獲量を制限する形になると思います。その場合にどのくらい経済的なコストが掛かって、

それによって得られるゲインがどのくらいあるのかというふうなところをやはりきちんと

科学的に検証しながら進んでいかないと、なかなか議論が煮詰まっていかないというか、

何が正解なのかが分からないと思うんですよね。 
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 今、資源については資源の研究者がきちんとやっていますけれども、やはりそういう経

営的なあるいは経済学的な視点のやっぱりアプローチを専門の方にしてもらうというふう

なのも、一つ、手法としてあるのではないかな。そういうふうな人からの提言とかを聞き

ながら、やはり最終的に資源を利用するのは漁業者ですし。そこの中で合意形成ができて、

目標というのが定まってくるというのが一番ベターなやり方ではないのかなというふうに

考えます。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、このステークホルダー会合の中で、そういう漁業経営の面で、こう

いう目標値あるいはシナリオをどうするかというところまで踏み込んだ形で検討されてい

ないというのは、おっしゃるとおりだと思います。 

 一方で、シナリオ、どっちを選んだときに経営的にどっちがどうなるというのは、例え

ば魚価がどうなるとか、そういったところも出てきて、魚価というのは、シナリオによっ

て、どっちであればどうというところが１対１で対応するわけではないと思いますので、

実際にはなかなか難しいということはあると思います。 

 一方で、この資源管理の目標については、繰り返しになりますけれども、法律の中には

ＭＳＹを実現するために維持又は回復すべき値を目標にするということで、水研機構さん

を中心とする研究機関会議の方では、正にＭＳＹ水準というのの親魚量というのはどうで

すかというのを出していただいているということでありますけれども、一方で、じゃあ、

経営面、全く、我々水産庁として考慮していないのかと言われれば、そこは、例えば、カ

タクチイワシの対馬暖流系群については、いわゆるＰＧＹという考え方。要は、２歳魚ま

での漁獲量最大値ではなくて、０～１歳─今日の資料にもあったかと思うんですけれど

も─０～１歳が価値が高いということで、そこを最大化するところを目標としましょう

という形で進めている。そこは、ある意味、定性的な考え方にとどまっているのかもしれ

ませんけれども、そういう形で、漁業の実態、あるいは先ほどの参加者の方がおっしゃら

れた利用の実態といったところも含めて、検討している事例はあるということです。 

 一方で、このブリについて、試算としては、０～２歳最大化というのを目標とした場合

というのが試算結果として「参考」として示されているわけですけれども、恐らく目指す

べきところとして、０～２歳の分を最大化すればいいんだ、３歳以上は取りあえずいいん

だ、というような考え方というのは、恐らく我々として取れないんだろうということで、

「参考」としてお示しはしておりますけれども、そういうものを採用するという考え方で
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はないという形でございます。 

 一方で、目標の取り方、法律の条文の解釈の範囲内で、先ほど申し上げたようなＰＧＹ

の考え方というのは許されているという前提で我々は考えておりまして、じゃあ、ほかの、

ＭＳＹを基準としつつも、ある範囲内に収まる考え方というのはないんだろうかというの

は、先ほど永田の方からも、もともとは先ほどの参加者の方の御意見ですけれども、加入

量の最大化というのを、当面は目指すという考え方というのはあり得るのかもしれないで

す。 

 そこは、資源評価自体が、現時点でまだまだ改善の余地があるという意味では、当面、

ステップアップの間について、ＭＳＹ達成水準の親魚量ではなくて、ほかの法律の条文の

解釈の範囲内で、何か別のものを当座の目標として目指すという考え方というのは、完全

に否定はされないんだろうというふうに考えているところでございます。 

 ただ、理屈として、例えば、ＭＳＹの90％を超えてりゃいいでしょうとか、そういう話

ではなくて、資源管理、何を目指すのかという哲学なり何なりとの関係で、その目標設定

というのが適切かどうかというのは考えた上で、じゃあ、これで行きましょうというのは

あるのか、ないのか、そこを追求する余地というのはあるんだろうというふうに考えてお

ります。 

 どうぞ。 

○参加者 流通のサイドの立場ということで、今日も参加されている方はいるかなとは思

うんですけれども、先ほどの方からも話があった内容にちょっと関連してということにな

るんですけれども、そもそもブリに対して、このステークホルダー会合自身が、シナリオ

の議論ももちろんそうだなと思っているんですけれども、何か、ＴＡＣの数字がどうとか、

数字にはめられると、いや、なかなかそれだけ獲っている人じゃないんだぞとか、いろん

な意見は多分、いろいろあると思うんですけれども、この場に出ている方がみんな思って

いることって、多分一緒のこと絶対あると思って。このブリでちゃんと、ブリだけで生計

を立てるわけじゃないと思うんですけれども、この資源がなくなってもいいと思っている

人間は多分この場にいないと思っていてですね。それの利用をどうするか、これで、将来、

自分の代じゃない、自分の子供の代までこの資源で、この資源のみじゃなくても、やって

いくんだという人たちがこの資源をどうしようかという中で集まっているのが、そもそも

この場だと思っているので、あまりここでブリをＴＡＣにするとか、ステップ１だとか２

とかという、もちろんこれも大事な議論ではあると思うんですけれども、ちょっと、何か、
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その根本的な部分というのがまずちょっと大丈夫かなというのはあれなんですけれども、

そもそもそういった場ですよねというのを、まず一つ、確認したいなと。 

○魚谷資源管理部長 おっしゃるとおりで、正に、この資源をどうやって管理して、持続

的に利用していくかということを皆さんで考えましょうというのがこの会議の趣旨でござ

います。そういう中で、制限されれば困るというような御意見、それは当然、そういう心

配があるというのは当然のことですし、そういう御心配をどこまで和らげられるのかとい

うことで、水産庁としても、これまで既存のＴＡＣ魚種もいろんな問題が生じる度に後付

けというか、そういう、結果的には後付けになっているかもしれませんけれども、管理の

運用方法について、いろんな工夫を重ね切ってきたという歴史はあります。 

 そういう中で、先ほど来、「チャレンジ」という言葉がありましたけれども、まずはチ

ャレンジをして、チャレンジをした結果、何か支障が生じたときに、水産庁として、いや、

もうこれは決まっている話だから、これで引き続きやるだけですというようなことは申し

上げません。それは、これまでのＴＡＣ管理、既存の魚種の管理について、いろんな工夫

をやってきたという歴史がそれなりにありますので、そこは我々を信じていただきたいと

いうことです。 

 先ほど、資源は残ったけれども産業は崩壊したみたいなことは駄目ですよねというよう

な話がありましたけれども、それは正に水産庁も思っていることでございまして、漁業が

なくなったら、水産庁も要らなくなって、我々、失職するので、そこは漁業を潰すような

ことはしないというのは、皆さんと思いは一つなんだというふうに、私自身は思っており

ます。 

○参加者 ありがとうございます。 

 ちょっと大局的な話にはなったんですけれども、その上でということで言えば、資源を

増やすこと自身がちょっと目的ではぶっちゃけないというかですね。もちろん、それも目

的の一つなんですけれども、大事なのは本当は水産業の成長産業化で、しっかり収入であ

ったりとか、確保できる。それの後ろの背景の産業もしっかりと伸びていくということを

目的に、では、共通の目標を持って、どういった管理がいいかなと。それが数量管理であ

ったり、もしかしたら今やられている網数の話であったり、操業日数のコントロールであ

ったり、多分いろんな方法があって、そのためにみんなの共通目標を持って管理していっ

て、いかにみんながこれの資源でもうかるようにしていく。それは漁業者だけじゃなくて、

流通業界も多分一緒。 
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 先ほど、ちょっと流通の方の担当としてということで言わせてもらったのは、やはり流

通の市場の方からしても、大量にどかっと１日何千トンも揚がって、相場ががんと崩れた

後に、今度、途端に魚がいないやみたいな話って、非常に回しにくいというか、もったい

ないというか。そういうときに、養殖がいい、悪いじゃないんですね。どうしても養殖で

あったり、輸入ものであったりというのに頼らざるを得ない状況というのがあって、やっ

ぱりそういう内容についても、気候で獲れたり、獲れなかったりというのはもうやむを得

ないと思うんですけれども、やっぱり流通とか扱う消費者目線でいっても、安定的にいつ

でも獲れるというか。獲れないものは当然、時化で行けないのはしょうがないんですけれ

ども、そういったのは常に意識していかないと、数だけ、どんだけでもあれば、もうかる

世界ではもうないのかなと思いますし。 

 ちょっと話がそれちゃうかもしれないですけれども、トラックの2024年問題なんかもや

っぱり控えていると思いますので、ないところからどんどん集めていけばいいやという世

界でも、やっぱりなくなるのかなと思いますので、ちょっとその辺りも含めて、みんなで

やっぱりこの資源をちゃんと使いながら、しっかりもうかるというか、そういったことで

議論していければいいのかなというふうに思いますし、先ほど魚谷部長から言われたよう

に、正直、既存のＴＡＣ魚種だって、もう何年経っているのという世界だと思うんですけ

れども、いまだになお、いろんな制度の運用を変えてきているし、まだまだ足りないねと

いう議論をしていると思うので、ましてや、それがこんな１系群のブリになったら、もっ

ともっとそんな議論って、みんなで考えることになるなと思うので、個人的な意見にもな

るんですけれども、全部整ってからという話ではなくて、今のＴＡＣ魚種でさえ、まだ完

璧じゃないので。もっともっとみんなで動き出しながら、全然ちょっとこれ、足りないじ

ゃんとか、もっとこういったことできないのとか、今のＴＡＣ魚種でやったことないよう

な運用の話も含めて、どんどん改善していけばいいんじゃないかなというふうに思います

ので、是非、その辺り、今後も水産庁の強い意志というか、いくらでも、我々、県もそう

ですし、漁業者も含めて、一緒になって考えていけたらいいなというふうに思っています。

ちょっと、感想みたいになっちゃいましたけれども。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 非常に水産庁の応援みたいなコメントだったように思いますけれども、確かにおっしゃ

るように、ＴＡＣにしたら、それで終わりということではなくて、じゃあ、それをどうや

って改善していくか。それは評価についてもそうですし、管理の運用についてもそうです。
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既存のＴＡＣ魚種も、要は20年来、ＴＡＣ管理やっていますけれども、最近になって、こ

れ、どうするんだみたいな状況に陥って、新しいやり方考えていくというような形でやっ

ているというのもございますので、そこは一緒に走りながら、考えていきましょう、改善

していきましょうというつもりで、我々、議論をしておりますし、研究機関の方も同じだ

と思います。現時点ではここが駄目、あれが駄目と言われて、ある意味、叩かれながらで

はありますけれども、そこは日々努力をされて、改善されていくということであります。 

 不十分だということでありますけれども、これまでも研究機関の方々、一生懸命努力を

された結果、現状では最善と思われるものを出していただいているということで、水産庁

としては、そういう努力を無駄にはできないという考えでございますので、引き続きの改

善というものを行っていくという前提で、じゃあ、置かれている現状で何ができるか、ど

うやれるのかというのを議論していって、進めていければと思っているところでございま

す。 

 それでは、ほか。 

 そちらの後ろの方、どうぞ。 

○参加者 定置網の現場からの意見を申し上げたいと思います。定置網では、先ほどから

話題になっているように、ブリがほかの多くの魚種と混獲されたり、突然、突発的にブリ

だけが大量漁獲されたりするケースは珍しくないことですが、ブリを主な漁獲対象として

いる定置網を経営している事業所が現在少なくないわけですけれども、そういう中で、ブ

リをできるだけリリースせずに収入につなげるということが最も我々にとっては重要な課

題です。 

 それから、また、定置網は魚群の移動を待って漁獲作業を行う受動的な漁法であります

けれども、地域ごとに漁獲が望める時期というのは限られておりまして、このようなこと

から、先ほどから御説明ありましたけれども、水産庁が案として示している管理期間を漁

獲量ピークの中間に持ってくる、あるいは２つに分けるというような方式や、可能な限り

リリースする必要のない柔軟な方法での漁獲量管理というのは、我々にとっては大変望ま

しいことだというふうに考えております。 

 それから、以前、モジャコについての話題がありましたけれども、そのモジャコの採取

についても、我々のイメージとしては、ブリの漁獲が低迷していた時期に養殖種苗である

モジャコが大量に獲られていたような、そういうイメージがあるんです。それであって、

モジャコの漁獲についてもＴＡＣ管理と並行して行うと、先ほど御説明がありましたので、
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その採捕については計画的かつ慎重に取り扱っていただきたいなというふうに考えており

ます。 

 我々として、何回か内部で議論をいたしましたけれども、おおむね、このブリのＴＡＣ

魚種追加については、水産庁の示すステップアップ方式による方法に賛成であります。評

価についても、例えば管理にしても、先ほどからテクニカルな部分の議論がされておりま

すけれども、随時修正しながら、それぞれやっていったらどうかなというふうに考えてお

ります。 

 2017年から、少しずつ資源が減少しているということですが、我々も現場で増えている

というような魚種というのは何一つないような、そういう感覚を持っております。やはり、

速やかにこのＴＡＣ魚種を増やすことで、そういった管理をして、持続的な漁業につなげ

ていきたいなというふうに現場では切望をしております。 

 以上でございます。 

○魚谷資源管理部長 御意見ありがとうございます。 

 承ったということで。 

 ほか。どうぞ、そちらの。 

○参加者 あと、多分、何年かでこのステップアップの１の期間に入っていくと思うんで

すけれども、ステップ３になる前の１と２の間に定置網の操業中止、採捕停止命令の話な

んですけれども、中止できない、何か仕組みをつくっていただきたいんですね。 

 採捕停止、ブリだけ獲らないということはまず無理ですから、採捕停止ということはも

う操業が中止というぐらいになっちゃうもんですから。例えば融通ですとか、融通は相手

がいる話で大変だと思うんですが、前借りですとか。あと、超過分に対しては賦課金だと

か、そういうのを集めて何かに使ってもらうとかして。何としても操業だけはさせていた

だきたい。採捕停止というのだけは避けたい、避けていただきたいと思います。お願いで

す。 

 それと、あと、ＴＡＣは無理のない楽なＴＡＣから始めていってもらえればなと思いま

す。お願いです。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 御意見ありがとうございます。 

 我々も、採捕停止の命令というのは掛けたいなんて思っていなくてですね。掛けずに済

むような管理をしたいと考えております。 
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 ですので、繰り返しますけれども、先ほどの柔軟な運用、融通をしやすいように管理期

間をずらして、もしかしたら獲れるかもしれないから枠を持っていきたいという思いのと

ころもあるかと思いますが、漁期が終わって、管理期間が先に終わるところから融通しや

すくするとかですね。逆に、そうすると、後から始まる方が返す期間がないとか、先の方

が獲ってしまうのではってありますけれども、そこは逆に言うと、留保の使い方とか、当

初の配分の中で、後から始まる人と先に始まる人で配分をどうするかとか、留保の使い方

の優先順位をどうするかとか、いろんな工夫も考えられます。そういったことも含めて、

採捕の停止が掛からないような運用というのを考えていきたいということでいくつか提案

させていただいておりますし、これまでの既存のＴＡＣ魚種でやったことがない仕組みも

含めて、いろいろと考えていきたいというふうに思っています。 

○魚谷資源管理部長 ほか。どうぞ、そちらの方。 

○参加者 今の方と同じような話になるかもしれませんけれども、ちょっとお話をさせて

いただきたいと思います。資源が増えるということは、僕は決して反対しません。しかし

ながら、北海道の我々の定置網というのは、僕も漁師50年ぐらいやっていますけれども、

それこそ、十数年前まではブリって見たことなかったんですよ。ブリって、マグロだろと

いう話も出たぐらいだったんですよ。 

 しかしながら、今、北海道においてはやっぱりブリもかなり、うちの知床の方でもかな

りブリは獲れています。その中で、やはり一番大事なことは、決して網を、操業停止をし

ない中で、我々の定置網というのは秋サケを獲っている定置網ですから。それが経営に大

きく影響を、揚げちゃうと影響しますから。やはり操業停止にならないような方策を取っ

ていただきたいし。 

 そう考えたとき、やはり本来、我々、漁業者が可能な目標ってあると思うんですよ。そ

れこそ、ＭＳＹに従った目標じゃなくして、もっと低い数字の目標を作りながらさ。例え

ば15万トンとか、作りながらね、まず第一段目としてはやってみる。次に、本当にＭＳＹ、

22万1,000トンかい、の目標をつくって、何段階かに分けてやってみることが大事じゃな

いのかと思っております。そうすれば、我々、漁業者もやっぱり北海道含めて、資源が増

えるということはいいことですから、率先して協力はできると思います。 

○魚谷資源管理部長 資源管理ですね。全ての関係する漁業者の皆さんで取り組んでいき

ましょうという話ですので、定置漁業の特殊性というか、特性というのはもちろん理解は

しておりますが、定置には採捕停止命令、一切、絶対出しませんということは申し上げら
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れませんけれども、先ほど永田の方からもありましたように、いろんな工夫によって、可

能な限り、そういう状況、要は採捕停止命令を出さざるを得ないような状況に陥らないよ

うな工夫というんですか。そういったものはやっていくということです。 

 あと、目標については、まずは低い目標でという話ありました。我々、法令に基づいて

仕事をする行政の立場では、やはり法律に書いてある目標のＭＳＹの文言との関係で、そ

の解釈の中でどこまで考えられるのかというのはきちんと考えないといけないわけですけ

れども、繰り返しになりますが、ほかの魚種についてはＭＳＹ水準、要は計算されたＭＳ

Ｙ水準そのものではなくて、実態等も踏まえた形でここまでは可能でしょうと、解釈の範

囲内に収まるでしょうというような目標を用いようとしているものもありますので、そう

いったことについての議論というのも対応していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 ほか。どうぞ。 

○参加者 どうも、よろしくお願いいたします。 

 先ほどからお話に出ていますけれども、目標管理基準値の考え方については、まだいろ

いろ検討の余地がありますし、アプローチの仕方もいろいろあると思いますんで、これに

ついては、また別途いろいろと検討されているのかなというふうに思います。私の方から

は、やはり漁業者の経営上にやっぱり問題にならないような、そういうような取組として

スタートしていただきたいというふうに思っております。 

 先ほど、お示しいただいた資料の６ですかね。漁獲シナリオの検討というところ、あり

ますけれども、例えばこの漁獲シナリオで、パターンがあまり多くないんですけれども、

例えばこれの中で、漁獲圧係数を今0.95、0.05単位で上げたり下げたりしていますけれど

も、そこを例えば0.95を0.96とか0.97にして、なおかつ2033年じゃなくて、2038年を目標

にするだとか、そういったような柔軟な対応と言いますか、そういうような考え方という

のはできないんでしょうかね。ちょっと、そこが聞きたいところだったんですけれども。 

○永田資源管理推進室長 シナリオの考え方として、管理開始から10年後に目標管理基準

値、先ほど目標をどう設定するかってありましたけれども、目標管理基準値を上回る確率

50％以上というところが、一つ、シナリオの考え方としてありますので、そこを10年を15

年というのは、ちょっと今やっている考え方の中では、そこはできないというところでは

あります。 

 他方で、目標をどうするかというところとも関わってくる部分もありますし、βをどう
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するかというのも、今計算しようと思えばできるのかもしれませんが、表を見て分かると

おり、ここより更に刻んでどのくらい変わるかというところもあります。正直、そこはあ

りますので、今までのいろいろな議論の中で、シナリオの検討はこの0.05刻みというのが

一番細かいところで検討してきているというところです。 

○魚谷資源管理部長 ほか。どうぞ。 

○参加者 到達目標のところなんですけれども、先ほどもちょっとありましたけれども、

22万トンという数字については、いずれ、より資源を増やしていくという意味ではありだ

とは思うんですけれども、当面、その数値でＴＡＣが設定されるとすると、やっぱり、留

保枠を取ったり、各管理区分の遊びを考えると、現状の漁獲が制限されかねないというと

ころの抵抗感と、それから未だ経験したことがない水準まで、こういった高次捕食者をあ

えて増やすのかということ。それから、午前中申し上げたような、それに伴って、恐らく

海の中で、人間が獲るのを我慢しているような浮魚もブリに食われてしまうんではないか

と。何をやっているんだか、分からなくなってしまうんではないかというような感覚があ

って。それで、今さっきお話ありました、より低い目標水準値をまず設定できないかどう

かということになってきていると思うんですけれども、そのときに、この97％ＭＳＹはほ

ぼ近年の現状のＳＳＢの値に近いと思うんですけれども、シナリオ的に名乗っている、０

～２歳を最大値にするという見出しが付いているものですから、目標水準の議論とその狙

いというんですかね。どういうふうな年齢を増やすんだという、狙い等の議論がちょっと

混在してしまっていると思う。それで、水産庁さんも、これは採用しにくいよねというこ

とだと思うんですけれども。そう考えたときに、さっき加入が最大の水準というのも一つ

あったと思いますし、例えば、現状の過去３年、過去５年ぐらいのＳＳＢの水準で、大体

このままでいいんじゃないかというような感覚があるとすれば、例えば過去５年のＳＳＢ

の平均値とか過去３年の平均値というようなものが、ＰＧＹ的な─ＰＧＹといえるかど

うか、分からないんですけれども─現状で変わりないような漁獲の仕方でソフトランデ

ィングしようよという意味でのＰＧＹというんでしょうか、そういうものとして、直近３

年平均、直近５年平均値。ちなみに、直近５年の平均で16万トン、直近３年で14万トンぐ

らいだったと思うんですけれども、そういう見出しの下での目標水準の数字というのも是

非計算して、選択肢の一つとして並べていただければ有り難いと考えました。よろしくお

願いいたします。 

○魚谷資源管理部長 御意見ありがとうございます。 
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 おっしゃったように、この97％ＭＳＹという数字、これ、97％が低過ぎるとか、そうい

う議論をしているわけではなくて、ここに至った考え方として、これ、どういう経緯で試

算をしたかというと、０～２歳の漁獲量を最大化しましょうといった時にどうなりますか

ということで出てきたということで、その０～２歳を最大化しましょうという、哲学とい

うか、そういったものは目標、目指すべきところとして、ちょっと採用できませんよね、

というのが我々としての考え方です。 

 ですので、これは、個人的意見になるかもしれませんけれども、当面は加入を最大化し

ましょうというのは、考え方としてはおかしくないというか、ありなんじゃないかという

ふうに思って、先ほどの発言をしたところです。 

 一方で、近年の状況を平均を取ってという考え方については、目指すべき点としてどう

なのか、というのは、これも個人的な意見かもしれませんが、今、聞いたところの印象と

しては、目指すべきところとして適切なのか。要は、哲学というか、目標に対する考え方

として、近年の平均でいいじゃないの、というのは、本当にそれがいいのか、あるいは対

外的に説明し得るものなのかということについては、私自身はちょっと疑問に思うところ

でございます。 

○参加者 ありがとうございます。 

 おっしゃるところもそうかなとは思うんですけれども、社会経済学的要因的に考えたと

きに、現状で資源も割と高水準だし、これをまずは維持していこうよという目標もなくは

ないのかどうか。もう一言、ちょっと今、申し上げました。あとは要望ということで、よ

ろしくお願いします。 

○魚谷資源管理部長 どうぞ。 

○参加者 昨年の７月の資源管理手法検討部会で発言させていただきました。そのときに、

資源的には大きい魚を増やす、若齢魚を控えてというのは十分理解しているというところ

で、じゃあ、現場サイド、実際にはどうかというと、日本、すごい広い範囲で獲れる、い

つの季節でも獲れるこのブリをどういう形で皆さん利用しているかというと、大きいのば

っかりが利用価値があるということではなくて、逆に自分たちのところでは、夏獲れる、

大きいものよりも小さいものの方が魚価が高いという、そういう話をさせていただいたと

思います。 

 経済価値を考えると、大きい、小さいということではなしに、獲れる場所とか季節とか、

そういうことによって違うというところで、この０歳～２歳の漁獲量が最大になるように
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という、こういうものが出てきたというふうに私は理解しております。 

 そういうことも含めての管理ということなので、私も、22万トンを今まで過去になかっ

た親魚量を目指すというよりは、そういう利用価値もある。経済効果も考えたときには、

そういうものが最大になる。しかも、加入も最大になるということであれば、私もこの

97％というやつを賛成したいなというふうに思っております。 

 資源が増えるということと、将来的にそれが成長産業化につながるのかということが、

やっぱりセットでないと駄目なので、資源だけ増えればいいという話ではないので、そこ

も考慮すると、今の現状の資源量からすると、そのぐらいがちょうどいいのではないのか

なというふうに思いました。いろいろと議論が出ていたところなので、そういう話が昨年

の資源管理手法検討部会で発言されたということを皆さんにお知らせしたというところで

す。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 私も、今日の会議に備えて、資源管理手法検討部会の議事録、一応一通り読みまして、

提案されたときの趣旨というのは十分理解しているつもりです。地域によってはそういう

地域もある。 

 私自身、福井の出身なんですけれども、子供の頃、ブリといえばフクラギ・サイズをお

刺身で食べるということしかなかったので、あの大きな寒ブリというのは、あまり、自分

の幼少期の利用形態の中ではなかったということからすると、もちろんそういう利用形態

がある、そういう価値が付くところがある、というのは理解はしています。 

 ただ、系群１本で管理するという中で、じゃあ、全国一体でこの０～２歳を最大化する

というのが目標の考え方としてあり得るのかというと、そこは違うんでしょうということ

で申し上げたということです。 

 目標の取り方とは別に、じゃあ、本当に利用の仕方として、要は若齢魚の漁獲をもっと

抑えるべきじゃないかという考え方、先ほど、そういう試算もやってみるべきだという御

意見も頂いておりますけれども、それは目標設定の考え方とは別に、利用の在り方として

は検討をし、議論をした上で、どうするかというのは考えていくべき課題の一つだろうと

いうふうに考えております。 

 ほかに。どうぞ。 

○参加者 目標管理値、さっきのＳＢ97％というのも自分も賛成なんですけれども、この
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β0.95でやっていくというのが、取りあえず、最初のステップアップの時点でいったら、

現状のやっぱり漁獲量を担保しておいて、例えば12万トン、ＴＡＣ数量、３年間、これで

やってみるということはできるんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 現状の漁獲量の話についての確認なんですけれども、近年のブ

リの漁獲量、統計を見ますと、令和４年で９万2,800トン、令和３年で９万4,500トンとい

うのが我が国の漁獲量になっています。 

 それで、これまで具体的に話していなかったことなんですが、ちょっとここでお話しし

ておこうと思いますが、資源評価のところでも説明ありましたが、この資源評価には韓国

の漁獲量を含んでおりますので、実績としての漁獲量は韓国も含んでいるものになってい

ます。ただ、今後、このＴＡＣを設定しているときにどういう考え方でやるかということ

について、今の時点で我々としては、ブリは産卵場を含めて我が国周辺に分布していて、

主として我が国漁船に漁獲されているという状況、また、今後のＴＡＣ管理においても、

我が国の資源として資源管理をしっかり強化推進していくという方針であるということを

考えていくと、我が国においてＴＡＣを設定するときに、今評価で出ているＡＢＣを全量、

我が国が漁獲するということでＴＡＣに設定していくのがいいのではないかというふうに

考えております。 

 その考え方で行きますと、今ここでいくつかシナリオを出しておりますけれども、どの

くらい、直近と比べて余裕があるかというところは見方あるとは思いますが、実績よりも

少ないＴＡＣを設定しようとしているということではないというところは、まずは御理解

いただきたいと思います。 

○参加者 分かりました。 

 これ、じゃあ、自分もちょっと説明の中で言われていて、ちょっと抜けちゃったんです

けれども、この0.95の数字を使っても現状維持の数量は割り当てられているという認識で

よろしいんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 いくつか試算してありますけれども、例えば、１年目で一番厳

しい数字になるものが、このベースケースのβ0.95というときが９万4,000トンという数

字ではありますけれども、今、いくつか試算していただいている中の変動幅を抑えるとい

うようなシナリオを採用したケースであれば、直近の漁獲量よりも抑えるというような提

案ではないということです。 

○参加者 ということですよね。じゃあ、現状、ちょっと難しい言葉ばっかりなんで分か
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らないんで、現状のように獲れるというのを担保していただければ、皆さん、やっぱり経

済性もあるんで、ある程度、やっぱり獲れるところは獲れるって、はっきり言ってもらっ

た方が分かりいいのかなと思います。 

 以上です。 

○参加者 今の説明ですと、日本が全部ＴＡＣ獲れる。年が明けて、韓国の漁獲量が分か

りました。そうした場合、漁獲量として、その分積み上がりますよね。資源評価に対して、

要するにＴＡＣを超えた漁獲があったということになって、要するに資源的には問題が生

じるんじゃないんですか。 

○永田資源管理推進室長 今のは、設定したＴＡＣ満限まで漁獲して、プラス・アルファ

の韓国の漁獲があった場合にＡＢＣを上回る漁獲があって、資源に悪影響があるんではな

いかと、そういうことですか。 

 確かに、今おっしゃったような満限まで獲り切ってという中でどのくらい影響があるか

というところは、シナリオ上、どのくらいβで安全を見ているかというところも含めて、

結果としてどうなるかというのはあると思いますけれども、そこについては、韓国の漁獲

量が大幅に増えるとか、影響があるようなレベルになってくるかというのは見極めていく

必要があるし、必要に応じて、韓国への管理強化の働きかけとか、そういったものも含め

て出てくるとは思いますけれども、すぐに今これを差し引いて、ＴＡＣを設定する必要が

あるとは考えていないということです。 

○参加者 分かりました。 

 本当にそれでいいのかどうか、ちょっと、きちんと検討しないと分からないのかなとは

思いますけれども。水産庁の考え方は了解いたしました。 

 もう一点いいですか。留保枠の関係なんですけれども、もともとＴＡＣって、再生産に

ついても不確実性があって、なおかつ前年の資源の評価、それについても特に若齢魚につ

いては不確実性がある。必ずＴＡＣって、上振れ、下振れというのは、これはテクニカル

に必ずあるものだと思うんですね。その場合、上振れした場合については留保枠では対応

できないと思うんですけれども、その辺について、ブロック会議のときにも質問はさせて

いただいたんですけれども、何か、回答というのはあるんでしょうか。 

○永田資源管理推進室長 どのような状況で急に上振れが出てくるのかというところがち

ょっとイメージしづらいところはあるんですけれども、それは魚種の特性によって、どう

いうときに上振れというかですね。上振れして、例えば資源が多かった、加入が多かった
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とかいう時であっても、資源によって、その資源の有効利用、利用の仕方として考えたと

きに、先ほどから若齢魚を獲るのは抑えた方がいいんではないかという話もあるとおり、

急にそれが漁獲対象として現れるのかどうかということで、ブリがそういうことが起こり

得るのかということがあまりイメージできないんですけれども、どういったことを想定さ

れているんでしょうか。 

○参加者 加入って、必ずしも一直線で再生産曲線のところに乗るわけじゃなくて、それ

の上に行ったり下に行ったりというのは必ずあると思うんですね。 

 上に行った場合は、ブリであれば、要するに0.5歳以上ですね。０歳魚の場合の0.5歳以

上魚のところに上振れの方が加算されますし、なおかつ若齢魚については、資源評価上、

やはりある程度、不確実な数字が出てきますんで、そこの部分についての上振れというの

も当然出てくるかと思いますので、その辺りのところでやはり出てくる、上振れというの

は生じるのではないかな。 

 これ、いろんな魚種によって違うかと思うんですけれども。かなりちょっとテクニカル

な問題になってしまうんで、あれなんですけれども、いずれにしても、そういう上振れと

か下振れとかというのが、ＴＡＣの場合、必ずあって、それはどこでたくさん獲れて、ど

こで獲れないとかという、そういうふうな漁場の問題ではなくて、違った意味で課題とし

てあると思いますので、それについての検討というのをやっぱりしていただきたいと思い

ますし、あと、上振れした場合に、ＴＡＣがもう決まっていて、獲れなくなるとした場合、

当然、漁業できないわけです。機会損失という形で、非常に経済的にも損失になるわけで

すから、それに対して、できるだけそうならないようにする対処法というのが必要になっ

てくるだろうということで、是非、まだこのブリではすぐにということはないと思います

けれども、きちんと検討していただければなというふうに考えます。 

○永田資源管理推進室長 分かりました。 

 特に、その上振れのケースは、浮魚でよく問題、最近でも実際そういったところがあっ

て、どのような対応ができるかと具体的な検討をしております。 

 ＴＡＣ制度、一般として、そういう評価の不確実性、振れに対してどう対応するかとい

うのは検討しておりますが、繰り返しますけれども、ブリという資源を考えたときに、い

るぞと分かったときに、それをすぐ獲るのが資源の利用の仕方として適切なのかどうかと

いうところは、併せて考えておく必要があるかなと思っています。 

○魚谷資源管理部長 それでは、そちらの方。 
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○参加者 ＴＡＣの管理ステップアップの考え方は、賛成です。ただ、簡単に言っている

わけじゃなくて、先ほど石川県の方がおっしゃっていましたけれども、私たちもここにい

る皆さんもみんなそうだと思うんですけれども、次世代につなげる漁業をしなければいけ

ない。サバもいなくなった、スルメもいなくなった、もうこのままでは次につなげない。

それは、沖合の漁業の人もそうかもしれませんけれども、ここで、このステップアップの

考えで、検討しながらやっていただけるというお話だったんで、賛成させていただきたい

と思います。 

 また、今日もそうなんですけれども、私、若い漁業者と毎日仕事していますと、残して

あげたいと、熱い思いもあるんですけれども、今日も実はクロマグロの小さいのがすごく

いました。魚取りに行く前に型を下げて、みんな箱網の後ろに回して、もちろんサバも行

くし、トビウオも行くし、シイラも行くわけですけれども、でも、それでも８年クロマグ

ロをやって、僕、８年かな、８年ぐらいだったと思うんですけれども、初め、私たちは反

対でした。でも、クロマグロの、多分、研究者が思っている以上に増えていると思います、

すごく。そのことが、僕らの資源を守れば、増えるということを実感で感じたという次第

です。 

 また、水産庁においても、そのことを沖合の方、僕ら沿岸もみんなで我慢して増えた。

そのことを、こういう資源管理では、是非、一般の方にも伝えてほしい。そのこと、すご

い大事だから。資源管理をすれば、魚は増えるということを、是非、マグロのことを例に

取って、一般の方に伝えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 御意見ありがとうございます。 

 ほか。 

○参加者 私の地元は、石川県で、日本海の富山湾で操業させていただいております。私

どもの主流魚種というのは、冬場の寒ブリと、そしてスルメイカです。10年ほど前までは

８億5,000万円から９億円ほど水揚げしておりまして、それが未来永劫続くものだと勘違

いしておりました。この10年ほど前から、２億から３億、水揚げが減って、６億、７億と

いうような状況です。 

 その中で、先ほどの方も言われた、クロマグロの資源管理ですけれども、当初は、これ

は大変なことになったなというのが実感です。ところが、現在見ていると、多くの漁業者

は思っていると思うんですけれども、あれはやって、やっぱり資源が増えたんだなという
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実感があると思います。 

 私どもにしても、当然、ブリの資源管理については、大変なことではありますけれども、

やっぱり未来永劫、また漁業を続けていくためには、地域のためにもやっていかなくちゃ

ならないものであって、是非とも資源管理、うまくＴＡＣ化を進めていきたいなと思って

おります。 

 その中で、やっぱり全国、北海道から沖縄まで、大変広い範囲で操業しているわけです

から、何か、一生懸命、今日、水産庁の方々が手当を考えていてくれているというのは実

感いたしました。ただ、その中でも、どうしてもやっぱり想定外のことも出てくるだろう

と思っております。そのときには、やっぱりステップアップの１から２のときに、できる

だけやっぱり時間を掛けて、漁業者が納得いくような説明をして、また、意見を十分取り

入れて、前へ進めていっていただくよう、お願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 それでは、どうぞ。 

○参加者 皆さんで一生懸命考えていただいておるんですが、実際にこれを実践する場面

になってくると、海の上ではやっぱり漁業者ということになろうかと思いますんで、漁業

者の思い、漁業者の考えも十分取り入れていただきたいというのがお願いでございます。 

 それから、先ほども申し上げました、午前中に申し上げましたが、やっぱり気候変動が

大きく原因していると思うんですが、私、個人的には、もう昔の常識で海を語れないとい

うんでしょうかね。全く、10年前、20年前とは、今の海は大きく変わっているというふう

に認識をしております。 

 過去の実績を使われて、資源も評価していただいておるんですが、資源量としては全体

では変わらないとしても、その生息域が北の方へ行ったとか南の方へ行ったとか、そうい

うことは現実にあると思っています。 

 したがって、資源量としてはこれぐらいですよというふうに説明、解説をしていただい

ても、決してそれが漁獲に結びついていかないという、そういう面もあると思いますので、

どうか、単純に過去の10年間から推定するとこうだよというふうなことも大事だとは思う

んですが、海の中は変わっている。それも大きく変わっているという辺りも頭の中に入れ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 
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○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 繰り返しになりますけれども、仮にこのステップアップ管理をやるとすれば、まず、ス

テップアップ期間の３年たったら、ステップ１、２の３年を想定して、更にステップ３に

上がるということであれば、その時点で目標あるいはシナリオの見直しは行われますし、

その後、更に３年、その後も５年、５年で随時見直していく。５年以内であっても、大き

な変化が見られれば、つい先日、マイワシの太平洋系群で、５年以内の見直しというのの

ためのステークホルダー会合をやりましたけれども、そういう形で進めていくということ

でございます。 

○参加者 まずは、漁業者からの立場として、今の方からも発言ありましたが、海は非常

に今変わっております。ブリは、資源数量自体はそんな変わっていないんですが、私ども、

日本海の定置でいくと、昨年に比べて、魚体が本当に小さくなってきています。昨年度は

６キロクラスが夏場にメインだったんですが、今年は３キロが主流です。こういうように、

海の資源の変化は、我々、漁業者には合わせてくれません。今現在、ブリに関して言えば、

漁獲圧がそこまで高くない。だからこそ、きちんと今からＴＡＣ管理をして、データを取

りながら、資源管理をしていくのが一番いいと思います。 

 先ほどから、じゃあ、その資源評価について、いろんな研究者の皆さんの意見が出てお

りますが、それをまとめるとなると、これ、また何年掛かるか分かりません。私は、資源

評価については、まずは水研のデータを基にして、ＴＡＣ管理をスタートしていただきた

いと思っております。 

 資源が本当に変わっております。私ども、ブリを例えば1,000匹、2,000匹逃がした後

に･･･違います、マグロ、クロマグロですね。上層を泳いでいるマグロを1,000匹、2,000

放流した後に、そこにいるブリを、金庫に入ったブリとかを水揚げしております。これが、

クロマグロとブリを一斉に放流しろとなると、これはもう操業停止になりますので、そう

ならないように、漁獲圧が高く、まだ資源が豊富な今、ブリのＴＡＣ管理は、是非、早急

にスタートしていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 それでは、どうぞ。 

○参加者 ２点、お願いと御質問なんですけれども、まず１点、先ほども言っていました

けれども、基本的には、資源というのは漁業者さんが獲っていくものなので、漁業者さん



－106－ 

の意見をしっかりと反映して進めていただきたいなと思っていまして、必要によっては、

ブリに関しても各浜に行って説明する機会とかも設けて、漁業者さんの理解を得た上で進

めていっていただければなと思っています。 

 もう一点なんですけれども、ちょっと話戻ってしまって、混獲の対応についてなんです

けれども、今日来ている漁業者さん、まき刺し網漁業という漁業を操業していまして、こ

ちらの漁業は基本的には刺し網とまき網が合体したような漁業なんですけれども、選択し

て漁獲することができないので、マダイを狙っていてもブリ類が掛かってしまうことが多

い漁業になっています。そういった中で、枠がいっぱいのときに、マダイを狙って、ブリ

類を混獲した際にどういった措置が取られるのかどうかというのを、ちょっと御質問させ

ていただければなと思います。 

○永田資源管理推進室長 具体的な、県の中での配分をどうするかとか、管理区分をどう

設けるかとか、配分をどうするかということによっても変わってくるとは思うんですけれ

ども、先ほど私どもから説明したのは、国としてどう都道府県等に配分するのか、留保を

どう使うかということの工夫の部分なので、各県においても県の中での配分とか、県の中

で留保を持つとか、そういった工夫というのはいろいろとやり方としてあると思っていま

す。 

 具体的にどうするのがいいのか、すみません、今、にわかに、千葉県の中でどのような

漁業がどのくらいの量を獲っていて、配分がどうなることが想定されているのか分からな

いので、個別にこういうのがあってというところまではできないですけれども、そういっ

た部分、国から県への配分の中でのどうやるかという部分プラス、県の中での管理をどう

するかというところでの工夫があると思いますので、国の考えていることも参考にしてい

ただきたいし、こういうことができないかという御提案も頂き、また、いろいろと御相談

していきたいなと思います。 

○参加者 分かりました。 

 じゃあ、その際は、また御協力いただければと思います。 

○参加者 すみません、ちょっと、じゃあ、私が話します。 ワラサとかブリとかイナダ

とかを狙う場合に、単体でいる場合とベイトに付いている場合があるんですよ、イワシと

かサバとか。その場合に、ワラサだけじゃなくて、サワラとかスズキとかタイとか、いろ

いろなものが付いている場合があるんです。ワラサだけの場合じゃない場合もあるんです

よ。 
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 それで、もしＴＡＣに加入して、枠がいっぱいになっちゃった場合に、タイの方がちょ

っとサイズが出ないんですよ、ワラサに比べると。イナダぐらいのサイズなんですけれど

も。それを狙った場合に、ワラサが掛かっちゃう場合があるんです。まき刺し網なんだけ

れども、網の種類は10種類ぐらいあるんです。今、イナダ類、１キロ～２キロぐらいはほ

とんど獲っていないんですよ。ワラサなんかと、タイなんかと一緒にいる場合があるから。

だから、それを狙っているから、大体小さくて、４寸５分ぐらいですかね。大きくて、５

寸５分ぐらいなんですよ。大体タイとあれが同じ大きさぐらいなので、ワラサがもういっ

ぱいになっちゃって、枠がいっぱいになっちゃって獲れなくて、タイを狙ったつもりでも、

目合いが同じぐらいなんで掛かっちゃうんです。そうすると、刺し網なのでえらに刺さっ

ちゃって、あれすると、もう呼吸できなくて、死んじゃうんですよね。それを、だから、

放流できないんです。それが、もし、だから、１トンとか２トンとか掛かっちゃうと、陸

に持っていって外すわけですね、港で。すると、もう放流ができないんですよ。そうかと

いって、自分で食べろといっても食べるわけいかないし、それを捨てに行くというのも大

変なんですよ。だから、その辺をどうするかをちょっと聞きたいなと思ったんです。 

○永田資源管理推進室長 分かりました。 

 ほかの魚が大事なときにブリが入って、そのために操業を止めるわけにいかないとか、

逃がすわけにもいかないという事情というのは、それぞれいろいろな漁業の中でそういう

場面があると思います。 

 そういったときに、繰り返しますけれども、どういうシナリオになるのか、どういうＴ

ＡＣになるのか、どういう配分になるのかということによって、今よりも抑えなきゃいけ

ない状況になるのか、ならないのかというところがまだありますけれども、基本的には今

すぐ漁獲を減らさなければとならないようなシナリオが想定されているのかなとは思いま

すが、まだそれはこれからの議論ですけれども。 

 １年間の操業を考えたときに、どの時期にどういう魚とブリが混じるとか、この時期は

こっちの魚が大事な時期で休めない、逃がせないとか、それぞれ時期によって魚の獲れ方

とか違うところがあると思うんですね。そういう中で、仮にブリの漁獲を抑えなければな

らなくなったときに抑えることができるのはどの時期かということは、今すぐそれをやれ

ということではないですけれども、いろいろ漁獲の積み上がりとかを見ながら、ちょっと

考えていただくということも必要なのかなと思います。 

 ただ、まずは全体としてＴＡＣの枠を設定したときに、それを有効に使って、消化率が
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高まれば、片方でもう獲っちゃ駄目よと言われている人がいる中で、片方ですごく枠を余

している人がいるというところはなるべくなくすように、融通だとか留保を使ってならし

ていきたいとは思っていますけれども、どうしても抑えなきゃいけない場面があるとした

ら、どこでできるかというところはちょっと考えておいていただきたいと思います。もち

ろん、なるべく操業をやめてくださいとならないような運用にしたいというのは、先ほど

から繰り返し言っているとおりですが。 

 ですので、そこは、国から各都道府県への配分をどうするか、大中まきも含めて配分を

どうするか、留保だとか融通の仕組みをどう作るかということと同じように、県の中にお

いてもいろいろな漁業種類で獲られていると思いますが、そこでの融通だとか避けられな

い混獲のために留保をどう持っておくかといったところも、また県庁さんとも相談しなが

ら、どういう管理がいいのかというのは考えていきたいと思います。 

○参加者 分かりました。 

 それと、もう一点ちょっと聞きたいんですけれども、先ほどの方からちょっとお話があ

ったんですけれども、自分たちとして、ここ数年は網入れの回数も大体１日１回に限定し

ています。 

 もう一つは、網の目合いをいろいろあるんですけれども、なるべくイナダ類を獲らない

ようにしているんです、小さいやつですね、さっき言っていた。ここへちょっと、統計の

あれがある、ちょっと読んでみますと、令和元年が大体ワラサ類が533トンです。イナダ

が250キロ、令和２年がワラサが253キロ、イナダが１トン450ですね。令和３年がワラサ

が708トン、イナダが１トン100ですね。令和４年が295トン、ワラサ、イナダが62トンで

す。これ、この62トンなんかはきっと２キロ半以下ぐらいだと思うんですけれども、３キ

ロから２キロ半以下かな、ぐらいなんです。それ以前を見ますと、平成26年なんかは、ワ

ラサが184トン、イナダが99トンですね。だから、この頃はまだ、そういう小さい網はな

るべく使おうというような考えなかったんですよね。27年が113トン、ワラサ、イナダが

48トンですから、平成28年がワラサが103トンで、イナダが187ですかね。だから、このぐ

らいから、あまりイナダを獲らなくなったんですよね。そういうような現状ですね。網目

の制限と、だから、網入れ回数は自主的に小さい魚を獲らないように努力しています。そ

ういうわけです。 

 以上です。ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 
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 ほか。一番前の方。 

○参加者 僕、地元が札幌で北大の水産学部出て、それでマルハに入ったんですけれども、

ちょっとけんかして辞めちゃって、自分で始めたんですけれども。ブリは今、北海道でよ

く獲れていて、地元のものということでよく扱っているんですけれども。今、数字の話が

やっぱり多くて、僕は魚屋というか、小売りなんで、値段の話ということで、ちょっと一

つだけ、皆さんにお伝えしたいんですけれども。やっぱりおいしいというか、品質がいい

ブリ、ブリは結構個体差とか獲った後の扱いによって、品質の差が結構出てきて、それで

獲った後の処理をすごくよくすることで、今、いろんな地区の方が努力されていて、豊洲

の市場でも、結構人気のあるブリと、正直そうでもないやつで値段が５倍も６倍も違った

りすることがよくあるんですよね。 

 高くてもやっぱり人気で、品質のよいものはやっぱり売れるので、数字という部分と並

行して、是非とも皆様の地区のところで獲った後のよい手当てをしていただいて、品質の

よい魚を出していただくような努力をすれば、資源管理という意味で、少ない量でも皆さ

んの所得というか、利益につながるような活動も併せて、是非とも、小売りの立場として

お願いできれば、とてもいいのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございました。 

 それでは、ウェブの方でいくつか御発言ありますので、順次、指名していきたいと思い

ます。 

○参加者 よろしくお願いいたします。 

 ちょっと２点あるんですけれども、まず１点目は資料の５－１の10ページなんですけれ

ども、ちょっと前にも、ブロック会議のときにもちょっと発言させていただいたんですが、

この水産庁さんの回答についてでございます。 

 黒ポチが全部で５つあるんですけれども、２番目のところには、資源評価はこういう制

度でやっていますということが書いてあります。それで、丸ポチの３つ目のところは、こ

のことから、つまりこういう制度をつくったから、資源評価結果はＴＡＣ管理を行う上で

の科学的根拠として適切なものだというふうに書いてあります。これは、全くちょっと論

理としては、ちょっと、何かこう、おかしいんじゃないかなと思います。というのは、制

度をつくったからといって、評価の中身が正しいとは限らないわけですよね。あくまでも、

資源評価結果は中身を吟味した上で、科学的根拠として適切なものかどうかということと



－110－ 

なると思います。 

 ブリについては、今日、資源評価結果、是非、これからも精度を向上していただきたい

と思いますが、かなり今の段階では不十分だという御意見が多かったと思いますので、こ

れ、このまま指摘しないと、ブリだけじゃなくてほかの魚種でも、制度をつくったから適

切なんだという論調でやられるとちょっと困るなと思って。できれば、この部分について

は、文章の書き方を工夫していただけないかなというふうに思います。 

 例えば、資源評価結果じゃなくて、資源評価を出す過程はとか、そういうことであれば

受け入れられると思いますし、科学的根拠として一定な制度で適切なものとか、そういう

言い方で議論の余地を是非残していただければというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それから、２つ目ですけれども、18ページです。ここには、定置の特性を考慮して、盛

漁期等において操業停止となる事態を避けるべきというふうなことに対する答えとなって

おります。 

 例えば、千葉県の例でちょっと御紹介しますと、外房の一番獲っているまき網の方です

ね。これ、大体、獲れる時と獲れない時と９倍の差があります。それから、外房定置につ

きましては、獲れる時と獲れない時と63倍の開きがございます。先ほど、大原の刺し網の

方が発言されていましたけれども、そこのまき刺し網は、大体獲れる時と獲れない時で８

倍の差がございます。 

 それから、獲れる時、獲れない時、資源の多い、少ないにはかかわらずに、多分、来遊

の状況によって、又は海況によって、それぞれの漁業の獲れたり、獲れなかったりという

のも異なりますし、また季節によっても変動がございます。かなりの変動がございます。

ですので、これまでの融通とか前借りとか、そういったレベルがひょっとして通じない魚

なのかなと思います。これは、日本全国、ほかの地区の定置網の方も千葉県と同じような

状況のところは結構あるんじゃないでしょうか。 

 ですから、全体としての資源量は一定の量で解析できても、それぞれの地区地区で獲れ

る漁具、漁法とか場所でかなりの変動があるということなんで、これは今までの魚種の配

分とか方法にはこだわらずに、特にブリの特性に応じた方法を、是非考えていただきたい

と思います。 

 是非、前もって、ちょっとシミュレーションみたいなものをしていただいて、どれだけ、

ちょっと配分とか融通とか留保とか、どういうふうにやったら一番いいのか、是非、シミ
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ュレーションで漁業者の方たちに示していただけたら有り難いなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 ２つ、御意見あったと思います。 

 まず、１つ目の資料５－１の10ページの資源評価は、ＴＡＣ管理を行う上での科学的根

拠として適切なものとなっていますという部分についてありましたけれども、今日もいろ

いろ御発言あった中で、評価の精度の更なる向上・改善が必要だという御意見多くありま

したけれども、一方で、かといって、これを基にＴＡＣを始められないかというと、そう

いうことではないという御意見も頂いていたと思います。 

 正に、そういう意味で、このステップアップの考え方で進めていく中で、ステップ１に

入るときのＴＡＣ設定の根拠として使えるか、使えないかとか、そういう部分で、科学的

根拠としては十分それでやれるということで書いていますし、すぐ下のポツで精度の更な

る向上を図ることが重要だということも併せて書いております。もちろん、ＴＡＣ管理を

行うに当たっては、評価の不確実性含め、まだ改善が必要なところがあるという部分をし

っかり認識した上での柔軟な運用とか、そういった部分で対応していきたいということを、

これまでも同様の表記のある資料で繰り返し説明してきておりますが、そのように考えて

いるということで、ここの表記については御理解いただければと思います。 

 また、千葉県の中での漁獲量が漁業種類によって、それぞれ大きい変動があるというお

話ありました。ちょっとすみません、お話聞いただけで、増える時に一斉に全てが増える

のか、減るのか、トータルで見るとそれほど変わらない中で収まっているのかというとこ

ろ。今ここですぐそれを議論してということではないですけれども、場合によっては、県

の中での融通の中でトータルで収まる、それほど大きい変動がないのであれば、県の中で

のそういった管理、先ほど申し上げた、繰り返しになりますけれども、そういう工夫かも

しれないですし、あるいは、日本全体としてはＴＡＣの中に収まるけれども融通が必要と

いうことかもしれないので、そういったことは、正に先ほどシミュレーションをと言われ

ましたが、実際、先ほど過去において起きたことがこれからも起きるという前提だとちょ

っと違うんじゃないかみたいな話もありましたし、細かい月別のデータ等、そういうもの

があれば、シミュレーション、過去のデータでできるかもしれませんが、正にそういった

ことをステップ１の中でしっかり情報を集め、漁獲報告いただきながら考えていきたいと

思っていますし、融通なりをタイムリーにやっていくためには、よりタイムリーな漁獲報
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告を収集する体制というのが必要になってきますので、そこは現場の皆さんにも御協力い

ただきながら、困るようなことが起きないような運用というのを考えていきたいと思いま

すので、御協力いただければと思います。よろしくお願いします。 

○参加者 まず、ちょっと質問の１つ目なんですけれども、質問というか、意見の１つ目

なんですけれども、私も漁業者の皆さんが納得した上で、今の資源評価でステップ１に行

くというのは別に否定するものではありません。ただ、あまりにも、ここは水産庁さんが

今の資源評価が適切なんだということを強調し過ぎているなと。これは、今までの都道府

県の試験研究機関の皆さんの言い方とか何とかで、不十分だというところもありますので、

これほど強い言い方ではなくて、もうちょっと議論が進むような適切な言い方にしていた

だきたいということは指摘しておきたいと思います。 

 それから、２つ目のところは、多分、これ、漁獲量を見ると、実績見ると、千葉県内の

ところだけでは、融通、ちょっと仕切れないなというような感じもしますので、是非、国

の協力も得ながら、国レベルでほかの県も含めて、どういうふうに留保なり、配分なりを

考えていったらいいのかということを、是非、シミュレーション、事前にしていただける

と有り難いなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○魚谷資源管理部長 御意見として、承ったことといたします。 

 それでは、続きまして、お願いします。 

○参加者 今日の議論にはなかったんですけれども、今も話があったとおり、ブリについ

ては漁獲量の変動がすごい激しいということなので、どこでどんだけ獲れるかというのが、

年変動がすごい激しい魚種ですので。今の法律上、多分ＴＡＣ管理していく中では各県に

配分するというのが基本になっていると思うので、各県ごとの配分になっていくと思うん

ですが、そういったときに、各県に配分すると非常に死に枠が多くなります。それは今の

ＴＡＣでも同じように、皆さんやっぱり、自分ところの漁獲量がオーバーしないようにセ

ーブするわけですので、分ければ分けるほど、細分化すれば細分化するほど、死に枠は増

えていきます。マグロでもそうですし、アジ、イワシとかサバでもそんな状態です。 

 ＭＳＹの資源評価においては、ＭＳＹベースで最大の生産量、今後、持続的に最大生産

量を漁獲していくということが目標であれば、ＭＳＹにおいては、ＴＡＣの100％消化と

いうのを本来は目指すべきだと思います。取り残し過ぎても駄目だし、取り過ぎても駄目

ということで、100％消化を目指していくものだと思いますので、水産庁さん、今後、ど

のように管理していくか、配分していくかというのは、まだここでは議論なかったんです
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けれども、ブリの特性を考えて、県ごとの管理ではなくて、例えばですけれども、ブロッ

クの管理とか、そういったことも踏まえて、漁業者の方といろんな意見を聞きながら、ど

ういった管理ができるかというのを考えていきたいと思います。 

 海外で、こんな県のように細かい単位で管理している国というのは多分ないと思います。

浮魚については、アメリカでも沖合は沖合の法律で守っていますし、沿岸は沿岸で、州単

位でやっていますけれども、かなり州がでかいと思いますので、こんな細かい県単位でや

っているような、浮魚を管理しているような国はないと思いますので、日本の特性も踏ま

えて、適切な管理ができるように考えていただきたいというのがお願いです。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 漁獲量の変動が大きい中で、配分して、死に枠が多くなってし

まうということへの懸念だと思います。既存のＴＡＣ魚種においても、融通の仕組みです

とか、留保からの配分について、数量明示されている県区分の合意に基づいて配分すると

いうような運用の仕組み、先ほども紹介した融通とか留保の活用の中でありますけれども、

こういった仕組みをつくっていくことが非常に重要だと思っています。 

 ちょっと私の勘違いかも、誤解かもしれませんが、今の御発言、もしかすると県で管理

し切れないので国でやってくれというようなことではないのかとは思いますけれども、そ

ういうことではなくてですね。非常に、今関係者合意なり、融通を一生懸命やっている都

道府県の担当者さんがいらっしゃって、御苦労されているのは十分承知しております。そ

ういった枠組みをうまく作っていくにあたって、水産庁もそういう体制づくり、一緒に作

つくっていくことで努力していきたいと思っておりますので、各県の担当者さんにおかれ

ても、そういった枠の有効利用ということについて、自分の県の漁業者さんが困ることが

生じないような仕組みづくりの努力というのは一緒にやっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○魚谷資源管理部長 今、御意見あった、ブロック管理みたいなものというのは、たしか、

クロマグロのＴＡＣ化に向けた取組の中でやられていて、実際にはうまくいなかったとい

う経験があるとか思います。 

 要は、ある意味、丼でやると無責任体制みたいなものにもなりかねないということで、

我々としては、法律に則ったやり方という意味でもそうですし、まずは各者責任を持った

上で協力をしていくという形での融通ですとか、あるいはそこの共通のお財布ではないで

すけれども、留保というのを国が持って、そこの中で一定のルールの中で漁場形成あった
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ところなりに配分していくというような形が適切ではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 続きまして、チャットで頂いております。 

 「昨年度、報告システムが構築された遊漁採捕量報告ですが、どれほど有効か。今年度

４月～９月の半年分の実績を教えてください。報告件数、ブリの採捕量など。」というこ

とでございます。 

○永田資源管理推進室長 この報告システムですが、まだ作り上げて、皆さんに周知して

いる段階ということで、まだまだこれだけ集まっていますよと、胸を張ってお示しできる

ような報告が届いていないというのが現状でございます。 

 しっかりと、このシステムを使っていただけるように、水産庁としても周知に努めてま

いりますし、各都道府県さんあるいは漁協さんにおいてもそういった周知をしていただけ

ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○魚谷資源管理部長 続きまして、お願いします。 

○参加者 よろしくお願いいたします。 

 個人的な意見も含めてお話をさせていただきたいと思うんですけれども。今日は、全国

たくさんの本当にステークホルダーの方々が集まって、これだけ大人数での会議になって

いるということは、全国で非常にブリについては様々な利用とか管理があるということの

現れなんじゃないかなと思いますけれども、ということは、これから、日本全体として資

源管理をしていくということになると、やはり共通語になるのは、もう数量管理しかない

のかなというような感じをしております。 

 その中で漁獲のシナリオとかを考えていくに当たって、３点ほど、ちょっと考えたこと

があるんですけれども、まず１つには、シナリオの選定としては、親魚量が増えていくこ

とによる捕食の影響だとか、そういったことを考えると、なるべく親魚量を、いわゆる残

存する親魚量を増やすようなことではなくて、ある程度抑え制気味に扱うシナリオを選ん

でいただきたいというのが１つ。 

 それから、漁獲量が減少することによる影響というのが、漁業者の方はいろいろ大きい

わけですので、なるべく経年的な漁獲量の減少というのを、影響がなるべく起きないよう

な工夫をしてほしいというのが２点目。 

 それから、大前提として、ＴＡＣの配分に当たっては、平等で納得ができるようなＴＡ

Ｃ配分というのをきちんとしていただくというのが大前提になるというようなことでござ
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います。 

 今、ブリの資源については、資源水準が比較的高いということで、資源の水準が高いと

きの方が─今まで私なんかも経験してきた感じでは、資源水準が高いときの方が資源管

理というのは圧倒的にやりやすいという感じがしていて、クロマグロのＴＡＣを導入した

ときのような、物すごい我慢を強いられるような管理というのをせずに、ある程度緩やか

な管理でＴＡＣ化ができていった方がずっとやりやすいと思いますので、そういった方向

で進めていただければというふうに思います。 

 資料の５－３でステップアップの考え方のところで、今回提示された資料には、ステッ

プ２からステップ３に移るに当たって、きちんとステークホルダー会合や水産政策審議会

での議論を経るというところが資料の中に明示されましたけれども、最長３年間というこ

とにはなっておりますけれども、このような形で、きちんとステークホルダー会合をやっ

て、カタクチイワシのときのステークホルダー会合のように、きちんと会場の意見を踏ま

えて、ステップ３に進めるということを、是非、水産庁の方々には約束していただきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 御意見ありがとうございます。 

 シナリオに関連して、３点ほどあったかと思います。目標について、親魚量をどうする

かということですけれども、できるだけ目標とする親魚量について、少なめのというか、

抑制した形でというお話がありました。これについては、目標に関する議論の中で、私、

申し上げましたけれども、法律に書かれている解釈の範囲内でどこまでが可能なのかとい

うのはもちろんございます。そういう中で検討して決めるということかと思います。 

 あと、漁獲量が減少する、ＴＡＣが減るところの影響という観点から、そういう減少を

抑えるシナリオを、という話がございました。そういった観点からのシナリオも示されて

いるところでございますので、そういった御意見も踏まえての検討ということになるかと

思います。 

 あと、配分について、しっかりやると。もちろん、採捕停止が起きないようにという意

味では、配分をどうするか、それは留保も含めて、重要なことだと思いますので、それは

当然ながら、しっかり検討していくということかと思います。 

 あと、クロマグロのようにすごい我慢をするということではなくて、緩やかな導入とい

う御意見でしたけれども、そういう形で正にステップアップの考え方があって、御指摘の
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とおり、ステップ２から３に移るときには、いろんな課題、それは評価であれ、管理の運

用であれ、そういった課題について進展を得た上で、そういった進展についてステークホ

ルダー会合で説明をする、あるいは水産政策審議会の方に諮問をする際には、そういう得

られた進展なり、どういう考え方かというのを御説明をした上で御意見を頂いて、ステッ

プ３に上がるということでございます。「最長３年間を想定」ということで、そういった

前提条件がクリアされていないときには、自動的に３年で上がれますということじゃあり

ませんということについては、再三御説明させていただいているとおりでございますので、

そういった形で進めたいということでございます。 

 続きまして、お願いします。 

○参加者 私は、もともと東京出身でして、Ｉターンで、就職フェアを通じて18年前に漁

師に転職しまして、10年前に大型定置網の会社を事業承継しまして、経営者になって10年

がたっております。 

 私の18年の漁師の経験の中で、対馬というところは対馬海峡ですね、東シナ海に産卵に

外遊するブリが通るところということで、非常にいい漁場ではあるとは思うんですが、や

はり５年から10年前に比べれば、すごく肥えた、年末ですとか１月に脂の、丸く太ったよ

うなブリというのが極端に減ってきていたりですとか、そういうところは実感しておりま

すし、もともとスルメイカが大量に獲れる、しかも12月、１月、２月に獲れていた漁場な

んですが、そこも一番稼いでいた魚種が消え去ってしまったという状況で、なかなか難し

い状況にあります。 

 私は定置網ですけれども、周りの曳き縄ですとか一本釣りの漁師さんたちが、例えば年

末に、福岡はブリの食文化はありますので、10キロブリを釣ってきて、１本、高いときで

あれば、キロ3,000円で売れたりするときもあって、そういうところで経費との兼ね合い

で、その時期はブリを狙おうというふうな形もあったんですね。 

 ですけれども、やはり定置網もそういう大量に、例えば年末でなくても、３月頃、産卵

がもう終わったか終わらないかの時期に大量に獲れて、例えばキロが200円であっても、

１箱に15キロぐらい詰めて送れば3,000円になる。離島ですから、福岡の魚市場を中心に

送りますけれども、15キロ詰めて経費を1,000円引いたとして、キロ200円で3,000円で売

れたとしても、手取りは2,000円。そうすると、キロ、この辺り、150円とか、その部分で。

獲れてしまえば、質より量という形で採算が合うのであれば、獲って稼ごうという。 

 私の会社だけで考えれば、それが合理的なんでしょうけれども、やっぱり一番関係者の
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方が懸念されているのは、多過ぎるときに相場が暴落して、全くない時はない。それぞれ

が漁獲枠があって、自分がこの年間、管理期間の中で自分の枠はどうやって単価を上げて、

数量は決まっていますので、どうやって平均単価を上げていくかというところを考えてい

ますので、定置網であれば、例えば出荷調整、一旦生簀に行って出荷調整するですとか、

そういった形で獲れた魚をできるだけ高く売りたいと。 

 先ほどの方が成長産業に向けてと言われていたんですけれども、それぞれの経営体がち

ゃんと稼ぎを取るためには、やはり全体としての単価を上げていくような積み上げですと

か、そういったところがどうやってできるのかというところがすごく肝になってくると思

うんですね。 

 やはり、私も富山県に住んでいたこともありますので、フクラギですね。ブリとはまた

旬が違ったりして、高く売れる時期も大体決まっていたり。ブリが高く売れる時期という

のも大体決まっていて、その時期にやはり１日に100トン獲ってしまうようなところは、

仮に10キロブリが年末に1,000円から2,000円してもおかしくないところで500円に下がっ

てしまったとして、100トン獲れば、5,000万稼げるわけですよね。でも、その500円に下

がったことによって、じゃあ、10キロブリを10本釣れば、例えば１本１万円、２万円で売

れるものを10本釣れば、二、三十万稼げるなと思ったところが500円に下がってしまって、

全然手取りがないというような状況。そうすると、結局、狙う時期。どうやって、大量に

漁獲されるところとかぶらないように、うまく自分の稼ぎを確保するかというところに行

くと思うんですけれども。やはり定置網も大量に獲れてしまう場合はあるんですけれども、

そういったときに、例えば３月頃に大量に獲れ過ぎて、キロ80円とか、もっと下がってし

まう時期もあるんですね。その安いときに獲り過ぎてしまうということは、全体にとって

みれば、大きな機会損失になっていると思うんですね。そういうものに対して、どういう

ふうなやり方、どういうふうなＩＴＱなのかどうなのか、ちょっと分からないですけれど

も、そういう融通の仕方だったり、獲れたところは突発的で、来年、再来年獲るとも限ら

ないので、獲れるときには獲っておきたいというふうに、採捕停止にならないということ

を願ってやるんでしょうけれども、やはり自分たちの獲った魚は高く売りたいということ

が。やっぱりくたびれもうけをしたいわけではないので。そういったところに、やはり市

場の価格の暴落を抑えるということであったり、安定供給を皆さんのインセンティブにな

るような仕組みというものができてこないと、明るい未来はないのかなというふうに思い

ます。 
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 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございました。 

 資源管理というよりも、ちょっと経営の面の話で、なかなか今回のシナリオの議論には

直結しない話だと思いますけれども、水産業の成長産業化という観点からすると、そうい

ったこと、大事な話だと思いますんで、貴重な御意見ありがとうございました。 

 続きまして、お願いします。 

○参加者 質問というより、２点要望でございますが、本県においては、ブリの半分超が

定置網で漁獲される状況です。それで、定置網漁業者さん方はクロマグロの管理で非常に

苦労されておりまして、ここにブリの管理が加わるということに、とても負担と不安を感

じていらっしゃるような状況になっております。 

 本日、説明があったとおり、ブリについては日本独自の資源管理ということで、クロマ

グロのような窮屈な思いはしませんよ、柔軟な対応を考えてくださっていますよというよ

うなことを、もっと具体的に説明を頂ければなというふうに思っているところです。 

 また、今日はモジャコ漁業について言及があったところですが、本県では、基幹産業で

あるブリ養殖のために養殖用種苗のモジャコの漁業が盛んに行われております。このモジ

ャコ漁業については、資料６でもありましたとおり、合意に基づく採捕条件を設けての漁

獲を行うというような状況になっていまして、もう、ある種、管理された中での漁獲を継

続しているというような状況になっています。 

 ブリのＴＡＣ管理については、全てのブリ資源を活用する、全ての漁業者さんが肩を並

べて管理することが重要と認識しておりますので、沿岸漁業にしわ寄せが行かないような

手法となりますよう、今後、水産庁さんの方もいろいろ御検討いただければなと思ってお

りますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 御意見として承りました。 

 続きまして、こちらについては御意見として承るという形でよろしいかと思いますが、

ステークホルダー会合に出す魚種の大前提として、単独魚種名での農林統計記載が筋では

ないか、先ほどの説明ではカバーされているとの説明だったので、来年の農林水産統計か

ら単独魚種での記載をお願いします、という御意見でございました。 

○永田資源管理推進室長 すみません、先ほどの説明、ちょっと言葉足らずだったかもし
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れませんが、農林統計として把握できています、カバーしていますというのは、ブリ類と

しての漁獲情報でして、ブリ単独の漁獲情報が農林統計として集計されているということ

ではございません。 

 正に、ブリ単独の漁獲情報を正確に把握していくということができるのは、ステップ１

に入って、ブリのＴＡＣ報告が義務化されて、その収集体制が確立されたときにできてく

るということですので、地域によってはブリ類でブリ単独ではないものが現状の統計では

入っているということですので、すぐに分離したものがお示しできるという状況ではない

ということで補足させていただきます。 

○魚谷資源管理部長 続きまして、お願いします。 

○参加者 先ほどのシミュレーションの話と同様な話なんですけれども、本日、水産庁さ

んから、柔軟な対応として、国の留保からの配分であったり、他県との融通、それから翌

年度からの繰入れなどの案が示されています。 

 また、ブリは全国１系群で、地域ごとに来遊とか、あと盛漁期が違うことから、盛漁期

が管理期間の終盤に重ならないよう、２つの管理期間が示されました。 

 これらの提案について、ブリの漁獲状況が異なる全国の漁業者が安心して操業できる、

公平な仕組みかどうか確認するために、過去の全国のデータを使って、具体的な管理のシ

ミュレーションをして、ステップアップ管理に入る前にその結果を示していただけたらと

思います。シミュレーションについては、過去のデータがあればできるかと思いますので、

是非、前向きに検討お願いします。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 いくつか御指摘あった中で、シミュレーションとか管理期間を

ずらす案でうまく行くのかというところなんですが、私、説明の中でも申し上げましたが、

資料６の７ページ目のこの管理期間の案というのは、手元にある月別の漁獲データを基に、

単純に何月に山があるかというところで、水産庁の方で、まずもとの案という形で示した

ものです。 

 ですので、逆に言いますと、各都道府県の中において、これとは違う管理期間の方が管

理しやすいとか、その方が適切だというところがないかというのは、まず県の中の状況と

して御確認いただいて、後ほど、また都道府県の担当者さんには直接御連絡することを考

えていますが、一月ぐらいの間に検討いただいて、御回答を頂いて、全体としてどうなる

のかと、その次のことを考えていきたいと思っておりますので、いきなりこれでうまく行
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くのかどうかというシミュレーションできる素材が私どもの方に今そろっているわけでは

ないということで、各都道府県の方にも、そういった手持ちの情報等を含めて、御協力い

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○参加者 水産庁さんの方で積極的に音頭を取っていただいて、やはり漁業者が安心して

操業できる仕組みかどうかの確認というのは重要なことと思いますんでですね。せっかく

水産庁から、柔軟な取組とか、提案していただきましたので、それが本当に機能するかど

うかとか、そこのシミュレーションは非常に重要と思いますので、是非、水産庁さんの方

で積極的に動いていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○永田資源管理推進室長 都道府県の担当者さんとは会議で会ったり、メール・ベースの

連絡であったりと、密に連絡を取るようにしてはおりますので、そういった場で一緒に考

えていけるような形で進めていきたいと思っております。 

○魚谷資源管理部長 今、先ほど、ステップアップ管理に入る前にそういうシミュレーシ

ョンということで言われましたけれども、我々の考え方としては、そういう公平な配分を

どうするのかですとか、いろんな管理の運用についてはステップ１なり２の間に詰めてい

くという考え方ですので、そういうのがないとステップ１にも入られないということでは

ないという理解をしているところでございます。 

○参加者 その部分も、是非、各県さんとかに聞いていただいて、過去のデータであれば

できることではありますので、是非、ステップアップ管理に入る前に課題の抽出というと

ころも重要なことと思いますので、是非、よろしくお願いします。 

○永田資源管理推進室長 もちろん、管理期間を決めないとステップ１が始められないの

で、そこはまず手持ちのデータでこれがいいだろうというところは確認した上でステップ

１に入りたいと思いますが、過去の状況と今の状況は違うとか、実際にデータを取りなが

ら見たら、違う方がいいということがあるかもしれません。そういうことについては、ま

たステップ３に入る前に見直すということも十分できるような形で進めていきたいと思っ

ております。 

○魚谷資源管理部長 それでは、お願いします。 

○参加者 よろしくお願いいたします。 

 今回、ＴＡＣ管理のベースになる、根拠となるのは資源評価だと思うんですけれども、

午前中から指摘されておられた、各県指摘されていたように、やはりまだまだ不十分なの

かなというふうに感じています。そうした不十分な中で、仮にＴＡＣの目安が示されて、
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その枠を超えた場合には採捕停止命令を行政側としては出さざるを得ない、そうした状況

になると思うので、是非、資源評価の充実を図っていただきたいというふうに思っていま

す。 

 その際に、ＴＡＣ管理のステップアップの考え方が示されたと同じように、資源評価の

ステップアップの考え方、資源評価の充実を図るためにどれぐらい掛かるのか、数年でで

きるのか、５年ぐらいなのか、10年掛かるのか、そこら辺のところを、ある程度目安を示

していただければ、漁業者の方にも資源評価は確実なものなので、資源管理で示されたＴ

ＡＣの数量を守っていただくように、こちら側としてもお願いできるのかなというふうに

感じております。 

 また、まずはステップ１に入って、それから管理の仕方を考えるということであったん

ですけれども、やはり浜回りをしてくるときには、どのような管理をするのか、どういっ

た場合に採捕停止命令が出されるのか、そうしたことをやはり漁業者の方はとても気にさ

れていますので、ある程度ステップ１に入る前に、参考になるような、そうしたものをお

示しいただきたいというふうに考えています。 

 以上になります。 

○永田資源管理推進室長 評価の中身の話は、またちょっと私どもというよりは、水研さ

んからコメントあれば頂きたいと思いますが、評価が不十分というか、まだ改善の余地が

あるという御指摘ありました。繰り返しますけれども、ステップ１に入るということにつ

いてまでできないということではないと考えておりますし、ステップ３に移行するときも、

ある程度不確実性があるということを認識した上で、管理の中でそれをどう受け止めるか

ということで対応できる部分もあろうかと思っていますので、もちろん、管理あるいは評

価の改善というのをステップ１、２の間で進めていくということは必要ではありますが、

評価が完璧にならないとステップ３に行けないということではないというところは、まず

認識しておいていただきたいなと思っております。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 今日の会議を通しまして、あるいはブロック説明会を通しまして、いろいろ、まだ資源

評価における課題の部分というのは多く指摘されているところであります。 

 まず、我々は水産研究・教育機構と、そしてブリの資源評価に参画していただいており

ます道府県の方と資源評価会議というのを行って、そこの中で当然資源評価をするんです

けれども、資源評価の中における課題というのは昨年の会議の中ではっきりと明記して、
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一応、どういう形で取り組んでいきますよという形の、さっきのスケジュールと言います

か、タイムラインと言いますか。そこら辺というのはある程度、話しているところであり

ます。 

 当然、研究機関で話す内容というのは、もうちょっと、詳細なと言いますか、なかなか

皆さんに説明のしづらいと言いますか、ものでございますので、少なくとも研究機関内で

話し合っている内容で、それを皆さんにもうちょっと分かっていただけるような内容でど

のような改良を行っていきますというところの、いわゆる指針というのは、今後示してい

ければなということは考えております。ありがとうございます。 

○参加者 ありがとうございました。 

○魚谷資源管理部長 それでは、ウェブの方から。 

○参加者 ２つ、ちょっと質問と、それからお願いとあるんですけれども、１つ目が、ブ

リの国際的な資源管理の枠組みというのは、現時点では、まだ具体的な構築の動きはない

という理解でよいでしょうか。 

○魚谷資源管理部長 おっしゃるとおり、現時点で、ブリについて国際的に資源管理をし

ていくというための枠組みといったものはございません。 

○参加者 動きもないということですよね。 

○魚谷資源管理部長 はい、具体的動きもないということです。 

○参加者 分かりました。 

 ２つ目が、漁獲のシナリオが示されているんですけれども、それぞれの場合の漁業者経

営体の所得への影響。ちょっとプラスでちょっと見ていたところがあるんですが、漁業者

経営体の廃業とかによる減少予測というのを、なかなか難しいということはよく存じてい

るんですけれども、示してもらえると有り難いのかなと思いました。 

 以上です。 

○永田資源管理推進室長 なかなか個々の経営への影響がどうかというところまでの試算

というのは非常に難しいところではありますけれども、先ほども少し申し上げましたが、

今いくつか検討しているシナリオの案というのは、直近の漁獲量から減らすというか、削

減する必要がなるべくないようなことを考えているというところですので、これによって、

何か、経営の状態が大きく変わるというものが直接引き起こされることはないというもの

を提案していきたいというふうに考えています。 

○参加者 ありがとうございました。 
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○魚谷資源管理部長 それでは、取りあえず、御質問、御意見出尽くしているような状況

でございます。 

 それでは、まだウェブでもう一件ありました。これを最後にしたいと思います。お願い

します。 

○参加者 全国の多くの漁師さんにとって、ブリはとても大事な魚ですし、日本人にとっ

てもハレの日を飾る大切な魚で、日本の生活文化、食文化を支える存在だということは言

うまでもないと思います。その大切な資源であるブリを、漁師さんが沖に出て、一生懸命

獲っておられます。 

 今日の説明、議論の中でいろいろ出ましたけれども、22万トンがいい、悪いとか、管理

の方法の議論も大事ですが、その前に水産庁として、ブリの資源管理、ＴＡＣ管理の哲学

とか国家観とか、日本の漁業の中でのブリの存在感について、途中、魚谷部長の個人的な

エピソードも紹介していただきましたけれども、ブリの経済規模も含めて、ブリがこんな

に大切な資源なんだから、全国の漁業関係者の皆さん、一緒に考えていきたいんですとい

うことをもっと水産庁の担当官の生の思い、言葉を次回の検討会のときで構いませんので、

もっと聞かせていただきたいなと思います。 

 もう一点、ステップアップの１、２で「最長３年間を想定」と書いてあります。石川県

の方も言っていましたけれども、現行のＴＡＣ魚種ですら、私たちは常に緊張感を持って、

運用の改善のために知恵を絞り、汗をかき続けないといけない状況です。対馬系の浮魚の

ＴＡＣ管理の中で、漁師さんに対して、絶対に採捕停止命令を出してはいけないと思って、

この３年間、一生懸命、関係者の皆さんとか、ＴＡＣ班長をはじめとする水産庁の皆さん

とも一緒になって考えてきました。ブリは全国規模で関係者が多いからこそ、一律の３年

間と書いちゃうのではなくて、大事なことだから、目安期限を設けずに、必要な議論をと

ことん尽くすというスタンスでやっていただきたいなと思います。 

 資源管理が必要だということは理解しておりますので、とても１回のステークホルダー

会合で何かを決定することはできないと思いますので、ステークホルダー会合を重ねて、

多くの声を集めて、一緒に考えていきたいなと思います。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 ブリの資源管理に対する熱い思いじゃないですけれども、哲学的なものをというお話で

した。なかなか、公務員って、そういう話をするのは苦手な人間が多いと思います。次回
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でいいとはおっしゃいましたけれども。 

 先ほども、ちょっと私、申し上げましたけれども、私自身は福井に生まれて、子供の頃、

刺身と言えば、フクラギとスルメイカしかないというような幼少時代でした。当時は、マ

グロであったりとかもありませんし、サンマの刺身というのも想像すらできなかったわけ

ですので。そういった中で、そういう思い出からすると、ブリの資源、しっかり守って、

子々孫々まで使えるようにしなきゃいかんというのは、私自身もそういうふうに思ってお

ります。 

 私の話はそれぐらいにしてですね。あと、ステップアップのステップ３に行くまでに、

最長３年間を想定というところです。繰り返しになりますけれども、これは「想定」とい

うことであって、進展を得ることを前提にして、その先に進みましょうということであっ

て、３年で自動的に先に行くということではない。 

 一方で、我々、行政官の仕事というのを考えると、一定のスケジュール感というのはお

示しした上で仕事をしていくということ。これは行政にかかわらず、一般の民間企業でも

３年でどうする、５年でどうするというのを考えながら事を進めていくということだと思

いますので、ここは一定のスケジュール感をお示しするという前提で、「最長３年間を想

定」と書かせていただいているものです。その点については御理解いただければと思いま

す。その間の議論なり、検討なりというのはしっかり意思疎通を図りながら進めていきた

いと考えているところでございます。 

 ここで、御意見、御質問出尽くしたと思いますけれども、次回のということで、そろそ

ろ取りまとめに進めてまいりたいと思います。予定よりかなり時間を押していますので。

要は、次の会合に向けての宿題というか、そういうのを整理しないといけないということ

がございます。 

 今まで、試算的なものについては、要は若齢魚を獲らないようにした場合にどういう予

測になるのかというような試算を示してもらいたいというような御要望があったと思いま

す。 

 それについて、どれぐらい減らすのかというのを決めないと、試算自体、水研機構にや

っていただけないわけですけれども、これについてはいかがしましょうか。これについて、

例えば水研機構と、その調整に加わりたい、この場でどういう前提条件で試算しましょう

というのを、この場で決めるって、なかなか、残り時間を考えると難しいと思いますので。

もし、試算の前提条件についての議論というか、調整に参加をされたいという方がいらっ



－125－ 

しゃれば、この場で挙手なりいただいて。あとは、その参加者と水産庁、あと水研機構と

の調整にお任せするという形にするのが現実的かなと思いますけれども、いかがでしょう

か。定置協会さんですね。ほかは、よろしいでしょうか。じゃあ、石川県さん。 

 じゃあ、定置協会さんと石川県さんが水産庁、あと水研機構と調整をして、どういう前

提条件で、若齢魚を獲り控える場合。あと、全まきさんですね。じゃあ、その３者という

ことで調整を進めて、次のステークホルダー会合のときにその結果をお示しするというこ

とかと思います。 

 あと、目標に関連してですね。この22万トンという、過去経験していない親魚量を目指

すというのは高過ぎるという御意見との関係で、じゃあ、目標をどうするかということに

関連して、具体的な案としては、これ、加入量が最大になるときの親魚量を目標にすると

いう考え方があるんではないかというような御発言がございました。これに関連して、ど

ういう試算をするか、あるいは計算をするかということがあると思いますが、これは特に

調整等、どうでしょう、水研機構さんの方。 

○大島副部長 もう、こちらに関しては、私たちの方で、どういうオーダーが来るかとい

うところにもよるんですけれども、ちょっとやっぱり呼び方をちゃんと考えなきゃいけな

いなとは研究機関として考えておりまして。最初の言い方は０～２歳漁獲量を最大にする

親魚量、やっぱりこれ、よくないだろう。でも、じゃあ、加入量を最大にする親魚量とい

うのも、それはＭＳＹではないので、多分すごく専門的な言い方をしちゃうと、ＳＢ97％

ｍｓｙというのが一番いい。すなわち、それによって、ＭＳＹというのをちゃんと読んで

いることにはなると思いますし、もうちょっと一般的な言い方をすると、例えばＭＳＹの

90％以上を確保できているだとか。ちょっと、今ここで私がすごく妙案を持っているわけ

ではないんですけれども、目標はそうであるにしても、説明の仕方に関してはやっぱりち

ょっと考えていった方がいいのかなというのは研究機関として考えております。 

○魚谷資源管理部長 今のお話からすると、加入量を最大化する場合の親魚量というのは、

０～２歳を最大化するときの親魚量とほぼ同じ、97％ＭＳＹ達成水準ということだという

ことでよろしいんでしょうか。 

○大島副部長 説明が足りませんで。ほぼイコールでして、リッカー型再生産関係で見た

場合というのは、加入が最大になるのは17.8万トンなんですよね。なので、非常にニアリ

ー・イコールのところにはありますので。そういう言い方にはなるのかなと思いますけれ

ども、ちょっとやっぱり、呼び方に関してはもうちょっと要検討だという意見は述べさせ
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ていただきます。 

○魚谷資源管理部長 ほぼほぼイコールだということで、数値としては変わらないけれど

も、意味合いというか、目標の位置づけとしては、ちょっと考え方は変わるということだ

と思います。それについては、ほぼほぼ同じということですが、次回、加入量の最大を目

指す場合の親魚量というものを用いる場合にどうなるのかということについては、計算結

果というか、そういうのはお示しするということで準備を進めたいと思います。 

 あと、シナリオに関してですね。水産庁の方からお示ししている資料の６では、それら、

今回お示ししたもの以外、資料６の５ページですけれども、例えば前年漁獲量からの削減

幅を５％以内にする場合ですとか、あるいは漁獲量を一定期間中固定ですとか、繰越しし

た場合の将来予測あるいはリスク評価というものについて、必要があれば、そういう計算

も行っていきますという形で考え方はお示ししていて、具体的にどういうシナリオを試算

してくださいというような要請は、これまでのところは上がっていないんですけれども、

もしあれば。試算できるシナリオ、数に限りがあるというか、何個もやれるわけではない

んで、もし、こういったほかのシナリオについてもやってもらいたいということがあれば、

この場で具体的なもの。 

 じゃあ、どうぞ。 

○参加者 一応、この次までの期間、そんなにないと思うでの、我々、北海道の方から提

案させてもらった２年固定のシナリオの計算を、まず試算していただきたいなというとこ

ろで、まずはそれだけ。あとは、ステップ期間の中で、いろいろ、また検討の時間あると

思うので、いいのかなと思います。これまで出てきた北海道の意見としての２年固定を、

ひとつ、試算いただきたいなというふうに思います。 

 それと併せて、先ほど、小型魚の試算に関して、獲らない場合の試算に関して、一応、

北海道も入れてもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。 

○魚谷資源管理部長 ２年固定のシナリオというのは、具体的に漁獲量固定、最初の２年

固定して、その後、β管理という、そういうことなんでしょうか。 

○参加者 常に２年固定していくというイメージを持っていて。毎年、資源評価はされる

ので、その２年固定は多分更新されていくと思うんですよね。なので、例えば、それを初

年度、まずは最初の２年間だけ固定すると、どの程度になるのかなというのは試算いただ

きたい。ただ、次の評価の次の年に、またそれが変わってしまうので、それがどういう試

算になるのかはちょっとイメージしづらいんですけれども。まず、２年固定を試算しても
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らえるといいのかなと思うんですが。なかなかイメージが湧かないですかね。 

○永田資源管理推進室長 いいですか。ちょっと、前に伺った話の受け止めで合っている

のかどうか、分からないんですけれども、２年固定、要するに、１年目、２年目で合わせ

て何トンという、そういう。 

○参加者 ごめんなさい、ちょっと言い方を間違いました。２年間で、例えば今年10万ト

ン、来年10万トンとかであれば、２年間で20万トンとかですね、そういったイメージです

ね。 

○永田資源管理推進室長 そうしたときに、翌年の評価が出ましたとした時に、そこはま

た２年目、３年目という数字が出るけれども、２年目は最初２年の１年目引いた引き算と

２年目と、両方に縛られるという、そういうイメージでいいですか。 

○参加者 ２年目には、その２年目、３年目の評価が出ているというときに、例えば、当

初２年間で20万トンだったものが、その獲り方によって、またその評価が変わってくると

思うんですね、２年目には。そのときに、２年目と３年目を改めて計算したときに、例え

ば９万トンと11万トンになれば、それは足して20万トンになるかなというふうに思うんで

すけれども、そういった試算ができないものかというところで。まず、初年度はできるの

かもしれないですけれども、次の評価のときには、また変わってしまうんで、難しいのか

もしれないんですけれども。 

○永田資源管理推進室長 直感的に、その２年目の上限がどこまで獲っていいという前提

で試算するのかとか、非常に難しいかなという気がしていてですね。２年目、３年目と評

価していくときに、１年目、２年目があるけれども、何パーセントはどっちの年でも獲れ

ますよみたいな話ではなくて、またどんどん新しい評価で変わっていってしまうと、より

複雑になって難しいのかなと思うので、そこをこの場で何か決められないかもしれないん

で、別途相談できれば。 

○参加者 なので、当初、北海道が要望していたのは、例えば３年、複数年ＴＡＣってど

うなんだろうという話をさせてもらっていたと思うんですよね。その中で、一応、意見と

して、ブロック会議で出たのは、２年間複数年ＴＡＣというのの試算ってできないんだろ

うかという意見が出ていたので、もし可能であればやってもらいたいですし、もっと細か

い設定が必要なんであれば、そこはちょっと調整させてもらいたいなというふうに思いま

す。 

○永田資源管理推進室長 分かりました。 
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 複数年でやっていくと、最大限獲ってしまったときのリスクというのを考えていかなけ

ればいけないので、どっちかというと、最初に計算するＡＢＣが非常に保守的になるんで

はないかなという感じは直感的にはしていますけれども、どういった条件ならできるかと

いうことは、またちょっと調整した上ででよろしいでしょうか。できるかできないかとい

うところも、もしかしたら、できないということになるかもしれないですけれども。 

○参加者 現状のＦというか、それは基本的には大きく変わらないと思うので、その中で、

もし計算できるんであればというところです。ちょっと、別途相談させてもらってもいい

んですけれども。 

○大島副部長 今ここでイエスとは、ちょっと私もどうしても言えなくて、すみません。

多分、今おっしゃったみたいの、永田さんがおっしゃったみたいに、２年間で20万トンに

しましょう。多分、初年で、だから２年間で20万トンで、初年で20万トン獲っちゃっても

いいわけですよね。また、その翌年ずれて、つまり意味合いとしては、毎年この２年とい

うウィンドウがずるずる１年ずつずれていくというのをイメージされていると思うんです

けれども、多分、それって、もう何をちょっと目指しているのか、よく分からないという

のがちょっと私の懸念になっちゃうんですけれども。 

○参加者 そうですね。２年間というのは、基本的に前借りと繰越しをセットにするよう

なイメージですね。なので、現状の漁獲圧をこれ以上増やすという話ではなくてですね。

ただ、試算する上では、どうしても、その年に20万トン獲ることも可能だという試算にな

っちゃうのかもしれないんですけれども。 

 例えば、今、大体10万トンぐらい漁獲している中で、それが続くとしたときに、２年で

まとめた複数年ＴＡＣという試算が本当にできるのかどうかというのも検討してもらいた

いし、我々としては、何とかできるんじゃないかなという思いもありながらですね。それ

が、例えば、１年目に20万トン獲るというのは現実的じゃないというか、そんな形にはき

っとならない試算になるとは思うんですけれども。 

○大島副部長 それは、今、私が言ったのは、本当に最悪のパターンをちょっとぱっと思

い付きで言ったんですけれども。いずれにしろ、ちょっとこの、いわゆる２年間で20万ト

ン、つまり２年間で繰越しあるいは前借りをするというもので、多分ちょっとそこの、じ

ゃあどういう使い方をするのかって、結構、そこの想定がすごく難しいと思うんですよね。

多分、そこら辺のリクエストされるお気持ちもすごく分かるし、それには、ちょっと我々

としても、まず、じゃあ、どういうふうにしたらいいのかというところもありますし、ど
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ういう条件設定というところもありますので、ちょっとそこは水産庁さん等含めた相談を

させてくださいというのが、今多分、私の答えとして一番適切なんだろうなと思っており

ます。 

○参加者 我々としても、どういったことを、ちょっともう少し細かい要望というか、こ

ういったことがいいんじゃないかというのをまだ持ち合わせていないので、次のステーク

ホルダー会合までに相談させてもらう、あるいはちょっと喫緊で相談させてもらって、可

能なのかどうかというところをちょっと相談させてもらえれば有り難いです。 

○魚谷資源管理部長 前借りと繰越しの話ありましたけれども、水産庁の資料でも、未利

用分繰り越した場合の将来予測というのが入っていて、繰越しについては、スケトウダラ

の日本海系群で繰り越した場合にどうなるのかという形のリスク評価をやって、βとの組

合せですけれども、何パーセントまで繰越し可能ですよというような形での検討がなされ

た結果、そういう繰越しのシナリオが採択されているというふうに理解をしております。 

 それに、さらに前借りも入れた場合にどういうリスクがあって、どこまで甘受できるの

か、あるいは目標達成との関係でどうなるのかといったところの試算というのは、そうい

うやり方であれば、何か、やれそうな気が、まあ大変なんだと思いますけれども、可能な

んではないかと思いますが、いずれもしても、繰越し、前借りということからすると、ス

テップ１、２の間というのは、実質上、そういう枠できっちり管理、ということではない

ですから、その間にそういう前借りなり、繰越しをどこまでできるのかといったものを詰

めていくというのは、ステップ１、２の間の課題としてはあるんだろうと思います。 

 そういうスケジュール感との関係で、どこまでできるのか、次のステークホルダー会合

までで、どこまでの試算をやっていただけるのかという、現実に照らした話と、実際にス

テップ３に入るまでにどこまでやれるのかということとの関係によってということですが、

課題としては、そういう複数年管理的なものは、要望として既に挙がっているかと思いま

すので、そういうのの一方策として検討していくというのはあるんだろうというふうに思

っております。 

 ちょっと、具体的に次回のステークホルダー会合までに何をどこまでやるかということ

については、水産庁と水研機構と北海道庁さんで詰めていくという形で引き取らせていた

だければと思います。 

 ほかは、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 
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○参加者 要は、繰越しとか前借りをやることによって、ＴＡＣのどれだけ柔軟な管理で

きるかという話だと思うんですけれども、そのときに、水研としては、例えば繰越し20％

まで認めるとなると、20％フルに繰越ししてというような評価をどうしてもせざるを得な

いという話なんだと思います。 

 ところが、現実に、例えばスケトウダラの何たら系群のような場合は、大体獲る漁法も

同じような漁法であり、獲る地域も同じです。ですから、例えば繰越し20％認めたら、あ

る年には、それぞれの漁業が20％目いっぱい繰り越して、系群全体としても20％繰り越し

ちゃう。翌年、1.2倍使っちゃうということが起き得るとは思うんですが、ブリのように、

全国、沖縄から北海道まで分布する資源について、例えばそれぞれの管理区分に20％まで

の繰越しを認めたとしても、日本トータルで考えたらば、多分繰越しは例えばほとんどな

いような状態になるのかなというふうに思います。 

 あるいは、先食いを認めた場合も同じようなもんだと思います。各管理区分に20％ずつ

先食いを認めたとしても、これはまたスケトウダラのある特定の系群であれば、系群全体

で20％までの先食いをするということがあったとしても、ブリのようにこれだけ広く、か

ついろんな漁業で様々な漁法で獲られているものについて、系群全体での先食い量という

のは、あまり大きくはならないんだと思います。 

 それで、その辺り、実際に繰越しとか先食いの影響を評価の方で見つめるときに、これ

は管理する側と評価する側の御相談なんですけれども、どういう条件でやるか。そこをき

ちんと考えていかなければいけないなというふうに思います。 

 例えばですね、クロマグロの例では１割の繰越しを認めておるわけですけれども、我が

国全体として、実際に繰越しすることによって、翌年の漁獲量が決められたＴＡＣの1.1

倍になるかというと、多分なっていないと思うんですね。その辺り、ブリとクロマグロと

いうのは、繰越しのシミュレーションをする上では、とても参考になる魚種だと思います。 

 ですから、例えばクロマグロの繰越しを基に、実際に例えばブリで繰越しを認めたらば、

どんなことが起きるのかというのは、これ、シミュレーション可能だと思いますし、かつ

シミュレーションで想定したことが実際に起きたかどうかというのは、翌年の２か月後に

は分かるわけです。ＴＡＣ終了した年の２か月後には、ＴＡＣ報告が集まるから。ですか

ら、そこのところ、ある程度大胆な推定をしても、それはもし、その大胆な推定が間違っ

ていたらば、修正可能なわけなんでですね。 

 何が言いたいかというと、要は繰越しとか前借りのシミュレーションをするときに、現
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実に管理の前に何が起きるかを、現実的な想定をして、シミュレーションをするように、

是非ともお願いしたいと思います。 

○魚谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 繰越し、前借りの話は、今、中身を詰める状態ではなくて、先ほど申し上げたように、

ステップ１、２の間に、そういう考え方についても採用し得るのかどうかということも含

めて、検討していきましょうということだと思います。 

 どうぞ。 

○参加者 よろしくお願いします。 

 今ちょっとお話ししていること、ちょっと私、詳しくよく分からないんですけれども、

今、北海道さんの言われた２年固定というようなお話があって、それで前借り、先送りと

いうの、何となく分かるんですけれども、もともと、国の留保枠というものがある中で、

そういったようなものと併用していくのって、私、ちょっとよく分からないんですけれど

も。その説明はいいですけれども、ちょっとそれはどうなのかなというのは感じたもんで

すから、ちょっと今一言言わせていただきました。 

 以上です。 

○魚谷資源管理部長 現時点では、あくまでも、そういうことも検討していきましょうと

いうことでありまして、ここでもう前借りなり、繰越しをするんだということは決めるわ

けではないですんで、その点は御留意いただければと思います。 

 どうぞ。 

○参加者 ちょっと意見の中で出ていたんですけれども、資料５－４のＴＡＣ管理の柔軟

な運用って資料用意されているんですけれども、恐らく県によっては、要は現場の方って、

採捕停止命令が掛かるのかどうか、要は数量と、それから採捕停止命令が掛かる可能性が

あるのかどうかというのを一番心配されているので、さっき意見出たように、何か、過去

のデータを使って、シミュレーションしてほしいという意見があったと思うんですけれど

も、次回のステークホルダー会合でどこまで出せるかは別として、これ、資料５－４の資

料を次回出しても、簡単に言うと不安。県が行う管理、それから現場で採捕停止命令が掛

かる可能性がどのくらいあるのかないのかというのは、この資料５－４だけでは多分、分

からないと思うんですね。 

 なので、先ほど永田室長が言われたように、県と今後ミーティングか何かするというお

話ありましたけれども、できればシミュレーションしてほしいというのが、どこか県から
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御意見出たというのは、多分ね、イメージが多分まだ湧いていないというか、どういう管

理になるのかというのを、特にブリとかマダイは沿岸の人たちが初めて管理するというと

ころでクロマグロの経験しかないので、そこはもうちょっと２回目の会合に向けて、シミ

ュレーションができるのかどうかちょっと分からないですけれども、もうちょっと詰めて、

もうちょっと具体的に議論ができるというか、シミュレーションも含めて、ちょっと詰め

た方がいいんじゃないかなと思うので、それは是非、ちょっと検討していただきたいと思

います。 

○永田資源管理推進室長 今、おっしゃったシミュレーションというのが、県の中で何が

起きるかなのか、国と県との間で何が起きるのかというところがあって、県の中で起きる

ことをステークホルダー会合でこうですよと言うのはちょっと違って、県と相談しながら、

県の中での浜回りなりで説明していこうかなとは思っていてですね。ちょっと、今、言わ

れたのが、どういう部分のことなのか。 

○参加者 どちらかというとそういうことなんですが、資料で出すと、結局、どうなるの

かというのが現場の人、分からないので、そこはもうちょっとコミュニケーションを取り

ながらやっていかないと、資料の５－４をまた次回出しても不安は多分拭えないと思うん

です。 

 柔軟という言葉って、すごく難しくて、人によってはＴＡＣオーバーしていいのも柔軟

かと思う人もいるんです、現場で。なので、我々、議論している、よく知っている人の柔

軟という言葉と現場って、やっぱり違うところがあるので、そこはもうちょっと入り込ん

でというか、もうちょっと深く考えてちょっと詰めていかないと、そこの不安というのは

拭えないんじゃないかなというふうな思いです。 

○永田資源管理推進室長 どういう場でどういう資料を使ってやるのがいいのか、ちょっ

と考えたいと思いますけれども、おっしゃることは理解しました。 

○魚谷資源管理部長 ほかに、次回への宿題、いろんな試算関係、特にないでしょうか。 

 それでは、もうこの会場自体が６時半までということですので、本来であれば、一旦休

憩して、取りまとめどうするというのを水産庁側で整理した上でやりたかったんですが、

もう時間もないので、私の方で今日の議論取りまとめをしたいと思います。 

 まず、資源評価につきましては、いろいろまだまだ足りない部分があるというような御

意見がありまして、基本的なところは、そこは水研機構を含む研究機関会議の方で精度の

向上なり、改善に向けて努力をしていくという御回答というか、そういう方針は示された
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ということです。 

 特に、ＶＰＡのチューニング、要は資源量指標を使った評価ということについては、今

後、ＴＡＣを入れていくという前提からすると非常に重要だという話があり、こちらにつ

いては、水研機構の方から近い将来─いつとはなかなか限定できないんでしょうけれど

も─近い将来、入れていくことができると期待しているというような御回答もありまし

た。 

 あと、今、年級群構造について、コホートについて、０歳、１歳、２歳、３歳以上とい

う分け方ですけれども、この３歳以上というところを分けていくということについても、

そうすべきじゃないかという御意見がありまして、一方で、それを分けていくためには、

漁業者の皆さんなりからの情報を出していただくというのが必要ですという話がありまし

た。 

 それに関連して、漁獲データをきちんと収集する体制─それは電子的に収集する体制

─水産庁の方でスマート水産業ということでやっておりますけれども、そういうことの

重要性というのについても指摘があったということです。 

 続きまして、評価との関係ですけれども、資源管理の目標については、基本、ＭＳＹを

達成する親魚量ということで、資源評価結果から22万トンという数字が示されているわけ

ですけれども、この22万トンを目指して管理するということについては、過去経験したこ

とのない数字だと、大き過ぎるんじゃないかという話がありまして、これについては、水

産庁の方から、漁業法の条文の解釈の範囲内で適切な目標を設定、一定の幅があるという

ことで、その中でどういうことが可能か、検討しますという御回答をさせていただいたと

思っております。 

 そういう中で、リッカー型の再生産曲線という特徴を踏まえて、加入量を最大化すると

いう目標─「当面の目標」ということになるかもしれませんけれども─そういった

ものを検討すべきという御意見がありまして、それについては次回、計算結果なりも示せ

るようにしたいという形でございます。 

 資源管理につきましては、資源評価についていろいろ不十分なところがある中で、ＴＡ

Ｃ管理に進んでいくのは時期尚早じゃないか、慎重にやるべきだという話、御意見も頂い

ている一方で、ステップアップ管理というもので、まずは現状の資源評価結果に基づいて、

ステップアップ管理の中で進めていくことに賛成だという御意見も何人かから頂いたとこ

ろでございます。そういう中で、ステップアップの中では、漁業者の皆さんからの意見を
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聞いて進めるという、そういう御意見ですね。 

 そういう中では、例えば配分のやり方、留保の使い方あるいはその他の管理の運用につ

いてもしっかりステップ１、２の間で検討して、詰めていく。そういったものにちゃんと

進展を得た上で、ステップ３に進みますよという御説明をさせていただいたところです。 

 それで、あと、次回のステークホルダー会合に向けた試算ですね。これについては、若

齢魚の漁獲を減らした場合の将来予測というものを試算してもらいたいという御意見があ

りまして、その試算の前提条件については、水産庁と水研機構に加えて、定置協会さん、

全まきさん、石川県庁さん、北海道庁さん、この４者が加わって、どういう前提条件での

試算にするかというのを調整をするということになったかと思います。 

 あと、その他、漁獲シナリオに関するその他の試算につきましては、こちら、次回の会

合までにという、必ずしもそうはならないということですけれども、複数年管理的なもの、

２年固定という話もありましたし、前借り、繰越しというような言い方でもありましたけ

れども、そういったものについて、道庁さんと水産庁、あと水研機構の方で検討をすると

いうことです。こちらについては、次回に何か示せるものがあるのかどうかというところ

については、現時点でどうしますとは言いませんけれども、これは検討をしていくという

ことかと思います。 

 あと、ステップアップとの関係で、資源評価の改善についても、ステップアップ、どう

いうことに取り組んでいくかということについて示してもらいたいという御意見がありま

して、これについては水研機構さんあるいは研究機関会議の方で、どういった、いつまで

に何ってなかなか難しいと思いますんで、指針というか、方向性というか、そういったも

のについては次回お示しをするという形かと思います。 

 私が記憶する限り、こういったところが主立ったところ、あるいは次回への宿題かと思

いますが、何か、漏れているところがあるよということであれば、この場でおっしゃって

いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日は長時間にわたりまして、熱心な御議論、ありがとうございました。次

回の会合に向けて、水産庁としても準備を進めてまいりますし、その点に関連しては、水

研機構さんあるいは研究機関会議に所属しておられる、各都道府県の研究機関の方々には、

いろいろとまた御苦労をお掛けすることになりますけれども、この場を借りまして、今後

ともよろしくお願いしたいと思います。 

○参加者 次回というのは、いつ頃を想定されていますか。 
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○魚谷資源管理部長 いろんな宿題を頂きまして、試算については、どういう段階で、試

算の前提条件が固まるか、あるいは、その試算にどれぐらい掛かるかというのもございま

すので、現時点でいつ頃ですとなかなか申し上げにくいんですけれども、我々としては、

可能な限り早く開催にこぎ着ければと思っております。目途が付いてくれば、またいつぐ

らいになりそうですという話は、機会を捉えて情報共有させていただければと思います。 

 それでは、どうぞ。 

○参加者 ステップ１は、今の質問と関連するんですけれども、ステップ１って、一番早

くて、いつぐらいをイメージすればいいんですか。 

○魚谷資源管理部長 管理期間ですね、今の案では２つに分かれていてというのもござい

ますが、ステップ１については漁獲データを収集体制の構築ということですので、必ずし

も想定している管理期間の初っ端からということには限らないというかですね。途中から、

まずはデータ収集始めましょうというのもあり得るという前提で考えております。ですん

で、この時点で、何月からですということは決まっていない。少なくとも、今日時点でも

うステップ１入りますよという結論は出しておりませんので、いきなり不意打ち的にやる

ということはないですけれども、そこは次の会合も含めて、いつから始めましょうという

話も含めて、また御提示させていただくことになるんだろうというふうに考えております。 

○参加者 ごめんなさい、違う質問をすると、来年の４月からというのは可能性としては

低いと思っていていいですか。 

○永田資源管理推進室長 技術的なことをいうと、４月から始めようと思うと、２月には

水政審に基本方針なり、１年目のＴＡＣの諮問をしなければいけないというふうになりま

す。試算がいつできるかとか、ステークホルダー会合をいつやるかということによるんで

すけれども、準備期間とか含めてできるかというと、そこが第一候補ですというのはちょ

っとしんどいかなと正直思っていますが、はっきり今やるともやらないとも言えないです

し、先ほど部長から申し上げたとおり、そこを逃すと１年先なのかというと、ステップ１

に入るということについては途中からということも考えられるのかなとは思っています。 

○魚谷資源管理部長 よろしいでしょうか。 

 それでは、本当に、本日は長時間ありがとうございました。また、引き続きよろしくお

願いいたします。 

午後６時３８分 閉会 


